
はじめに　
　私は、弁護士・税理士として税務調査立会・
審査請求・税務訴訟・査察事件等の闘いの現場
に４０年近く従事してきた実務家で、ＴＡＩＮＳ
編集長に就任された三木義一先生とは、①税務訴
訟等の闘いの現場の戦友として学者意見書の作
成をしていただき数々の勝訴判決を得てきた仲
であり、②また、国税通則法平成２３年改正では
三木先生が政府税制調査会専門委員として、私
が原案作成に関与した日本弁護士連合会税制委
員会の委員長として、改正の実現にタッグマッ
チを組んだ仲であり、③このたび、三木先生が青
山学院大学学長を定年退職されたのを機に、私
が代表者の弁護士法人山本法律会計事務所（東
京事務所）に籍を置くことになられた仲であり
ます。その三木先生からこのたび執筆依頼を受
けたので、喜んで引き受けた次第です。
ただ、私はあくまで現場の実務家にすぎないの

で、これまで私が闘ってきた勝訴判決の評釈を再
現するしか能がなく、以下、私が最近（平成２８
年以降）扱った事件に限って記述します（注１）。
　その中で、税法解釈（文理解釈優先の原則、
借用概念の解釈等）及び事実認定（要件事実及
び間接事実の主張、立証責任の分配、事実上の
推定等）のポイントを解説します。文体は肩苦
しい学術書とならないよう、学者Ｍさん（架空
の人物）と私Ｙとのかけ合い風にします。

１　実例１０－源泉徴収義務者と受給者との求

ンプルなものです（注 2）。

 実例１０の「事案の概要」
（１）原告医療法人が運営する医院に常勤医師

として勤務していた被告に対する給与に
ついて、税務署から調査を受けた結果、①
原告が訴外Ｙ社（被告の妻が代表取締役
で薬品管理業務を月額６３万円で請負っ
た会社）に支払った請負代金月額６３万
円と、②原告が第三者から月額９万２００
０円で賃借した住宅を社宅として被告に
無償 で使用させていたその賃料相当の月
額９万２０００円と、がいずれも原告の
被告に対する給与であると認定し、これ
らをＹの本来の給与に加算したうえで給
与源泉徴収すべきであったのに、その上
乗せ分の徴収を怠っていたとして、過去
５年分の①源泉徴収本税の合計１３３５
万９４６８円及び②重加算税及び不納付
加算税の合計４１７万７０００円、それ
らの総合計１７５３万６４６８円の納税
告知処分を受けて（以下「本件追徴課税
処分」という。）、これを原告が給付した。

（２）その後、原告は被告に対し、追徴納付した
総合計１７５３万６４６８円を請求する
訴訟を提起した。

Ⓨ　被告（税務調査の直前に原告医療法人を退
職して個人で開業したそ）の関与税理士さん
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　TAINS だより新年号をお届けします。
　昨年はユーザーの皆様方から頂いた様々なお声を役立てるべく、
細やかなシステム改修に取り組んでまいりました。
　昨年から引き続き、研修サイトに判例紹介動画「ＴＡＩＮＳ　ＭＯＶＩＥ」
を掲載いたしております。受講時間が３０分以内となっており、通勤
時間等を利用して受講・登録ができるようになっております。最新の
判例も取り上げており、ぜひご覧いただきたいコンテンツです。
　また、広報部とユーザーサポート部を創設し、会員の事業に役立
つ情報の速やかな提供に努めているところです。
　税理士新規登録者に対する６か月無料施策や各地で開催されるＤＸ
フォーラムや公開研究討論会への出展など、TAINS に未加入の先
生方へのアプローチを積極的に行っていくための様々な施策を本年
も予定しております。
　ＴＡＩＮＳが日常の税理士業務に役立つ情報ツールとしてより一層充
実するよう、今年度も全力で取り組んでまいりますので、昨年同様
ＴＡＩＮＳをご愛顧くださるようお願いします。
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ご　挨　拶

　新年明けましておめでとうございます。
　会員の皆様におかれましてはつつがなく新しい年をお迎えのこととお慶び
申し上げます。日頃はＴＡＩＮＳをご利用いただきまして誠にありがとうご
ざいます。昨年はAIを含めたデジタル分野が急速に進展し、税理士の業務に
も相当の影響を受けつつあり、現在、AI活用をどのようにしていくのかの検
討をしているところです。
　さて、会員皆様方には行き届かない処もまだまだ多くご不便をおかけいた
していることをお詫び申し上げます。昨年は、会員税理士の皆様に対する利
便性をさらに向上させるために、広報部とユーザーサポート部を設置しまし
た。これまで同様、日税連及び税理士会と連携しながら、ＴＡＩＮＳが日常
の税理士業務に役立つ情報ツールとしてより一層充実するよう、執行部一丸
となって取り組んでまいります。特に、会員の皆様方からのご質問等にお応
えすべく、デジタル相談室を日税連とタッグを組んで進めるよう設置をしま
した。実質的には本年からの運営となりますが、会員皆様のご不安等が無く
なるように対応していきます。
　また、研修サイトに判例紹介動画「ＴＡＩＮＳ　ＭＯＶＩＥ」を掲載して
おり、短時間で判例等の説明と担当ディレクターの解説を聞いていただくこ
とができます。通常の研修動画とは一味違う内容になっておりますので、是
非ご活用ください。本年もコンテンツの充実に取り組んでまいりますので、
今後のＴＡＩＮＳにご期待ください。
　今年は辰年、私事ながら、私は今年の年男でございます。十二支中唯一の
想像上の動物でありますが、力強く天に向かって突き進む干支でございます
ので、ＴＡＩＮＳのさらなる飛躍をめざし、会員の皆様のご満足を得られる
よう他の役員、委員、編集員、職員共々、本年もより一層努力し精進してま
いりますので、昨年同様、ご支援・ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し
上げます。

一般社団法人 日税連税法データベース
会長　清　田　明　弘

Ⓜ　[ 図１ ] の（１）のどんな事情が聞き出せ
ましたか？

Ⓨ①　平成２１年５月、原告の院長に被告が
「税金が高くて手取りが少い、何とかなり
ませんかね～」ともらしたのに対し、院
長が「従前の君の給料（月額１６０万円）
を（６０万円）削って、その分を、奥さ
んを代表者とする会社を設立して、同社
が薬品の管理業務を請負ったことにしそ
の請負代金として支払うスキームを作れ
ば、削った源泉所得税見合い分が節税で
きるよ」と助言し、それが実行され設立
されたのがＹ会社で、その社長となった
奥さんは被告とは別居中で当該請負義務
を全くしておらず、出勤すらしていなかっ
たこと

　②　月額６０万円分の源泉所得税見合い分
をどうするかについては、そのスキーム
が開始された平成２１年５月の時点でも、
被告が退職して独立開業した平成２５年
１０月の時点でも、その後の時点でも、
その源泉所得税見合い分を被告が負担す
る旨の合意はなく、原告の税務調査が始
まって原告が平成２６年５月に本件追徴
課税を受けその納付を済ませてた後に
なって、初めて、納付額総合計分を原告
が被告に対して請求したこと

　③　そして、原告の関与税理士から強く言
われて、被告が１００万円を２回（２か月）
払ったところで、被告の開業後の税理士
さんから私に依頼があってその支払いを
しなくなったこと

Ⓜ　エッ！何か危険だらけの臭いがしますね
～。課税庁による本件追徴課税処分自体
には全く問題はなさそうですね？

Ⓨ　正に「官と民との関係」では、そのとお
りです。その「官と民との関係」が、当然に、
「民と民との関係」すなわち「源泉徴収義
務者と受領者との関係」にも当てはまる
のかという点が気になりました。

あった」事案ではないか、という着眼で
すね。

　そこで、山本先生は、どんな作戦を立てま
したか？

Ⓨ　私は、作戦の立て方には三つのポイント
があると思っています。[ 図２ ] を見て下
さい。

 [ 図２] 作戦の立て方の三つのポイント
(１ ) 基本原理編（「法律上の主張」の三つのポ
イント、「事実上の主張と立証」の四つの
ポイント、を各参照）のどこに主戦場を
置く事案かを選択する

(２)その主戦場に関する学説・判例を読み返す
(３) 本件へのあてはめ、を考える
　本件で［図２］の（１）の主戦場を、上記
の最高裁判例・通説の法解釈に置くこと
を選択しました。

Ⓜ　最高裁判例というのは、最判昭和４５年
１２月２４日民集２４巻１３号２２４３
頁のことですね？

Ⓨ　はい。
Ⓜ　[ 図２] の「（２）その主戦場に関する学説・
判例を読み返し」た結果何か分りました
か？

Ⓨ　まず第一に、上記ヒラメキの最高裁判例。
通説の統一見解があることです。

　　第二に、給与等受給者は、（直接、国に対
しては、源泉徴収義務の存否及び範囲に
ついて争うことができず）給与等支払者
から納付した源泉所得税等について求償
権の行使を受けたときに、源泉徴収義務
の存否及び範囲について（民々同士で）
争うことができると解釈されていること
（通説でもあります。）

Ⓜ　この第一及び第二の法解釈から、具体的
にどのように「（３）本件へのあてはめ」
へと展開して行ったのですか？

Ⓨ　先ず、第一に、いきなり、学術論文のよ
本「、とものし出見のと」点争の件本「にう
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真砂　美穂 杉本　竜太

　東京従たる事務所
長の真砂です。2年前
従たる事務所長に就任
し、現在2期目を迎えて
います。1期目は事務所
長として何をしてよいか
わからずほとんど活動
できませんでしたが、今
期からはTAINSの会
員増強や研修などを通
じた広報活動に力を注
ぎたいと考えています。

従たる事務所長紹介

にその分を給与受給者に請求できる権利
が発生するわけではないこと、すなわち
その分を給与受給者が負担する旨の民民
同士の合意が成立していなければ請求す
る権利は発生しないこと」を展開しまし
た。

Ⓜ　学者の論文ばりの論旨展開ですねー
Ⓨ　はい、「こちらの訴訟代理人は、ただ者じゃ
ないようだなー、学者みたいに判例学説
に詳しいんだなぁー」と相手訴訟代理人
にしょっぱなでかましてビビらせ、ひい
ては担当裁判官にもかませるんです。出
会い頭（がしら）の犬のケンカのように！

Ⓜ　戦いの現場は「出会い頭の犬のケンカの
ようにあれ！」というのが山本流なんで
すね～

　　他に、事実認定の点ではどんな作戦を立
てましたか？

Ⓨ　給与支払者と給与受給者との間にどちら
か負担する旨の合意があったかの事実認
定について、「間接事実の主張及び立証、
立証責任の分配等」の展開をしました。

Ⓜ　ここで、「間接事実の主張及びその立証、
立証責任の分配等」とは何かの一般論を
読者に紹介して下さい。

Ⓨ　事実認定については、民事訴訟法との関
係で、次の [ 図３ ] のとおり四つのポイン
トがあります。

　[ 図３] 事実上の主張と立証の四つのポイン
ト

（１）主要事実と間接事実
　（直接証拠）と（間接証拠）
（２）人証と書証
（３）立証責任の分配
（４）本証と反証
　　　この四つのうちの（１）がとくに大事
なところです。

Ⓜ　まず「主要事実」とは、課税要件・非課
税要件に直接該当する事実ですね、これ

証拠を「間接証拠」と呼びますね（例えば、
贈与課税の主要事実のうちの金銭交付に
ついて、ある日に父の口座から５００万
円出金され同日に長男の口座へ同額入金
されているとか、主要事実のうちの返済
約定の有無について、毎月１０万円ずつ
返済する旨の借用書があるが毎月１０万
円の移動が口座にないとか。なお、これ
らの間接証拠を、刑事訴訟では「情況証拠」
と呼んでいます。）。直接証拠がない場合
のポイントは、次のとおりです。

　

Ⓜ　この「間接証拠により複数の間接事実を認
定し、そこから主要事実を推認して行く」
作業は、実戦ではとっても大事なことです
よねー。

Ⓨ　はい。税務調査の現場で税務職員は、よく
「領収書がないから認められません」と言
いますが、私は、立会現場で、「それは『直
接証拠がない』と言ってるだけで、これこ
れの間接証拠があってそこからこれこれの
間接事実が認定でき、これら各間接事実を
総合すれば、主要事実の推認ができていま
すよ、直接証拠による認定と間接証拠によ
る認定とがあることを知らないのです
か？」と反論することにしています。

Ⓜ　大学のゼミみたいなことを、闘いの現場で
ふっかけているのですねー。いやな税理士

東京地方
鈴木　恭浩
千葉県東 京

　この度、東京地方事
務所長に就任しました
杉本竜太です。引き続
き、TAINSの広報周
知、入会勧奨に努めま
す。所属は財務部とな
ります。

　千葉県税理士会におけ
る従たる事務所長を、前期
に引き続き拝命しておりま
す鈴木恭浩と申します。皆
さんはTAINSをご存知で
しょうか。知ってはいても内
容まではよく分からない、な
んか難しそうという印象が
る程度ではないでしょうか。
まずはTAINSの有用性に
ついて皆様に理解して頂く
ことから始めて、活用する
会員を増やして行くことを
目指して参ります。どうぞよ
ろしくお願いします。

　近畿事務所の坂井昭
彦です。今年度の目標
は、ともするとあいまいにな
りがちな本会情報システ
ム部と従たる事務所の構
成員の立ち位置や活動
内容を整理し、それぞれ
の立場で明確な目的意
識を持って活動を行うこと
です。

渡邉　信子

　関東信越税理士会
の渡邉信子です。
　TAINSの30分動画
の講師もさせていただ
き、実務家である税理
士にとって有用な情報
が満載であることを実
感いたしました。
　多くの会員にお伝え
し、TAINSを活用いた
だけたら嬉しいです。

坂井　昭彦
近畿

樋爪　昌之

北海道関東信越

　2期目の従たる事務
所長を務めます樋爪昌
之と申します。昨期は
何の活動もせずに終
わってしまいましたが、
今期は従たる事務所
員を増員し、各支部で
のPR活動を積極的に
進めてまいります。どう
ぞよろしくお願いいたし
ます。

　名古屋税理士会の田
口裕恭と申します。
　TAINSがどういった組
織で、また加入するとどの
ような楽しさがあるのかを
分かりやすく伝えていくこ
とを地道に頑張りたいと
思います。熱を持ってやっ
ていることが伝わるような
活動を展開します。 

佐藤　雄一郎

　このたびの役員改選
によりTAINS東北事務
所の所長を務めさせて
いただくこととなりまし
た。判例裁決事例の検
索システム活用の手助
けだけではなく、地区会
員のICT化及びDX化
に微力ながら貢献でき
ればと考えておりました
ので、よろしくお願いしま
す。

田口　裕恭

名古屋

高林　良樹

東　海東北

　あけましておめでとう
ございます。東海税理
士会の高林良樹です。
　 昨 年 に 引 続き
TAINS研修会を開催
して会員増強に努めて
まいります。また、組合に
協力していただき、書
籍助成金施策の中に
TAINS会費6か月分
助成施策を入れてい
ただきました。

　会員の皆様の業務に

お役にたてるよう、利用方

法の研修等を充実させま

す。利用環境の改善につ

ながるご意見、ご要望を

お待ちしております。
宮川　知生

　　新年挨拶
謹　各支部支部長と

綿密に連携し、加
入率トップを目指し
ます！

賀　目標を達成し、皆
様と祝杯を挙げま
す！

新　全支部長が従た
る事務所のメン
バーになります！

年　TAINSの皆様の
努力が実り、税理
士制度が発展しま
すように！

西　宏昌 大西　央哲

中　　国　　　　　　　　　 四  国北　陸

　四国会で従たる事
務所長を拝命しており
ます、大西です。
　２期目となりました今
期は、積極的に、従た
る事務所会議を開催
し、また、ＷＥＢの研修
等も企画して、会員の
増強に頑張っていきた
いと思います。
　よろしくお願いいたし
ます。
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社団の取組紹介

　本年度ユーザーサポート部長を
拝命いたしました小林英樹です。
　ユーザーサポート部は従来の事
業部を広報部とユーザーサポート部
に分割し、TAINS会員の皆様への
サポートを行っていく部署として部
長、副部長2名、委員4名の7名体制
で新設されました。
　所掌事項としては、TAINSの操
作研修や、ホームページの制作及び
運用、会員向けの情報の発信等で
す。
　具体的な取り組みとしては、
TAINSホームページのリニューア
ル、よくある質問「QA」の見直し、ログ
イン後の検索トップページのリニュー
アル、各種操作に関するマニュアル
の整備、TAINSの使い方に関する
研修会の開催など、TAINS会員の
皆様の利便性の向上につながる施
策を行っていく予定です。
　TAINSがより身近なものとして会
員の皆様の業務に役立つ存在とな
るように、サポートを行っていきたいと
思います。

ユーザーサポート部長　
　小林　英樹

　このたびシステム部長を拝命しま
した近畿会の坂井昭彦です。　
　昭和４０年生まれの元情報処理
技術者で近畿会では情報システム
部長、日税連ではデジタル・システム
委員会副委員長、ＴＡＩＮＳでは理事
として、それぞれ２期目に入ったばか
りの若輩者ではありますが、もしも所
属組織が顧問先であったなら行うで
あろう助言等を忖度なしに行うことで
諸々の問題を解決し活性化をはかり
たいと考え日々 奮闘中です。システム
部が所掌する事業は多岐にわたりま
すが、各部と連携しながら①秒でわ
かるＴＡＩＮＳ②会議１０分の１計画
③ココから始めるＤＸ④脱・システム
開発、を本年度の基本方針として事
業に取り組みますので皆様どうぞよ
ろしくお願い致します。

システム部長
坂井　昭彦

　データベース部長を拝命しました
田川です。所属会は南九州税理士
会・熊本東支部です。データベース
部は、「判例、裁決、通達、行政文
書、相談事例、その他税法に関する
データを編集して税法データベース
に収録する」ことを所掌しています。
実務で困った時に明確な答えが見
つかるデータを収録しています。是
非、検索して読んでみてください。そ
して、収録内容の充実のためにデー
タの収集が重要な業務です。会員の
皆さんからの情報は大変有益なもの
です、「税法データの情報を見たら
聞いたらTAINSへ！」

データベース部長
　　田川　哲

「被告が負担する旨の合意は成立していな
かった」と結論付けたのです。

Ⓜ　さて、山本さんの展開は判決ではどうな
りましたか？

Ⓨ　次のとおり、ほぼ全面的に認めてくれまし
た。

当裁判所の判断（判決文より。アンダーライン
は筆者加筆）

１　争点１（原告納付額について、被告に法律
上の原因のない利得があるか）及び争点
２ ( 原告と被告との間に、原告納付額を被
告が原告に支払う旨の合意があったか ) に
ついて

（１）源泉徴収による所得税の納税者は、支払
者であって受給者ではないから、法定の
納期限にこれを国に納付する義務を負い、
それを怠った場合に生ずる附帯税を負担
すべき者は、納税者（徴収義務者）たる
支払者自身であって、その附帯税相当額
を受給者に請求することはできないと解
されており（最高裁昭和４３年（オ）第
２５８号同４５年１２月２４日第一小法
廷裁決・民集２４巻１３号２２４３頁参
照）、これを本件について見ると、原告納
付額のうち、加算税分については、徴収
義務者であり納税者である原告は、受給
者である被告に請求することはできない
と解される。よって、加算税分については、
被告の不当利得となることはない。

（２）そこで、本税分について検討する。
　　　この点、受給者は、源泉徴収による所
得税を徴収されまたは期限後に納付した
支払者から、その税額に相当する金額に
支払を請求されたときは、自己において
源泉納税義務を負わないことまたはその
義務の範囲を争って、支払者の請求の全
部または一部を拒むことができるものと
解されているので（前掲最高裁判決参照）、
支払者である原告が原告納付額を国に納
付していたとしても、原告が直ちに、こ

なる税額を負担するかについて、明確な
合意があったことを認めるに足りる証拠
はない。

　　　 原告は、このような場合には、不当利
得返還請求権に基づき、当然に原告から
被告に対する求償が認められると解して
いるようにも見える。しかしながら、原
告は、訴外Ｙ社との管理業務請負契約に
ついては、これが被告の給与から源泉徴
収される税額を減らすものであることを、
本件建物の賃貸借契約については、これ
が被告に居住の利益を与えるためのもの
であることを、いずれも了承し、容認し
て各契約を締結していたと考えられ、ま
た、処分の対象者であり、異議の申立て
ができる支払者と違って、受給者も源泉
納税義務の存否・範囲について争う余地
が残されるべきであるとする前掲最高裁
判決の趣旨からしても、明確な合意がな
いにもかかわらず、事前に受給者がいか
なる金額についても支払う旨の合意が成
立したと推認することはできないと考え
られる。そうであるとすると、原告と被
告の間に明確な合意がない場合には、当
然に、原告が被告に対し、原告納付額を
求償できる、あるいは、原告が被告に対
し求償できるとの合意が成立していたと
推認することはできないと解される。そ
して、明確な合意が認められない本件に
おいては、別途合意が成立した場合でな
ければ、原告は、被告に対し、求償する
ことはできないと解するべきである。

（４）以上からすると、その他原告の主張する
ところに鑑みても、原告納付額について、
原告が被告に対し不当利得返還請求をす
ることができると解することはできず、
また、本件支払合意も認められない以上、
原告の被告に対する、原告納付額につい
ての請求は認められない。

　南九州税理士会の従
たる事務所長の幸松慎
太郎と申します。　
　この度初めて従たる事
務所長を仰せつかりまし
た。ＴＡＩＮＳの普及拡大
及び利用拡大に尽力し
ていきます。小林　英樹

　九州北部事務所長
を拝命いたしました小
林英樹です。
　九州北部事務所とし
ては、新規会員獲得の
ための税理士会会報
誌への情報提供、既存
会員への操作研修会、
TAINSを業務に活用
するための研修会等を
通じて活発な活動を行
う予定です。

幸松慎太郎
南九州

糸数　弘和
沖　縄九州北部

　新年おめでとうございま
す。沖縄を担当しておりま
す糸数と申します。コロナ
禍もあり関連する活動を
控えておりましたが、その
間にも業務を取り巻く環
境が一層厳しくなって参り
ました。重層的かつ多くの
情報が必要な税理士業
務において、ＴＡＩＮＳの果
たす役割は大きいと考え
ております。本年は従来の
業務に加えて、更なる取
組みを企画して、試行錯
誤をして参ります。新たな
る１年、皆様のご理解とご
協力をお願いいたします。
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第49回日税連公開研究討論会に
TAINS紹介コーナーを設置

　令和５年１０月１３日、日本税理士会連合会と名古屋税理士会・東海税理士会の共催により名

古屋東急ホテルにて開催された第49回日税連公開研究討論会（以下、「公開研」）にＴＡＩＮＳ

の展示コーナーを設置し、多くの方にお立ち寄りいただきました。

　展示コーナーでは、まだＴＡＩＮＳのご利用経験がないご来場者様に、コンテンツの品質の高

さや争訟関係以外にも幅広いコンテンツがあることをご体感いただきました。一方、すでに

ＴＡＩＮＳをご活用いただいているご来場者様からは、コンテンツやサービスに対する貴重なご

意見を頂戴するとともに、ＴＡＩＮＳの進化をご覧いただくことができ、大変有意義な機会とな

りました。

　さらに、公開研の開催に合わせて名古屋税理士会を訪問するため来日されたミュンヘン税理士

会 フェルディナント・リューヒハルト副会長が展示ブースにお立ち寄りくださり、清田会長はじ

め役員からＴＡＩＮＳをご説明させていただきました。リューヒハルト副会長との意見交換を経

て、判例や税務情報に関するデータベースは税理士業務において日本だけでなくドイツでもニー

ズが高く有用であるとの気づきを得ることができました。

　今後も、日税連や税理士会、税務関連出版社と協力し、皆様に直接TAINSをご紹介できる機会

を積極的に展開するとともに、品質の向上に取り組んでまいります。

（広報部長　上田  健一）
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租税弁護士から研究者に転じての1年

北海道大学大学院法学研究科教授　佐藤　　修二

０７４号損害賠償請求　平成２８年３月２
５日判決。ＴＡＩＮＳ未登載）

Ⓜ　これから山本先生に闘いの着眼点、作戦、
立証等のポイントを語っていただきます。ま
ず、実例１０についてお願いします。

Ⓨ　事案自体は税理士ならどこでも見かけるシ

眼点は、次の [ 図１] を見て下さい。

 [ 図１] 着眼点の三つのポイント
(１) 課税に至る事情を詳しく聞く
(２) 課税庁に勇み足はないかを探す
(３) 何かおかしな課税じゃないかと動物的な
嗅覚をきかす

はじめに　

　このたび、光栄にも TAINS だより新春号への寄
稿のお話を頂戴し、自分に何が書けるか、良く考えた。
　その結果、筆者は、租税法を専門とする弁護士、
いわゆるタックス・ロイヤー（租税弁護士）から、最近、
法学部で租税法を担当する教員に転じたという、少
し珍しい経歴を有しており、これに即したお話を記
すことが、多少は読者諸賢のお役に立つかもしれな
い、と思うに至った。

　そこで、以下では、筆者の略歴を記した上、実務
家から学者に転じて 1 年ほど、授業を通じた学生と
の交流の中で税について改めて考えたことを述べた
上、その後、同じくこの 1 年にご縁があって公表した
２つの小論のエッセンスを、租税法の解釈に関する基
本原則の中に位置づけ直しつつ、再説することにし
たい。これらの小論は、最近の未公表判決（事業
再生における会社分割に関する事案）や話題のトピッ
ク（信託型ストックオプション）について述べたもので、
多少は読者の参考になると期待されると同時に、筆
者が弁護士時代から重要と考えて来た、租税法解
釈の基本原則と深く関わるものでもあるからである。

Ⅰ　学生の皆さんと租税法を学んで考えたこと

１．筆者の略歴

　筆者は、2000 年に弁護士登録をし、それから

2022 年まで、企業法務を専門とする弁護士として、
20 年ほど仕事をした。途中、2004 年にハーバード・
ロー・スクールに留学して租税法を専攻し、また、
2011 年～ 2014 年の間、東京国税不服審判所で国
税審判官（いわゆる任期付公務員）を務めた。そ
の後、2014 年に弁護士に復帰し、このころから本
格的に租税法の分野を専門とするようになった。
そして、2022 年 10 月、北海道大学大学院法学研究
科で租税法を担当する教授に就任し、現在に至っ
ている。

２．最初のゼミ

　上記のように、筆者は、もともと法曹実務家であり、
ごく最近に租税法研究者に転じたばかりであるから、
研究者としてはまだ 1 年ほどが経ったにすぎず、駆
け出しである。それでも、筆者にとっては大きな変
化があり、感じたことも少なくなかった。
　2022 年 10 月に着任後すぐ、法学部の 2 年生を参
加者の中心とするゼミを担当することになった。こ
の時のゼミには、定員 18 名のところ、40 名を超す
応募があった。これは、税金に興味がある人を広く
歓迎する旨のシラバスの記載や、筆者が、日本の法
学部の教員としては珍しく、弁護士からの転職者で
あったためと思われる。志望理由を見ながら選考し、
数名の弁護士志望者や公認会計士、税理士等の志望
者をはじめ、18 名の日本人学生に中国からの 2 名の
留学生を加えた形で、筆者の北海道大学での最初の
ゼミがスタートした。
　このゼミは、筆者が上梓した最初の書籍 1 をテキ

ストとして、納税者が課税当局に対して勝訴した裁
判例をテーマに、毎回 1 件、学生たちに原文を読ん
だ上で報告してもらい、その上で、皆で議論をする
内容とした。筆者は、2019 年～ 2022 年の間、弁護
士実務の傍ら、東京大学法科大学院でいくつかの租
税法科目を教えた経験がある。そのうちの一つの講
義科目につき、上掲書をテキストとする講義形式で
行ったことがあり、評判が良かったことから、今度は、
これを学部生向けのゼミ形式でやってみることにし
たのである。着任後間もない授業であったことから
手持ちの材料を使ったという面もあるものの、課税
当局と裁判所の見方が分かれた事例を検討すること
は、法を学び始めの法学部生が法的思考を養うのに
は適しているであろう、という見込みもあった。ただ、
なにぶん、まだ法学そのものの入門者である 2 年生
が中心であるため、始める前は、学生たちには難し
すぎはしないだろうか、という一抹の不安も持って
いた。
　実際に始めてみると、学生たちは概してまじめで
優秀であり、判決原文をベースにした報告をきちん
とこなし、ゼミはスムーズに進行した。一般に、最
近の学生は、生の判決文を読むことは億劫がり（もっ
とも、「今の学生」に限らず、筆者自身の学生時代を
思い返しても、判決原文を読んだ記憶はほとんどな
い）、判例の要旨をまとめたものくらいしか読まない
と聞いたこともあるが、逆にまだ 2 年生で先入観が
無かったせいなのか、学生たちが判決原文の読解を
こなしていたことには感心する。
　このゼミのテーマである「法律家目線から見た租
税」というものは、国税不服審判所勤務後の筆者が
これまで一貫して取り組んできたものでもあり、そ
のエッセンスを、本稿で後にまとめて記すことにし
たい。

３．2023年度の一連の授業

　2023 年 4 月からの年度には、法学部と法科大学院
のそれぞれで、いくつかの講義・ゼミを担当した。
法学部では、3年生を中心とした受講生に対する「行
政法Ⅲ」という講義（租税法は、法学部では、行政
法の各論に位置づけられるがゆえの科目名であり、

内容としては、所得税・法人税・資産税・国際課税
をひととおり眺めるものとした）に加え、引き続き
上記２で記したのと同様の 2 年生向けのゼミのほか、
主に 3 年生向けに、佐藤英明教授と西山由美教授に
よる最新の消費税法のテキスト2を輪読するゼミを行っ
た。また、法曹を養成する法科大学院では、夏学期に「租
税法Ａ」として所得税法を、秋学期に「租税法Ｂ」
として法人税法を、いわゆるソクラテス・メソッド
で講義した。
　筆者は、主に企業をクライアントとする弁護士で
あったから、租税法の中で触れる機会の多かったの
は、法人税法（国際租税法を含む）であり、個人所
得税や消費税に関しては、体系的に学ぶ機会は無かっ
た。それゆえ、特に夏学期は、租税法全般を講義する「行
政法Ⅲ」や所得税法を内容とする「租税法Ａ」の授
業の準備は、それなりに大変であった。また、消費
税についても苦手意識が強かったため、敢えて、秋
学期のゼミでは、せっかく直近に新しく学びやすそ
うな教科書が出たので、筆者自身の勉強のためにも
これを取り上げることにした。毎回、学生たちにテ
キストの内容を分担して報告してもらい、筆者自身
にとって大変に勉強になった。
　弁護士時代は、個別事案に対応するという仕事の
特性上やむを得ないこととは言え、その時々に必要
な勉強のみをする、ということにどうしてもなりが
ちであり、全体として租税法を学ぶということは、
なかなかできなかった。大学に来てからこの 1 年、
曲がりなりにも、所得税・法人税・消費税を中心に、
租税法全般について授業を行い、その準備のために
学ぶ中で、（弁護士時代のように法解釈の側面に興味
を持つだけではなく）税制全般の政策的な在り方に
ついても、少し考えるようになった。そのことにつ
いて、次に述べてみたい。

４．消費税－逆進性・軽減税率・そして消費税の目的
　
　消費税については、その基本的な仕組みを学んだ
上で、免税事業者・簡易課税といった中小事業者に
配慮する仕組み、逆進性と軽減税率、インボイスの
導入といったことも学生たちといろいろ議論してみ
て、考えさせられたことが多い。

　消費税の問題点として挙げられることの多い逆進
性については、逆進性という問題そのものの存在を
否定する立場があり得る。消費を課税対象とする消
費税について、所得税の課税対象である所得を基準
として「逆進的」であると述べることはおかしい、
という批判である。すなわち、消費税は、消費の量
に対しては比例的に課税する（言わば、お金を使っ
た分だけ、皆に平等に課税する）のだから、消費を
基準とすれば、逆進性は存在しない、ということで
ある。こうした批判に対して筆者自身は、伝統的な
所得再分配の思想に親近感を有する方であることか
ら、個人的にはあまり納得できずにいた。しかし、
学生たちに意見を聞いてみると、半数には行かない
までも少なくない数の学生が、上記の考え方に共感
する意見を述べ、筆者としても省みて考えさせられ
るところがあった。
　仮に逆進性の存在を肯定するとしても、その対策と
して軽減税率を用いることは、巷間指摘されるさまざ
まな問題点を踏まえると、あまり得策ではないという
意見が、これも半数には達しないまでも比較的目立っ
た。筆者から、軽減税率ではなく、いわゆる給付付き
税額控除の仕組みを導入することの是非について問い
かけると、これに賛成する意見もそれなりに存在した。
このたびの所得減税では、控除しきれないケースでは
給付を行うとされているようであり、日本でも、再び、
給付付き税額控除が議論の俎上に上ることもあるのか
もしれない、と思わされた。
　さらに根本にさかのぼると、そもそも消費税の租
税としての優位性はどこにあるか、という点につい
て、『スタンダード消費税法』では、財政目的（税
収の安定化）が最大の点として挙げられていたこと
3 が、筆者には印象的であった。筆者がこれまで聞
いたことのあるのは、消費税は、貯蓄に課税しない
ので経済的に見て中立的であることなど、経済学的
視点から消費税の優位性を論ずる議論が多かった。
それゆえ、財政目的という、見方によっては、それ
は政府ないし財政当局の都合ではないか、と言われ
かねないことが消費税の目的として教科書に正面か
ら記載されていることが新鮮だったのである。ゼミ
では、財政の安定化という目的を肯定的に捉える意

見が少なからず見られた。若い世代は、加速する
少子高齢化社会を正にこれから生きていく人たち
であるから、これを支える財政の安定化というこ
とを肯定的に捉えるのかもしれない。そのような
世代の問題なのか、筆者の考えが狭いものであっ
たのか、いずれにしても、目から鱗、の経験ではあっ
た。
　最後に、直近の話題であるインボイスについて
は、仕組みとして入れることについては納得する
意見が多い一方で、小規模事業者にとって少なく
とも短期的には不利益があり得ることや、フリー
ランスを働きやすくするという政府の全体的な施
策には逆行する面があることを指摘する意見もあ
り、バランスが取れていたように思う。

５．法人税－法人税の実質的負担者・税率引下げ競
　争の終焉？

　学生は、まだ社会に出ていないから、消費者目線
で考える人が多いように今のところ感じている。消費
者目線から素朴に考えれば、法人税は会社が払うもの
だから、消費者（あるいは勤労者）である個人の税負
担が増えるものではない（だから増税しても構わない）
と思うかもしれない。しかし、法人は、言わば「実体
のない」ものであるから、法人税の負担は、結局は、
誰か、生身の個人に帰着せざるを得ない。このことを
筆者は、東京大学法科大学院で「金融取引課税法」
の授業のテキストとした渡辺徹也教授の教科書の冒
頭で印象的に学んだ 4。現行の法人税法は、負担が株
主に帰着することを前提としているが、法人税の負
担がある分、賃金を抑制するという形で従業員が法
人税を負担することもあり得るし、製品・サービス
への価格転嫁によって消費者の負担となることもあ
り得るというわけである。日本では、消費税の増税
についてのみが嫌われる傾向がある。しかし、上記
のように、法人税も消費者（同時に勤労者であるこ
とも多い）に対して値上げ・賃金抑制という形で転
嫁されることがあるとすれば、消費税の増税は嫌だ
が法人税の増税なら構わない、と考えることは消費
者目線から見ても合理的ではないのかもしれない。

　このように本当に誰が負担しているのかがはっき
りしない法人税ではあるものの、現実の税収に占め
る割合だけを見ても、その重要性はやはり大きいと
言わざるを得ないであろう。令和 6 年度与党税制改
正大綱では、中期的に法人税の税率を上げる可能性
が述べられた。OECD の柱２によって国際最低税率
が導入される中で、国際的な法人税引き下げ競争を
終える環境は整いつつあるのかもしれない。その中
で、大綱が述べる、全体としては法人税率を引き上
げつつ、資金を内部に留保するにとどめずに、賃上
げや設備投資の形で将来の収益につなげようとする
企業について減税で報いる、という方向性は、それ
なりに説得力があるようにも思う。法人税の授業で
学生たちに問いかけても、おおむねそのような方向
性に賛同する意見が多かった。
　租税は、現実に社会を運営する上では必須のもの
であることは否定し得ない。そのうえで、どのよう
に税負担を求めるのが良いのかについては、こうし
て考えてくるだけでも、一つの答えがあるわけでは
ないように思われる。ここでは消費税と法人税につ
いて述べたが、昨今話題の児童手当と扶養控除の関
係など、個人所得税についても考えるべきことは多
い。じっくり考えることのできる大学という場を得
たことに感謝しつつ、税制の在り方全般について、
引き続き考えていきたい。

Ⅱ　法律家から見た租税の世界

　ここからは、租税法の解釈・適用において筆者が
重要と考える３点（租税法の文理解釈の原則・納税
者救済の観点からの文理解釈の限界・課税における
私法の尊重）について、述べてみることにしたい。

１．租税法の文理解釈の原則

　租税法規は、文理に即した解釈が基本であること
については、ホステス源泉徴収事件（最判平成 22
年 3 月 2 日民集 64 巻 2 号 420 頁）以来、裁判例に
おいて定着している。ここでは、近時の高裁判決で
実務的にも影響があり得る、事業再生における会社

分割が問題となった事例（高松高判令和４年 8 月
30 日公刊物未登載）によって、このことを見てみ
たい 5。

（１）事案の概要

①事業不振に陥った会社（以下「本件滞納法人」と
いう。）が、令和 5 年 4 月 1 日を新会社の設立登記
日とする新設分割（以下「本件新設分割」という。）
により新しく法人（以下「本件譲受法人」という。）
を設立し、その際、この時点では、本件滞納法人
の「負債」と「契約上の地位」のみを移転する（す
なわち、この時点では、「積極財産」は移転しない）。
この内容の議案を、同年 3 月 31 日開催の株主総会
において承認する。これにより同年 4 月 1 日の午
前 0 時をもって、本件滞納法人は、本件譲受法人
の100％株主となる。

      　　　　本件滞納法人

　　　　　　　　　　　新設分割（積極財産なし）

　　　　　  本件譲受法人

②令和 5 年３月 31 日に、本件滞納法人とスポンサー
との間で、本件新設分割によって本件譲受法人が
設立されることを条件として、本件譲受法人の株
式全部をスポンサーに譲渡する契約を締結し、同
日、代金決済および本件滞納法人における株式譲
渡の承認の機関決定を行う。これによって、同年 4
月 1 日の午前０時に本件譲受法人が設立されると
同時に、本件譲受法人の 100％株主は、スポンサー
となる会社に変更される。

 

    本件滞納法人
 　　　　　　　　　　　　          スポンサー
　　　　　　　　  株式譲渡

                        本件譲受法人

③令和５年 4 月 1 日開催の本件滞納法人の株主総会
で、本件滞納法人が事業用の資産や現預金（積極
財産）を本件譲受法人に譲渡することの承認の旨
を決議する（以下「本件資産譲渡」という。）。

      　　
　　　　　本件滞納法人

　　　　　　　　　　　資産譲渡（積極財産）

　　　　　  本件譲受法人

　以上の状況で、本件譲受法人が第二次納税義務を
負うかが問題となった。
　第二次納税義務とは、納税義務者が租税を滞納した
場合において、その財産について滞納処分を執行して
もなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合
に、納税義務者と一定の関係を有する者が、納税義務
者に代わって租税を納付する義務をいう。この制度は、
本来の納税義務者から租税の全部または一部を徴収す
ることが不可能であると認められる場合に、それと人
的・物的に特殊の関係にある者を第二次納税義務者と
し、これに本来の納税義務者の納税義務に代わる義務
を負担させることによって、租税の徴収確保を図るこ
とを目的とするものである6。
　納税者と特殊な関係のある個人又は被支配会社（特
殊関係者）に事業が譲渡され、その譲受人が同一又 1  佐藤修二編著『実務に活かす！税務リーガルマインド－納税者勝訴事例から学ぶ税務対応へのヒントを中心に効果的な

　税務調査の対応・国税不服審判所の活用まで』（日本加除出版 ,2016）。

は類似の事業を営んでいる場合、譲渡された積極財
産の価額の限度において、その滞納に係る国税の第
二次納税義務を負うものとされている（国税徴収法
38 条）。そして、特殊関係者に該当するか否かの判定
時期は、「事業を譲渡した時」とされている（国税徴
収法施行令13条 2項）。
　本判決の事案は、上記のようなケースにおいて、
本件滞納法人から会社法上の新設分割によって負債
および契約上の地位（積極財産は含まれない、とい
う点がポイントである。）を承継して設立され、その
後に、会社分割とは別途の資産譲渡契約に基づき、
本件滞納法人から資産（積極財産）を譲り受けた新
会社（本件譲受法人）が、滞納法人の「特殊関係者」
に該当するとして課税庁から第二次納税義務に係る
納付告知処分を受けたため、本件譲受法人がこれを
争って提訴したものである。
　課税庁は、本件新設分割と本件資産譲渡はあらか
じめ計画された一連の行為であり、別個の法形式を
取っているものの、実体は、有機的一体として機能
する財産の譲渡として、事業譲渡に当たるものと主
張した。より具体的に言うと、課税庁は、①の本件新
設分割によって令和 5 年 4 月 1 日に本件譲受法人が
設立登記されるとともに本件滞納法人が本件譲受法
人の株式を取得して本件譲受法人が本件滞納法人の
完全子会社（被支配会社）となり、それと「同日」
に③の資産譲渡がなされていることから、本件譲受
法人は本件滞納法人の特殊関係者に該当し、③によっ
て譲渡された積極財産の価額の限度で第二次納税義
務を負うべき旨を主張したのである。
　これに対し、本件譲受法人は、特殊関係者該当性
は「事業を譲渡した日」ではなく「事業を譲渡した時」
で判定するとされているところ、①の時点では積極財
産の譲渡がなく、積極財産の譲渡がなされた③の時
点では特殊関係者に該当しないのであるから、第二
次納税義務を負うべきではない旨主張した。「日」の
単位ではなく、「時」の単位で判断すべきとする点が
本件譲受法人の主張のポイントである。
　この点、第一審判決（高松地判令和４年２月 22 日
公刊物未登載）は、課税庁の主張を支持して、本件
譲受法人の請求を認めなかったため、本件譲受法人
が控訴した。

（２）裁判所の判断

控訴審裁判所は、概要、以下のように判断し、請求
を認容した。

①　国税徴収法 38 条は、本来は納税者が納付すべき
国税について、例外的に、滞納者と一定の親近性を
有する特殊関係者が、滞納者から事業の譲渡を受け、
かつ、当該事業と同一又は類似の事業を営んでいる
場合に、その譲受財産の価額の限度において、事業
を譲り受けた者に第二次納税義務を負わせることを
定めた規定であり、租税法規は侵害規範（権利を侵
害する規範）であることからも、例外に該当するた
めの要件の判断は厳格に解すべきである。

②　事業を受け継いで営業活動を行うためには、事
業のために用いる財産（有機的一体として機能す
る財産）の譲受けが完了している必要があるから、
「事業の譲渡の時」とは、有機的一体として機能す
る財産の全部又は一部の譲渡による財産移転の効
力が生じた時と解するのが相当である。

　　本件では、積極財産の譲渡があった時点では本
件譲受法人は納税者の特殊関係者ではなくなって
いるから、第二次納税義務を負うことはない。

③　会社法上は、新設分割により設立される会社の登
記の日に新設分割の効力が生じ、新設分割計画の定
めに従い権利義務が承継され（会社法 764 条、49
条）、新設分割会社は、同日、設立される会社の株
主となる（会社法764条8項）。しかし、これらの規定は、
会社法上の分割の効力発生日を定めるものにすぎず、
租税法規は侵害規範であって安易な拡張解釈は許さ
れないことを考慮すると、上記会社法の各規定をもっ
て、「事業の譲渡の時」との文言を用いている国税徴
収法施行令 13 条２項を、「事業の譲渡の日」と解釈
することは、同条項の文理上容認することができない。

（３）判決のポイント
　
　一見すると、文理通りの解釈は杓子定規で、第二

次納税義務を不当に免れるもののように思われる方
もあるかもしれない（もっとも、ここでは本論を離
れるので詳しく述べないが、筆者自身は、本判決は、
結論的にも妥当と考えている 7）。しかし、裁判所は
「時」という条文の文言を厳格に解釈し、これを「日」
と読むかのような課税当局の主張を退けた。
　判決も述べるように、租税法は、行政庁の一方的
行為によって課税の結果を生じさせる侵害規範であ
るから、納税者の予測可能性の観点に照らし、その
解釈は文理に即して行うことが、租税法律主義の趣
旨に合致すると言えよう。

２．文理解釈の限界

　もっとも、文理解釈を貫くと、納税者に酷な結果
をもたらす場合がある。これを乗り越えようとした
判決に、最判平成 26 年 12 月 12 日集民 248 号 165
頁がある。筆者は、この判決が好きで、さまざまな
機会にその紹介をしてきたところ 8、本件の裁判長
であった千葉勝美元最高裁判事ご自身も、最近の講
演で、良く取り上げられる事例として本件を紹介さ
れていた 9。筆者も、納税者を救済した「名判決」
として、法律家として租税を論ずる際に注目すべき
判決の一つと考えるので、改めてここで紹介させて
いただきたい。

（１）事案の概要　　　　　　　

　判決の事案を図式化して言えば、次のようなもの
である（数字は実際のものとは異なる）。

①　納税者が税額 1000 万円で相続税の申告をし、
納税をした。

②　当局が、いや、財産評価が間違っているので、
本当は600万円納めればよい、400万円は還付する、
とした（減額更正処分）。

③　その後当局が、この前の 600 万円というのは
間違っていた、800 万円だった（増額更正処分）。
よって、800 万円－600 万円の、200 万円について、

本来の納付期限に遡って、延滞税の支払を命じた。

（２）裁判所の判断

　最高裁は、②で税務署が 600 万円で良いとして、還付
までしたのだから、200万円の租税を納税者が払わなかっ
たとしてもやむを得ない、これについて延滞税を払わせ
たところで、期限までの納税を奨励するとか、他の納税
者との公平を図るとかの、延滞税の趣旨は実現されない
として、延滞税は発生しない、との判断を示した。

（３）判決のポイント

　条文そのものを素直に読めば延滞税が発生しても
やむを得ないところであったが、実質的な配慮から
納税者を救った判例である。千葉勝美裁判官の補足
意見は、課税庁側の主張を通せば不正義をもたらす
とまで述べている。
　課税当局の側から見れば、課税当局の主張に対して
は厳格な文理解釈で臨みながら、納税者に対しては趣
旨に沿った救済的な解釈をするのはいかがなものか、
という受け止め方があるかもしれない。しかし、課税
当局は大きな人的・物的資源を有する巨大な行政機関
であり、そのような組織と一般の納税者を同一の基準
で論ずることは、かえって公平を欠くように思われる。
　筆者としては、この判決のような、納税者の立場
に立った結論の妥当性を重視する考え方が、裁判所
に定着していくことを期待したい。

３．課税における私法の尊重－いわゆる信託型ストッ
　クオプションに即して

　課税の対象である経済取引は、第一次的には私法に
よって規律されているから、法的安定性の観点から、課
税は、私法上の法律関係を前提にし、これを尊重して行
うべきことは、裁判実務において確立している 10。この
ことについて、いわゆる信託型ストックオプションに関
する国税庁見解を素材として改めて見てみたい11。
　信託型ストックオプションとは、次のようなもの
である（国税庁「ストックオプションに対する課税
（Q&A）（情報）」（令和５年７月７日改訂）の問３）。

【税制非適格ストックオプション（信託型）の課
税関係】
問３ 私は、下記のとおり、勤務先から信託会社を
通じてストックオプションを取得し、その権利を行
使することにより取得した株式を売却しました。こ
の場合の課税関係について教えてください。
① 発行会社又は発行会社の代表取締役等が信託会
社に金銭を信託して、信託（法人課税信託）を
組成する（信託の組成時に、受益者及びみなし
受益者は存在しない。）。
② 信託会社は、発行会社の譲渡制限付きストック
オプションを適正な時価（50）で購入する。
③ 発行会社は、信託期間において会社に貢献した
役職員を信託の受益者に指定し、信託財産とし
て管理されているストックオプションを当該役
職員に付与する。
④ 役職員は、ストックオプションを行使して発行
会社の株式を取得する。
⑤ 役職員は、ストックオプションを行使して取得
した株式を売却する。

【発行会社の株価等】
・ ストックオプションの購入時 ： 200
・ ストックオプションの付与時 ： 600
・ ストックオプションの行使時 ： 800（権利行使
価額 200）
・ 権利行使により取得した株式の譲渡時：1,000

＜図表：信託型ストックオプションのイメージ＞

　《税制非適格ストックオプション（信託型）のイメージ》

出典：国税庁 HP「ストックオプションに対する
課税（Q&A）（情報）」（令和５年７月７日改訂）

　国税庁は、上記問 3に対する回答の中に現れる（注
３）で、信託型ストックオプションでは、実質的には、
会社が役職員にストックオプションを付与している
こと、役職員に金銭等の負担がないことなどの理由
から、上記の経済的利益は労務の対価に当たり、給
与として課税されるとしている。しかし、本当にそ
れでいいのだろうか。
　私法の尊重という原則からすれば、信託型ストッ
クオプションは、私法である信託法を基礎とする信
託の仕組みによって構築されている点を踏まえ、私
法のベースの上に構築された信託税制のルールを尊
重すべきことになろう。信託税制によれば、信託型
ストックオプションでは、当初、受益者が存在しな
いことから、法人課税信託の課税ルールが適用され
る。その結果、課税関係は、以下のとおりになるは
ずである。

①　法人課税信託の受益者が役職員に確定すると、
信託財産であるストックオプション（新株予約権）
は、法人課税信託の受託法人から、受益者である
役職員に対して、受益者確定の直前における法人
課税信託における帳簿価額で取得したものとして
各年分の各種所得の金額が計算される（所得税法
67 条の 3 第 1 項）。

②　役職員には、受益者として確定したことにより、
経済的には、同時点の新株予約権の価値相当額の
純資産増加が生じるが、この収益の額は、当該年
分の各種所得の計算上、総収入金額に算入されな
い（同条第 2項）。

　上記①②に従えば、権利行使時に給与課税をする
という法律関係は出てこない。それを「実質的」とい
う一言によって乗り越えることが可能なのだろうか。
　国税庁も、この点を全く考えていないわけ
ではないであろう。それにもかかわらず、信
託型ストックオプションについて給与課税を
しなければならないという理由があるのでは
ないか。想像するに、国税庁は、本来は給与
所得として累進税率に服すべき所得が譲渡所
得の比例税率でのみ課税されることは、課税
の公平を害する、という考え方を持っている
のかもしれない。仮にそうであるとすると、
それ自体は、伝統的に所得税の理想として説
かれてきた垂直的公平の理念に沿うものでは
あり、租税政策的には理解が得られやすいと
も考えられる。ただ、その政策的考慮を支え
る法的根拠があるのか、は別の問題ではある。
　この点、外国親会社から日本子会社の役職員に付
与されたストックオプションについて、権利行使時
に給与所得課税がなされるとした最判平成 17 年 1
月 25 日民集 59 巻 1 号 64 頁は、国税庁に有利に働
く可能性もある。すなわち、この判決は、日本法人
に勤務する役職員から見て直接の契約の相手方では
ない外国親会社から付与されたストックオプション
であっても権利行使時に給与所得として課税される
としており、契約関係ではなく、ことがらの実質を
見たものともいえる。
　法律家である筆者には、信託契約という「法形式」は、
原則として尊重されるべきであると思われ、その点
で、国税庁見解に対する疑問は否定し得ない。しかし、
課税の公平ということも、無視しえない政策的考慮
ではある。その政策的考慮を支える法的論拠として、
上記の平成 17 年判決のような「実質的」観点を用い
ることも、あり得るのかもしれない。課税における
形式と実質の関係は、（すでに述べた文理解釈とその
限界の問題と似て）なかなかに難問である。

おわりに

　筆者が研究者に転じてからの 1 年に考えて来たの
は、以上のようなことである。まだ１年であるから、
見えていることは少ないが、それでも学生の皆さん
と交流をしていると、さまざまな可能性を感じる。
これからも、法曹実務家として養ってきたことをベー
スにしつつ、様々なことを考え、学んでいきたい。
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と民との関係」は、直接の関係は切断され、
それぞれの関係が別箇に存在するという
見解で最高裁判例・通説が統一されてい
ることがヒラメイたからです。

Ⓜ　[ 図１] の「(２ ) 課税庁に勇み足があった」
事案ではないが、「原告及びその税理士に
（当然当てはまると誤解した）勇み足が

いて、給与支払義務者が国に源泉所得税
分を追加納付したときに、当然に（自動
的に）給与受給者に対する求償権が発生
することとなるかどうかにある」と述べ、
次に、第二に「判例学説」を長々と説明し、
さらに第三「本件への当てはめ」として、
「原告には、追徴納税をしたことから直ち

はじめに　

　このたび、光栄にも TAINS だより新春号への寄
稿のお話を頂戴し、自分に何が書けるか、良く考えた。
　その結果、筆者は、租税法を専門とする弁護士、
いわゆるタックス・ロイヤー（租税弁護士）から、最近、
法学部で租税法を担当する教員に転じたという、少
し珍しい経歴を有しており、これに即したお話を記
すことが、多少は読者諸賢のお役に立つかもしれな
い、と思うに至った。

　そこで、以下では、筆者の略歴を記した上、実務
家から学者に転じて 1 年ほど、授業を通じた学生と
の交流の中で税について改めて考えたことを述べた
上、その後、同じくこの 1 年にご縁があって公表した
２つの小論のエッセンスを、租税法の解釈に関する基
本原則の中に位置づけ直しつつ、再説することにし
たい。これらの小論は、最近の未公表判決（事業
再生における会社分割に関する事案）や話題のトピッ
ク（信託型ストックオプション）について述べたもので、
多少は読者の参考になると期待されると同時に、筆
者が弁護士時代から重要と考えて来た、租税法解
釈の基本原則と深く関わるものでもあるからである。

Ⅰ　学生の皆さんと租税法を学んで考えたこと

１．筆者の略歴

　筆者は、2000 年に弁護士登録をし、それから

2022 年まで、企業法務を専門とする弁護士として、
20 年ほど仕事をした。途中、2004 年にハーバード・
ロー・スクールに留学して租税法を専攻し、また、
2011 年～ 2014 年の間、東京国税不服審判所で国
税審判官（いわゆる任期付公務員）を務めた。そ
の後、2014 年に弁護士に復帰し、このころから本
格的に租税法の分野を専門とするようになった。
そして、2022 年 10 月、北海道大学大学院法学研究
科で租税法を担当する教授に就任し、現在に至っ
ている。

２．最初のゼミ

　上記のように、筆者は、もともと法曹実務家であり、
ごく最近に租税法研究者に転じたばかりであるから、
研究者としてはまだ 1 年ほどが経ったにすぎず、駆
け出しである。それでも、筆者にとっては大きな変
化があり、感じたことも少なくなかった。
　2022 年 10 月に着任後すぐ、法学部の 2 年生を参
加者の中心とするゼミを担当することになった。こ
の時のゼミには、定員 18 名のところ、40 名を超す
応募があった。これは、税金に興味がある人を広く
歓迎する旨のシラバスの記載や、筆者が、日本の法
学部の教員としては珍しく、弁護士からの転職者で
あったためと思われる。志望理由を見ながら選考し、
数名の弁護士志望者や公認会計士、税理士等の志望
者をはじめ、18 名の日本人学生に中国からの 2 名の
留学生を加えた形で、筆者の北海道大学での最初の
ゼミがスタートした。
　このゼミは、筆者が上梓した最初の書籍 1 をテキ

ストとして、納税者が課税当局に対して勝訴した裁
判例をテーマに、毎回 1 件、学生たちに原文を読ん
だ上で報告してもらい、その上で、皆で議論をする
内容とした。筆者は、2019 年～ 2022 年の間、弁護
士実務の傍ら、東京大学法科大学院でいくつかの租
税法科目を教えた経験がある。そのうちの一つの講
義科目につき、上掲書をテキストとする講義形式で
行ったことがあり、評判が良かったことから、今度は、
これを学部生向けのゼミ形式でやってみることにし
たのである。着任後間もない授業であったことから
手持ちの材料を使ったという面もあるものの、課税
当局と裁判所の見方が分かれた事例を検討すること
は、法を学び始めの法学部生が法的思考を養うのに
は適しているであろう、という見込みもあった。ただ、
なにぶん、まだ法学そのものの入門者である 2 年生
が中心であるため、始める前は、学生たちには難し
すぎはしないだろうか、という一抹の不安も持って
いた。
　実際に始めてみると、学生たちは概してまじめで
優秀であり、判決原文をベースにした報告をきちん
とこなし、ゼミはスムーズに進行した。一般に、最
近の学生は、生の判決文を読むことは億劫がり（もっ
とも、「今の学生」に限らず、筆者自身の学生時代を
思い返しても、判決原文を読んだ記憶はほとんどな
い）、判例の要旨をまとめたものくらいしか読まない
と聞いたこともあるが、逆にまだ 2 年生で先入観が
無かったせいなのか、学生たちが判決原文の読解を
こなしていたことには感心する。
　このゼミのテーマである「法律家目線から見た租
税」というものは、国税不服審判所勤務後の筆者が
これまで一貫して取り組んできたものでもあり、そ
のエッセンスを、本稿で後にまとめて記すことにし
たい。

３．2023年度の一連の授業

　2023 年 4 月からの年度には、法学部と法科大学院
のそれぞれで、いくつかの講義・ゼミを担当した。
法学部では、3年生を中心とした受講生に対する「行
政法Ⅲ」という講義（租税法は、法学部では、行政
法の各論に位置づけられるがゆえの科目名であり、

内容としては、所得税・法人税・資産税・国際課税
をひととおり眺めるものとした）に加え、引き続き
上記２で記したのと同様の 2 年生向けのゼミのほか、
主に 3 年生向けに、佐藤英明教授と西山由美教授に
よる最新の消費税法のテキスト2を輪読するゼミを行っ
た。また、法曹を養成する法科大学院では、夏学期に「租
税法Ａ」として所得税法を、秋学期に「租税法Ｂ」
として法人税法を、いわゆるソクラテス・メソッド
で講義した。
　筆者は、主に企業をクライアントとする弁護士で
あったから、租税法の中で触れる機会の多かったの
は、法人税法（国際租税法を含む）であり、個人所
得税や消費税に関しては、体系的に学ぶ機会は無かっ
た。それゆえ、特に夏学期は、租税法全般を講義する「行
政法Ⅲ」や所得税法を内容とする「租税法Ａ」の授
業の準備は、それなりに大変であった。また、消費
税についても苦手意識が強かったため、敢えて、秋
学期のゼミでは、せっかく直近に新しく学びやすそ
うな教科書が出たので、筆者自身の勉強のためにも
これを取り上げることにした。毎回、学生たちにテ
キストの内容を分担して報告してもらい、筆者自身
にとって大変に勉強になった。
　弁護士時代は、個別事案に対応するという仕事の
特性上やむを得ないこととは言え、その時々に必要
な勉強のみをする、ということにどうしてもなりが
ちであり、全体として租税法を学ぶということは、
なかなかできなかった。大学に来てからこの 1 年、
曲がりなりにも、所得税・法人税・消費税を中心に、
租税法全般について授業を行い、その準備のために
学ぶ中で、（弁護士時代のように法解釈の側面に興味
を持つだけではなく）税制全般の政策的な在り方に
ついても、少し考えるようになった。そのことにつ
いて、次に述べてみたい。

４．消費税－逆進性・軽減税率・そして消費税の目的
　
　消費税については、その基本的な仕組みを学んだ
上で、免税事業者・簡易課税といった中小事業者に
配慮する仕組み、逆進性と軽減税率、インボイスの
導入といったことも学生たちといろいろ議論してみ
て、考えさせられたことが多い。

　消費税の問題点として挙げられることの多い逆進
性については、逆進性という問題そのものの存在を
否定する立場があり得る。消費を課税対象とする消
費税について、所得税の課税対象である所得を基準
として「逆進的」であると述べることはおかしい、
という批判である。すなわち、消費税は、消費の量
に対しては比例的に課税する（言わば、お金を使っ
た分だけ、皆に平等に課税する）のだから、消費を
基準とすれば、逆進性は存在しない、ということで
ある。こうした批判に対して筆者自身は、伝統的な
所得再分配の思想に親近感を有する方であることか
ら、個人的にはあまり納得できずにいた。しかし、
学生たちに意見を聞いてみると、半数には行かない
までも少なくない数の学生が、上記の考え方に共感
する意見を述べ、筆者としても省みて考えさせられ
るところがあった。
　仮に逆進性の存在を肯定するとしても、その対策と
して軽減税率を用いることは、巷間指摘されるさまざ
まな問題点を踏まえると、あまり得策ではないという
意見が、これも半数には達しないまでも比較的目立っ
た。筆者から、軽減税率ではなく、いわゆる給付付き
税額控除の仕組みを導入することの是非について問い
かけると、これに賛成する意見もそれなりに存在した。
このたびの所得減税では、控除しきれないケースでは
給付を行うとされているようであり、日本でも、再び、
給付付き税額控除が議論の俎上に上ることもあるのか
もしれない、と思わされた。
　さらに根本にさかのぼると、そもそも消費税の租
税としての優位性はどこにあるか、という点につい
て、『スタンダード消費税法』では、財政目的（税
収の安定化）が最大の点として挙げられていたこと
3 が、筆者には印象的であった。筆者がこれまで聞
いたことのあるのは、消費税は、貯蓄に課税しない
ので経済的に見て中立的であることなど、経済学的
視点から消費税の優位性を論ずる議論が多かった。
それゆえ、財政目的という、見方によっては、それ
は政府ないし財政当局の都合ではないか、と言われ
かねないことが消費税の目的として教科書に正面か
ら記載されていることが新鮮だったのである。ゼミ
では、財政の安定化という目的を肯定的に捉える意

見が少なからず見られた。若い世代は、加速する
少子高齢化社会を正にこれから生きていく人たち
であるから、これを支える財政の安定化というこ
とを肯定的に捉えるのかもしれない。そのような
世代の問題なのか、筆者の考えが狭いものであっ
たのか、いずれにしても、目から鱗、の経験ではあっ
た。
　最後に、直近の話題であるインボイスについて
は、仕組みとして入れることについては納得する
意見が多い一方で、小規模事業者にとって少なく
とも短期的には不利益があり得ることや、フリー
ランスを働きやすくするという政府の全体的な施
策には逆行する面があることを指摘する意見もあ
り、バランスが取れていたように思う。

５．法人税－法人税の実質的負担者・税率引下げ競
　争の終焉？

　学生は、まだ社会に出ていないから、消費者目線
で考える人が多いように今のところ感じている。消費
者目線から素朴に考えれば、法人税は会社が払うもの
だから、消費者（あるいは勤労者）である個人の税負
担が増えるものではない（だから増税しても構わない）
と思うかもしれない。しかし、法人は、言わば「実体
のない」ものであるから、法人税の負担は、結局は、
誰か、生身の個人に帰着せざるを得ない。このことを
筆者は、東京大学法科大学院で「金融取引課税法」
の授業のテキストとした渡辺徹也教授の教科書の冒
頭で印象的に学んだ 4。現行の法人税法は、負担が株
主に帰着することを前提としているが、法人税の負
担がある分、賃金を抑制するという形で従業員が法
人税を負担することもあり得るし、製品・サービス
への価格転嫁によって消費者の負担となることもあ
り得るというわけである。日本では、消費税の増税
についてのみが嫌われる傾向がある。しかし、上記
のように、法人税も消費者（同時に勤労者であるこ
とも多い）に対して値上げ・賃金抑制という形で転
嫁されることがあるとすれば、消費税の増税は嫌だ
が法人税の増税なら構わない、と考えることは消費
者目線から見ても合理的ではないのかもしれない。

　このように本当に誰が負担しているのかがはっき
りしない法人税ではあるものの、現実の税収に占め
る割合だけを見ても、その重要性はやはり大きいと
言わざるを得ないであろう。令和 6 年度与党税制改
正大綱では、中期的に法人税の税率を上げる可能性
が述べられた。OECD の柱２によって国際最低税率
が導入される中で、国際的な法人税引き下げ競争を
終える環境は整いつつあるのかもしれない。その中
で、大綱が述べる、全体としては法人税率を引き上
げつつ、資金を内部に留保するにとどめずに、賃上
げや設備投資の形で将来の収益につなげようとする
企業について減税で報いる、という方向性は、それ
なりに説得力があるようにも思う。法人税の授業で
学生たちに問いかけても、おおむねそのような方向
性に賛同する意見が多かった。
　租税は、現実に社会を運営する上では必須のもの
であることは否定し得ない。そのうえで、どのよう
に税負担を求めるのが良いのかについては、こうし
て考えてくるだけでも、一つの答えがあるわけでは
ないように思われる。ここでは消費税と法人税につ
いて述べたが、昨今話題の児童手当と扶養控除の関
係など、個人所得税についても考えるべきことは多
い。じっくり考えることのできる大学という場を得
たことに感謝しつつ、税制の在り方全般について、
引き続き考えていきたい。

Ⅱ　法律家から見た租税の世界

　ここからは、租税法の解釈・適用において筆者が
重要と考える３点（租税法の文理解釈の原則・納税
者救済の観点からの文理解釈の限界・課税における
私法の尊重）について、述べてみることにしたい。

１．租税法の文理解釈の原則

　租税法規は、文理に即した解釈が基本であること
については、ホステス源泉徴収事件（最判平成 22
年 3 月 2 日民集 64 巻 2 号 420 頁）以来、裁判例に
おいて定着している。ここでは、近時の高裁判決で
実務的にも影響があり得る、事業再生における会社

分割が問題となった事例（高松高判令和４年 8 月
30 日公刊物未登載）によって、このことを見てみ
たい 5。

（１）事案の概要

①事業不振に陥った会社（以下「本件滞納法人」と
いう。）が、令和 5 年 4 月 1 日を新会社の設立登記
日とする新設分割（以下「本件新設分割」という。）
により新しく法人（以下「本件譲受法人」という。）
を設立し、その際、この時点では、本件滞納法人
の「負債」と「契約上の地位」のみを移転する（す
なわち、この時点では、「積極財産」は移転しない）。
この内容の議案を、同年 3 月 31 日開催の株主総会
において承認する。これにより同年 4 月 1 日の午
前 0 時をもって、本件滞納法人は、本件譲受法人
の100％株主となる。

      　　　　本件滞納法人

　　　　　　　　　　　新設分割（積極財産なし）

　　　　　  本件譲受法人

②令和 5 年３月 31 日に、本件滞納法人とスポンサー
との間で、本件新設分割によって本件譲受法人が
設立されることを条件として、本件譲受法人の株
式全部をスポンサーに譲渡する契約を締結し、同
日、代金決済および本件滞納法人における株式譲
渡の承認の機関決定を行う。これによって、同年 4
月 1 日の午前０時に本件譲受法人が設立されると
同時に、本件譲受法人の 100％株主は、スポンサー
となる会社に変更される。

 

    本件滞納法人
 　　　　　　　　　　　　          スポンサー
　　　　　　　　  株式譲渡

                        本件譲受法人

③令和５年 4 月 1 日開催の本件滞納法人の株主総会
で、本件滞納法人が事業用の資産や現預金（積極
財産）を本件譲受法人に譲渡することの承認の旨
を決議する（以下「本件資産譲渡」という。）。

      　　
　　　　　本件滞納法人

　　　　　　　　　　　資産譲渡（積極財産）

　　　　　  本件譲受法人

　以上の状況で、本件譲受法人が第二次納税義務を
負うかが問題となった。
　第二次納税義務とは、納税義務者が租税を滞納した
場合において、その財産について滞納処分を執行して
もなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合
に、納税義務者と一定の関係を有する者が、納税義務
者に代わって租税を納付する義務をいう。この制度は、
本来の納税義務者から租税の全部または一部を徴収す
ることが不可能であると認められる場合に、それと人
的・物的に特殊の関係にある者を第二次納税義務者と
し、これに本来の納税義務者の納税義務に代わる義務
を負担させることによって、租税の徴収確保を図るこ
とを目的とするものである6。
　納税者と特殊な関係のある個人又は被支配会社（特
殊関係者）に事業が譲渡され、その譲受人が同一又

 2  佐藤英明＝西山由美『スタンダード消費税法』（弘文堂、2022）。

は類似の事業を営んでいる場合、譲渡された積極財
産の価額の限度において、その滞納に係る国税の第
二次納税義務を負うものとされている（国税徴収法
38 条）。そして、特殊関係者に該当するか否かの判定
時期は、「事業を譲渡した時」とされている（国税徴
収法施行令13条 2項）。
　本判決の事案は、上記のようなケースにおいて、
本件滞納法人から会社法上の新設分割によって負債
および契約上の地位（積極財産は含まれない、とい
う点がポイントである。）を承継して設立され、その
後に、会社分割とは別途の資産譲渡契約に基づき、
本件滞納法人から資産（積極財産）を譲り受けた新
会社（本件譲受法人）が、滞納法人の「特殊関係者」
に該当するとして課税庁から第二次納税義務に係る
納付告知処分を受けたため、本件譲受法人がこれを
争って提訴したものである。
　課税庁は、本件新設分割と本件資産譲渡はあらか
じめ計画された一連の行為であり、別個の法形式を
取っているものの、実体は、有機的一体として機能
する財産の譲渡として、事業譲渡に当たるものと主
張した。より具体的に言うと、課税庁は、①の本件新
設分割によって令和 5 年 4 月 1 日に本件譲受法人が
設立登記されるとともに本件滞納法人が本件譲受法
人の株式を取得して本件譲受法人が本件滞納法人の
完全子会社（被支配会社）となり、それと「同日」
に③の資産譲渡がなされていることから、本件譲受
法人は本件滞納法人の特殊関係者に該当し、③によっ
て譲渡された積極財産の価額の限度で第二次納税義
務を負うべき旨を主張したのである。
　これに対し、本件譲受法人は、特殊関係者該当性
は「事業を譲渡した日」ではなく「事業を譲渡した時」
で判定するとされているところ、①の時点では積極財
産の譲渡がなく、積極財産の譲渡がなされた③の時
点では特殊関係者に該当しないのであるから、第二
次納税義務を負うべきではない旨主張した。「日」の
単位ではなく、「時」の単位で判断すべきとする点が
本件譲受法人の主張のポイントである。
　この点、第一審判決（高松地判令和４年２月 22 日
公刊物未登載）は、課税庁の主張を支持して、本件
譲受法人の請求を認めなかったため、本件譲受法人
が控訴した。

（２）裁判所の判断

控訴審裁判所は、概要、以下のように判断し、請求
を認容した。

①　国税徴収法 38 条は、本来は納税者が納付すべき
国税について、例外的に、滞納者と一定の親近性を
有する特殊関係者が、滞納者から事業の譲渡を受け、
かつ、当該事業と同一又は類似の事業を営んでいる
場合に、その譲受財産の価額の限度において、事業
を譲り受けた者に第二次納税義務を負わせることを
定めた規定であり、租税法規は侵害規範（権利を侵
害する規範）であることからも、例外に該当するた
めの要件の判断は厳格に解すべきである。

②　事業を受け継いで営業活動を行うためには、事
業のために用いる財産（有機的一体として機能す
る財産）の譲受けが完了している必要があるから、
「事業の譲渡の時」とは、有機的一体として機能す
る財産の全部又は一部の譲渡による財産移転の効
力が生じた時と解するのが相当である。

　　本件では、積極財産の譲渡があった時点では本
件譲受法人は納税者の特殊関係者ではなくなって
いるから、第二次納税義務を負うことはない。

③　会社法上は、新設分割により設立される会社の登
記の日に新設分割の効力が生じ、新設分割計画の定
めに従い権利義務が承継され（会社法 764 条、49
条）、新設分割会社は、同日、設立される会社の株
主となる（会社法764条8項）。しかし、これらの規定は、
会社法上の分割の効力発生日を定めるものにすぎず、
租税法規は侵害規範であって安易な拡張解釈は許さ
れないことを考慮すると、上記会社法の各規定をもっ
て、「事業の譲渡の時」との文言を用いている国税徴
収法施行令 13 条２項を、「事業の譲渡の日」と解釈
することは、同条項の文理上容認することができない。

（３）判決のポイント
　
　一見すると、文理通りの解釈は杓子定規で、第二

次納税義務を不当に免れるもののように思われる方
もあるかもしれない（もっとも、ここでは本論を離
れるので詳しく述べないが、筆者自身は、本判決は、
結論的にも妥当と考えている 7）。しかし、裁判所は
「時」という条文の文言を厳格に解釈し、これを「日」
と読むかのような課税当局の主張を退けた。
　判決も述べるように、租税法は、行政庁の一方的
行為によって課税の結果を生じさせる侵害規範であ
るから、納税者の予測可能性の観点に照らし、その
解釈は文理に即して行うことが、租税法律主義の趣
旨に合致すると言えよう。

２．文理解釈の限界

　もっとも、文理解釈を貫くと、納税者に酷な結果
をもたらす場合がある。これを乗り越えようとした
判決に、最判平成 26 年 12 月 12 日集民 248 号 165
頁がある。筆者は、この判決が好きで、さまざまな
機会にその紹介をしてきたところ 8、本件の裁判長
であった千葉勝美元最高裁判事ご自身も、最近の講
演で、良く取り上げられる事例として本件を紹介さ
れていた 9。筆者も、納税者を救済した「名判決」
として、法律家として租税を論ずる際に注目すべき
判決の一つと考えるので、改めてここで紹介させて
いただきたい。

（１）事案の概要　　　　　　　

　判決の事案を図式化して言えば、次のようなもの
である（数字は実際のものとは異なる）。

①　納税者が税額 1000 万円で相続税の申告をし、
納税をした。

②　当局が、いや、財産評価が間違っているので、
本当は600万円納めればよい、400万円は還付する、
とした（減額更正処分）。

③　その後当局が、この前の 600 万円というのは
間違っていた、800 万円だった（増額更正処分）。
よって、800 万円－600 万円の、200 万円について、

本来の納付期限に遡って、延滞税の支払を命じた。

（２）裁判所の判断

　最高裁は、②で税務署が 600 万円で良いとして、還付
までしたのだから、200万円の租税を納税者が払わなかっ
たとしてもやむを得ない、これについて延滞税を払わせ
たところで、期限までの納税を奨励するとか、他の納税
者との公平を図るとかの、延滞税の趣旨は実現されない
として、延滞税は発生しない、との判断を示した。

（３）判決のポイント

　条文そのものを素直に読めば延滞税が発生しても
やむを得ないところであったが、実質的な配慮から
納税者を救った判例である。千葉勝美裁判官の補足
意見は、課税庁側の主張を通せば不正義をもたらす
とまで述べている。
　課税当局の側から見れば、課税当局の主張に対して
は厳格な文理解釈で臨みながら、納税者に対しては趣
旨に沿った救済的な解釈をするのはいかがなものか、
という受け止め方があるかもしれない。しかし、課税
当局は大きな人的・物的資源を有する巨大な行政機関
であり、そのような組織と一般の納税者を同一の基準
で論ずることは、かえって公平を欠くように思われる。
　筆者としては、この判決のような、納税者の立場
に立った結論の妥当性を重視する考え方が、裁判所
に定着していくことを期待したい。

３．課税における私法の尊重－いわゆる信託型ストッ
　クオプションに即して

　課税の対象である経済取引は、第一次的には私法に
よって規律されているから、法的安定性の観点から、課
税は、私法上の法律関係を前提にし、これを尊重して行
うべきことは、裁判実務において確立している 10。この
ことについて、いわゆる信託型ストックオプションに関
する国税庁見解を素材として改めて見てみたい11。
　信託型ストックオプションとは、次のようなもの
である（国税庁「ストックオプションに対する課税
（Q&A）（情報）」（令和５年７月７日改訂）の問３）。

【税制非適格ストックオプション（信託型）の課
税関係】
問３ 私は、下記のとおり、勤務先から信託会社を
通じてストックオプションを取得し、その権利を行
使することにより取得した株式を売却しました。こ
の場合の課税関係について教えてください。
① 発行会社又は発行会社の代表取締役等が信託会
社に金銭を信託して、信託（法人課税信託）を
組成する（信託の組成時に、受益者及びみなし
受益者は存在しない。）。
② 信託会社は、発行会社の譲渡制限付きストック
オプションを適正な時価（50）で購入する。
③ 発行会社は、信託期間において会社に貢献した
役職員を信託の受益者に指定し、信託財産とし
て管理されているストックオプションを当該役
職員に付与する。
④ 役職員は、ストックオプションを行使して発行
会社の株式を取得する。
⑤ 役職員は、ストックオプションを行使して取得
した株式を売却する。

【発行会社の株価等】
・ ストックオプションの購入時 ： 200
・ ストックオプションの付与時 ： 600
・ ストックオプションの行使時 ： 800（権利行使
価額 200）
・ 権利行使により取得した株式の譲渡時：1,000

＜図表：信託型ストックオプションのイメージ＞

　《税制非適格ストックオプション（信託型）のイメージ》

出典：国税庁 HP「ストックオプションに対する
課税（Q&A）（情報）」（令和５年７月７日改訂）

　国税庁は、上記問 3に対する回答の中に現れる（注
３）で、信託型ストックオプションでは、実質的には、
会社が役職員にストックオプションを付与している
こと、役職員に金銭等の負担がないことなどの理由
から、上記の経済的利益は労務の対価に当たり、給
与として課税されるとしている。しかし、本当にそ
れでいいのだろうか。
　私法の尊重という原則からすれば、信託型ストッ
クオプションは、私法である信託法を基礎とする信
託の仕組みによって構築されている点を踏まえ、私
法のベースの上に構築された信託税制のルールを尊
重すべきことになろう。信託税制によれば、信託型
ストックオプションでは、当初、受益者が存在しな
いことから、法人課税信託の課税ルールが適用され
る。その結果、課税関係は、以下のとおりになるは
ずである。

①　法人課税信託の受益者が役職員に確定すると、
信託財産であるストックオプション（新株予約権）
は、法人課税信託の受託法人から、受益者である
役職員に対して、受益者確定の直前における法人
課税信託における帳簿価額で取得したものとして
各年分の各種所得の金額が計算される（所得税法
67 条の 3 第 1 項）。

②　役職員には、受益者として確定したことにより、
経済的には、同時点の新株予約権の価値相当額の
純資産増加が生じるが、この収益の額は、当該年
分の各種所得の計算上、総収入金額に算入されな
い（同条第 2項）。

　上記①②に従えば、権利行使時に給与課税をする
という法律関係は出てこない。それを「実質的」とい
う一言によって乗り越えることが可能なのだろうか。
　国税庁も、この点を全く考えていないわけ
ではないであろう。それにもかかわらず、信
託型ストックオプションについて給与課税を
しなければならないという理由があるのでは
ないか。想像するに、国税庁は、本来は給与
所得として累進税率に服すべき所得が譲渡所
得の比例税率でのみ課税されることは、課税
の公平を害する、という考え方を持っている
のかもしれない。仮にそうであるとすると、
それ自体は、伝統的に所得税の理想として説
かれてきた垂直的公平の理念に沿うものでは
あり、租税政策的には理解が得られやすいと
も考えられる。ただ、その政策的考慮を支え
る法的根拠があるのか、は別の問題ではある。
　この点、外国親会社から日本子会社の役職員に付
与されたストックオプションについて、権利行使時
に給与所得課税がなされるとした最判平成 17 年 1
月 25 日民集 59 巻 1 号 64 頁は、国税庁に有利に働
く可能性もある。すなわち、この判決は、日本法人
に勤務する役職員から見て直接の契約の相手方では
ない外国親会社から付与されたストックオプション
であっても権利行使時に給与所得として課税される
としており、契約関係ではなく、ことがらの実質を
見たものともいえる。
　法律家である筆者には、信託契約という「法形式」は、
原則として尊重されるべきであると思われ、その点
で、国税庁見解に対する疑問は否定し得ない。しかし、
課税の公平ということも、無視しえない政策的考慮
ではある。その政策的考慮を支える法的論拠として、
上記の平成 17 年判決のような「実質的」観点を用い
ることも、あり得るのかもしれない。課税における
形式と実質の関係は、（すでに述べた文理解釈とその
限界の問題と似て）なかなかに難問である。

おわりに

　筆者が研究者に転じてからの 1 年に考えて来たの
は、以上のようなことである。まだ１年であるから、
見えていることは少ないが、それでも学生の皆さん
と交流をしていると、さまざまな可能性を感じる。
これからも、法曹実務家として養ってきたことをベー
スにしつつ、様々なことを考え、学んでいきたい。
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事実ですね。
Ⓨ　はい。次にその主要事実にズバリ該当す
る証拠を「直接証拠」と呼びますね（例
えば、贈与税課税に関して「贈与契約書
の存在」などです。）。

　　　これに対し、その間接事実に該当する

　　さて、本件に戻って、合意があったかの事
実認定について、どのような主張をしまし
たか？

Ⓨ　本書３頁の「次の事情が聞き出せました」
のところで記載した、①の事実、②の事実を
各主張し、これらの事実について間接証
拠（被告の陳述書や証言等）で各立証し、

はじめに　

　このたび、光栄にも TAINS だより新春号への寄
稿のお話を頂戴し、自分に何が書けるか、良く考えた。
　その結果、筆者は、租税法を専門とする弁護士、
いわゆるタックス・ロイヤー（租税弁護士）から、最近、
法学部で租税法を担当する教員に転じたという、少
し珍しい経歴を有しており、これに即したお話を記
すことが、多少は読者諸賢のお役に立つかもしれな
い、と思うに至った。

　そこで、以下では、筆者の略歴を記した上、実務
家から学者に転じて 1 年ほど、授業を通じた学生と
の交流の中で税について改めて考えたことを述べた
上、その後、同じくこの 1 年にご縁があって公表した
２つの小論のエッセンスを、租税法の解釈に関する基
本原則の中に位置づけ直しつつ、再説することにし
たい。これらの小論は、最近の未公表判決（事業
再生における会社分割に関する事案）や話題のトピッ
ク（信託型ストックオプション）について述べたもので、
多少は読者の参考になると期待されると同時に、筆
者が弁護士時代から重要と考えて来た、租税法解
釈の基本原則と深く関わるものでもあるからである。

Ⅰ　学生の皆さんと租税法を学んで考えたこと

１．筆者の略歴

　筆者は、2000 年に弁護士登録をし、それから

2022 年まで、企業法務を専門とする弁護士として、
20 年ほど仕事をした。途中、2004 年にハーバード・
ロー・スクールに留学して租税法を専攻し、また、
2011 年～ 2014 年の間、東京国税不服審判所で国
税審判官（いわゆる任期付公務員）を務めた。そ
の後、2014 年に弁護士に復帰し、このころから本
格的に租税法の分野を専門とするようになった。
そして、2022 年 10 月、北海道大学大学院法学研究
科で租税法を担当する教授に就任し、現在に至っ
ている。

２．最初のゼミ

　上記のように、筆者は、もともと法曹実務家であり、
ごく最近に租税法研究者に転じたばかりであるから、
研究者としてはまだ 1 年ほどが経ったにすぎず、駆
け出しである。それでも、筆者にとっては大きな変
化があり、感じたことも少なくなかった。
　2022 年 10 月に着任後すぐ、法学部の 2 年生を参
加者の中心とするゼミを担当することになった。こ
の時のゼミには、定員 18 名のところ、40 名を超す
応募があった。これは、税金に興味がある人を広く
歓迎する旨のシラバスの記載や、筆者が、日本の法
学部の教員としては珍しく、弁護士からの転職者で
あったためと思われる。志望理由を見ながら選考し、
数名の弁護士志望者や公認会計士、税理士等の志望
者をはじめ、18 名の日本人学生に中国からの 2 名の
留学生を加えた形で、筆者の北海道大学での最初の
ゼミがスタートした。
　このゼミは、筆者が上梓した最初の書籍 1 をテキ

ストとして、納税者が課税当局に対して勝訴した裁
判例をテーマに、毎回 1 件、学生たちに原文を読ん
だ上で報告してもらい、その上で、皆で議論をする
内容とした。筆者は、2019 年～ 2022 年の間、弁護
士実務の傍ら、東京大学法科大学院でいくつかの租
税法科目を教えた経験がある。そのうちの一つの講
義科目につき、上掲書をテキストとする講義形式で
行ったことがあり、評判が良かったことから、今度は、
これを学部生向けのゼミ形式でやってみることにし
たのである。着任後間もない授業であったことから
手持ちの材料を使ったという面もあるものの、課税
当局と裁判所の見方が分かれた事例を検討すること
は、法を学び始めの法学部生が法的思考を養うのに
は適しているであろう、という見込みもあった。ただ、
なにぶん、まだ法学そのものの入門者である 2 年生
が中心であるため、始める前は、学生たちには難し
すぎはしないだろうか、という一抹の不安も持って
いた。
　実際に始めてみると、学生たちは概してまじめで
優秀であり、判決原文をベースにした報告をきちん
とこなし、ゼミはスムーズに進行した。一般に、最
近の学生は、生の判決文を読むことは億劫がり（もっ
とも、「今の学生」に限らず、筆者自身の学生時代を
思い返しても、判決原文を読んだ記憶はほとんどな
い）、判例の要旨をまとめたものくらいしか読まない
と聞いたこともあるが、逆にまだ 2 年生で先入観が
無かったせいなのか、学生たちが判決原文の読解を
こなしていたことには感心する。
　このゼミのテーマである「法律家目線から見た租
税」というものは、国税不服審判所勤務後の筆者が
これまで一貫して取り組んできたものでもあり、そ
のエッセンスを、本稿で後にまとめて記すことにし
たい。

３．2023年度の一連の授業

　2023 年 4 月からの年度には、法学部と法科大学院
のそれぞれで、いくつかの講義・ゼミを担当した。
法学部では、3年生を中心とした受講生に対する「行
政法Ⅲ」という講義（租税法は、法学部では、行政
法の各論に位置づけられるがゆえの科目名であり、

内容としては、所得税・法人税・資産税・国際課税
をひととおり眺めるものとした）に加え、引き続き
上記２で記したのと同様の 2 年生向けのゼミのほか、
主に 3 年生向けに、佐藤英明教授と西山由美教授に
よる最新の消費税法のテキスト2を輪読するゼミを行っ
た。また、法曹を養成する法科大学院では、夏学期に「租
税法Ａ」として所得税法を、秋学期に「租税法Ｂ」
として法人税法を、いわゆるソクラテス・メソッド
で講義した。
　筆者は、主に企業をクライアントとする弁護士で
あったから、租税法の中で触れる機会の多かったの
は、法人税法（国際租税法を含む）であり、個人所
得税や消費税に関しては、体系的に学ぶ機会は無かっ
た。それゆえ、特に夏学期は、租税法全般を講義する「行
政法Ⅲ」や所得税法を内容とする「租税法Ａ」の授
業の準備は、それなりに大変であった。また、消費
税についても苦手意識が強かったため、敢えて、秋
学期のゼミでは、せっかく直近に新しく学びやすそ
うな教科書が出たので、筆者自身の勉強のためにも
これを取り上げることにした。毎回、学生たちにテ
キストの内容を分担して報告してもらい、筆者自身
にとって大変に勉強になった。
　弁護士時代は、個別事案に対応するという仕事の
特性上やむを得ないこととは言え、その時々に必要
な勉強のみをする、ということにどうしてもなりが
ちであり、全体として租税法を学ぶということは、
なかなかできなかった。大学に来てからこの 1 年、
曲がりなりにも、所得税・法人税・消費税を中心に、
租税法全般について授業を行い、その準備のために
学ぶ中で、（弁護士時代のように法解釈の側面に興味
を持つだけではなく）税制全般の政策的な在り方に
ついても、少し考えるようになった。そのことにつ
いて、次に述べてみたい。

４．消費税－逆進性・軽減税率・そして消費税の目的
　
　消費税については、その基本的な仕組みを学んだ
上で、免税事業者・簡易課税といった中小事業者に
配慮する仕組み、逆進性と軽減税率、インボイスの
導入といったことも学生たちといろいろ議論してみ
て、考えさせられたことが多い。

　消費税の問題点として挙げられることの多い逆進
性については、逆進性という問題そのものの存在を
否定する立場があり得る。消費を課税対象とする消
費税について、所得税の課税対象である所得を基準
として「逆進的」であると述べることはおかしい、
という批判である。すなわち、消費税は、消費の量
に対しては比例的に課税する（言わば、お金を使っ
た分だけ、皆に平等に課税する）のだから、消費を
基準とすれば、逆進性は存在しない、ということで
ある。こうした批判に対して筆者自身は、伝統的な
所得再分配の思想に親近感を有する方であることか
ら、個人的にはあまり納得できずにいた。しかし、
学生たちに意見を聞いてみると、半数には行かない
までも少なくない数の学生が、上記の考え方に共感
する意見を述べ、筆者としても省みて考えさせられ
るところがあった。
　仮に逆進性の存在を肯定するとしても、その対策と
して軽減税率を用いることは、巷間指摘されるさまざ
まな問題点を踏まえると、あまり得策ではないという
意見が、これも半数には達しないまでも比較的目立っ
た。筆者から、軽減税率ではなく、いわゆる給付付き
税額控除の仕組みを導入することの是非について問い
かけると、これに賛成する意見もそれなりに存在した。
このたびの所得減税では、控除しきれないケースでは
給付を行うとされているようであり、日本でも、再び、
給付付き税額控除が議論の俎上に上ることもあるのか
もしれない、と思わされた。
　さらに根本にさかのぼると、そもそも消費税の租
税としての優位性はどこにあるか、という点につい
て、『スタンダード消費税法』では、財政目的（税
収の安定化）が最大の点として挙げられていたこと
3 が、筆者には印象的であった。筆者がこれまで聞
いたことのあるのは、消費税は、貯蓄に課税しない
ので経済的に見て中立的であることなど、経済学的
視点から消費税の優位性を論ずる議論が多かった。
それゆえ、財政目的という、見方によっては、それ
は政府ないし財政当局の都合ではないか、と言われ
かねないことが消費税の目的として教科書に正面か
ら記載されていることが新鮮だったのである。ゼミ
では、財政の安定化という目的を肯定的に捉える意

見が少なからず見られた。若い世代は、加速する
少子高齢化社会を正にこれから生きていく人たち
であるから、これを支える財政の安定化というこ
とを肯定的に捉えるのかもしれない。そのような
世代の問題なのか、筆者の考えが狭いものであっ
たのか、いずれにしても、目から鱗、の経験ではあっ
た。
　最後に、直近の話題であるインボイスについて
は、仕組みとして入れることについては納得する
意見が多い一方で、小規模事業者にとって少なく
とも短期的には不利益があり得ることや、フリー
ランスを働きやすくするという政府の全体的な施
策には逆行する面があることを指摘する意見もあ
り、バランスが取れていたように思う。

５．法人税－法人税の実質的負担者・税率引下げ競
　争の終焉？

　学生は、まだ社会に出ていないから、消費者目線
で考える人が多いように今のところ感じている。消費
者目線から素朴に考えれば、法人税は会社が払うもの
だから、消費者（あるいは勤労者）である個人の税負
担が増えるものではない（だから増税しても構わない）
と思うかもしれない。しかし、法人は、言わば「実体
のない」ものであるから、法人税の負担は、結局は、
誰か、生身の個人に帰着せざるを得ない。このことを
筆者は、東京大学法科大学院で「金融取引課税法」
の授業のテキストとした渡辺徹也教授の教科書の冒
頭で印象的に学んだ 4。現行の法人税法は、負担が株
主に帰着することを前提としているが、法人税の負
担がある分、賃金を抑制するという形で従業員が法
人税を負担することもあり得るし、製品・サービス
への価格転嫁によって消費者の負担となることもあ
り得るというわけである。日本では、消費税の増税
についてのみが嫌われる傾向がある。しかし、上記
のように、法人税も消費者（同時に勤労者であるこ
とも多い）に対して値上げ・賃金抑制という形で転
嫁されることがあるとすれば、消費税の増税は嫌だ
が法人税の増税なら構わない、と考えることは消費
者目線から見ても合理的ではないのかもしれない。

　このように本当に誰が負担しているのかがはっき
りしない法人税ではあるものの、現実の税収に占め
る割合だけを見ても、その重要性はやはり大きいと
言わざるを得ないであろう。令和 6 年度与党税制改
正大綱では、中期的に法人税の税率を上げる可能性
が述べられた。OECD の柱２によって国際最低税率
が導入される中で、国際的な法人税引き下げ競争を
終える環境は整いつつあるのかもしれない。その中
で、大綱が述べる、全体としては法人税率を引き上
げつつ、資金を内部に留保するにとどめずに、賃上
げや設備投資の形で将来の収益につなげようとする
企業について減税で報いる、という方向性は、それ
なりに説得力があるようにも思う。法人税の授業で
学生たちに問いかけても、おおむねそのような方向
性に賛同する意見が多かった。
　租税は、現実に社会を運営する上では必須のもの
であることは否定し得ない。そのうえで、どのよう
に税負担を求めるのが良いのかについては、こうし
て考えてくるだけでも、一つの答えがあるわけでは
ないように思われる。ここでは消費税と法人税につ
いて述べたが、昨今話題の児童手当と扶養控除の関
係など、個人所得税についても考えるべきことは多
い。じっくり考えることのできる大学という場を得
たことに感謝しつつ、税制の在り方全般について、
引き続き考えていきたい。

Ⅱ　法律家から見た租税の世界

　ここからは、租税法の解釈・適用において筆者が
重要と考える３点（租税法の文理解釈の原則・納税
者救済の観点からの文理解釈の限界・課税における
私法の尊重）について、述べてみることにしたい。

１．租税法の文理解釈の原則

　租税法規は、文理に即した解釈が基本であること
については、ホステス源泉徴収事件（最判平成 22
年 3 月 2 日民集 64 巻 2 号 420 頁）以来、裁判例に
おいて定着している。ここでは、近時の高裁判決で
実務的にも影響があり得る、事業再生における会社

分割が問題となった事例（高松高判令和４年 8 月
30 日公刊物未登載）によって、このことを見てみ
たい 5。

（１）事案の概要

①事業不振に陥った会社（以下「本件滞納法人」と
いう。）が、令和 5 年 4 月 1 日を新会社の設立登記
日とする新設分割（以下「本件新設分割」という。）
により新しく法人（以下「本件譲受法人」という。）
を設立し、その際、この時点では、本件滞納法人
の「負債」と「契約上の地位」のみを移転する（す
なわち、この時点では、「積極財産」は移転しない）。
この内容の議案を、同年 3 月 31 日開催の株主総会
において承認する。これにより同年 4 月 1 日の午
前 0 時をもって、本件滞納法人は、本件譲受法人
の100％株主となる。

      　　　　本件滞納法人

　　　　　　　　　　　新設分割（積極財産なし）

　　　　　  本件譲受法人

②令和 5 年３月 31 日に、本件滞納法人とスポンサー
との間で、本件新設分割によって本件譲受法人が
設立されることを条件として、本件譲受法人の株
式全部をスポンサーに譲渡する契約を締結し、同
日、代金決済および本件滞納法人における株式譲
渡の承認の機関決定を行う。これによって、同年 4
月 1 日の午前０時に本件譲受法人が設立されると
同時に、本件譲受法人の 100％株主は、スポンサー
となる会社に変更される。

 

    本件滞納法人
 　　　　　　　　　　　　          スポンサー
　　　　　　　　  株式譲渡

                        本件譲受法人

③令和５年 4 月 1 日開催の本件滞納法人の株主総会
で、本件滞納法人が事業用の資産や現預金（積極
財産）を本件譲受法人に譲渡することの承認の旨
を決議する（以下「本件資産譲渡」という。）。

      　　
　　　　　本件滞納法人

　　　　　　　　　　　資産譲渡（積極財産）

　　　　　  本件譲受法人

　以上の状況で、本件譲受法人が第二次納税義務を
負うかが問題となった。
　第二次納税義務とは、納税義務者が租税を滞納した
場合において、その財産について滞納処分を執行して
もなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合
に、納税義務者と一定の関係を有する者が、納税義務
者に代わって租税を納付する義務をいう。この制度は、
本来の納税義務者から租税の全部または一部を徴収す
ることが不可能であると認められる場合に、それと人
的・物的に特殊の関係にある者を第二次納税義務者と
し、これに本来の納税義務者の納税義務に代わる義務
を負担させることによって、租税の徴収確保を図るこ
とを目的とするものである6。
　納税者と特殊な関係のある個人又は被支配会社（特
殊関係者）に事業が譲渡され、その譲受人が同一又

3  佐藤＝西山・前掲注（2）5頁。
4 渡辺徹也『スタンダード法人税法〔第３版〕』（弘文堂、2023）７頁。

は類似の事業を営んでいる場合、譲渡された積極財
産の価額の限度において、その滞納に係る国税の第
二次納税義務を負うものとされている（国税徴収法
38 条）。そして、特殊関係者に該当するか否かの判定
時期は、「事業を譲渡した時」とされている（国税徴
収法施行令13条 2項）。
　本判決の事案は、上記のようなケースにおいて、
本件滞納法人から会社法上の新設分割によって負債
および契約上の地位（積極財産は含まれない、とい
う点がポイントである。）を承継して設立され、その
後に、会社分割とは別途の資産譲渡契約に基づき、
本件滞納法人から資産（積極財産）を譲り受けた新
会社（本件譲受法人）が、滞納法人の「特殊関係者」
に該当するとして課税庁から第二次納税義務に係る
納付告知処分を受けたため、本件譲受法人がこれを
争って提訴したものである。
　課税庁は、本件新設分割と本件資産譲渡はあらか
じめ計画された一連の行為であり、別個の法形式を
取っているものの、実体は、有機的一体として機能
する財産の譲渡として、事業譲渡に当たるものと主
張した。より具体的に言うと、課税庁は、①の本件新
設分割によって令和 5 年 4 月 1 日に本件譲受法人が
設立登記されるとともに本件滞納法人が本件譲受法
人の株式を取得して本件譲受法人が本件滞納法人の
完全子会社（被支配会社）となり、それと「同日」
に③の資産譲渡がなされていることから、本件譲受
法人は本件滞納法人の特殊関係者に該当し、③によっ
て譲渡された積極財産の価額の限度で第二次納税義
務を負うべき旨を主張したのである。
　これに対し、本件譲受法人は、特殊関係者該当性
は「事業を譲渡した日」ではなく「事業を譲渡した時」
で判定するとされているところ、①の時点では積極財
産の譲渡がなく、積極財産の譲渡がなされた③の時
点では特殊関係者に該当しないのであるから、第二
次納税義務を負うべきではない旨主張した。「日」の
単位ではなく、「時」の単位で判断すべきとする点が
本件譲受法人の主張のポイントである。
　この点、第一審判決（高松地判令和４年２月 22 日
公刊物未登載）は、課税庁の主張を支持して、本件
譲受法人の請求を認めなかったため、本件譲受法人
が控訴した。

（２）裁判所の判断

控訴審裁判所は、概要、以下のように判断し、請求
を認容した。

①　国税徴収法 38 条は、本来は納税者が納付すべき
国税について、例外的に、滞納者と一定の親近性を
有する特殊関係者が、滞納者から事業の譲渡を受け、
かつ、当該事業と同一又は類似の事業を営んでいる
場合に、その譲受財産の価額の限度において、事業
を譲り受けた者に第二次納税義務を負わせることを
定めた規定であり、租税法規は侵害規範（権利を侵
害する規範）であることからも、例外に該当するた
めの要件の判断は厳格に解すべきである。

②　事業を受け継いで営業活動を行うためには、事
業のために用いる財産（有機的一体として機能す
る財産）の譲受けが完了している必要があるから、
「事業の譲渡の時」とは、有機的一体として機能す
る財産の全部又は一部の譲渡による財産移転の効
力が生じた時と解するのが相当である。

　　本件では、積極財産の譲渡があった時点では本
件譲受法人は納税者の特殊関係者ではなくなって
いるから、第二次納税義務を負うことはない。

③　会社法上は、新設分割により設立される会社の登
記の日に新設分割の効力が生じ、新設分割計画の定
めに従い権利義務が承継され（会社法 764 条、49
条）、新設分割会社は、同日、設立される会社の株
主となる（会社法764条8項）。しかし、これらの規定は、
会社法上の分割の効力発生日を定めるものにすぎず、
租税法規は侵害規範であって安易な拡張解釈は許さ
れないことを考慮すると、上記会社法の各規定をもっ
て、「事業の譲渡の時」との文言を用いている国税徴
収法施行令 13 条２項を、「事業の譲渡の日」と解釈
することは、同条項の文理上容認することができない。

（３）判決のポイント
　
　一見すると、文理通りの解釈は杓子定規で、第二

次納税義務を不当に免れるもののように思われる方
もあるかもしれない（もっとも、ここでは本論を離
れるので詳しく述べないが、筆者自身は、本判決は、
結論的にも妥当と考えている 7）。しかし、裁判所は
「時」という条文の文言を厳格に解釈し、これを「日」
と読むかのような課税当局の主張を退けた。
　判決も述べるように、租税法は、行政庁の一方的
行為によって課税の結果を生じさせる侵害規範であ
るから、納税者の予測可能性の観点に照らし、その
解釈は文理に即して行うことが、租税法律主義の趣
旨に合致すると言えよう。

２．文理解釈の限界

　もっとも、文理解釈を貫くと、納税者に酷な結果
をもたらす場合がある。これを乗り越えようとした
判決に、最判平成 26 年 12 月 12 日集民 248 号 165
頁がある。筆者は、この判決が好きで、さまざまな
機会にその紹介をしてきたところ 8、本件の裁判長
であった千葉勝美元最高裁判事ご自身も、最近の講
演で、良く取り上げられる事例として本件を紹介さ
れていた 9。筆者も、納税者を救済した「名判決」
として、法律家として租税を論ずる際に注目すべき
判決の一つと考えるので、改めてここで紹介させて
いただきたい。

（１）事案の概要　　　　　　　

　判決の事案を図式化して言えば、次のようなもの
である（数字は実際のものとは異なる）。

①　納税者が税額 1000 万円で相続税の申告をし、
納税をした。

②　当局が、いや、財産評価が間違っているので、
本当は600万円納めればよい、400万円は還付する、
とした（減額更正処分）。

③　その後当局が、この前の 600 万円というのは
間違っていた、800 万円だった（増額更正処分）。
よって、800 万円－600 万円の、200 万円について、

本来の納付期限に遡って、延滞税の支払を命じた。

（２）裁判所の判断

　最高裁は、②で税務署が 600 万円で良いとして、還付
までしたのだから、200万円の租税を納税者が払わなかっ
たとしてもやむを得ない、これについて延滞税を払わせ
たところで、期限までの納税を奨励するとか、他の納税
者との公平を図るとかの、延滞税の趣旨は実現されない
として、延滞税は発生しない、との判断を示した。

（３）判決のポイント

　条文そのものを素直に読めば延滞税が発生しても
やむを得ないところであったが、実質的な配慮から
納税者を救った判例である。千葉勝美裁判官の補足
意見は、課税庁側の主張を通せば不正義をもたらす
とまで述べている。
　課税当局の側から見れば、課税当局の主張に対して
は厳格な文理解釈で臨みながら、納税者に対しては趣
旨に沿った救済的な解釈をするのはいかがなものか、
という受け止め方があるかもしれない。しかし、課税
当局は大きな人的・物的資源を有する巨大な行政機関
であり、そのような組織と一般の納税者を同一の基準
で論ずることは、かえって公平を欠くように思われる。
　筆者としては、この判決のような、納税者の立場
に立った結論の妥当性を重視する考え方が、裁判所
に定着していくことを期待したい。

３．課税における私法の尊重－いわゆる信託型ストッ
　クオプションに即して

　課税の対象である経済取引は、第一次的には私法に
よって規律されているから、法的安定性の観点から、課
税は、私法上の法律関係を前提にし、これを尊重して行
うべきことは、裁判実務において確立している 10。この
ことについて、いわゆる信託型ストックオプションに関
する国税庁見解を素材として改めて見てみたい11。
　信託型ストックオプションとは、次のようなもの
である（国税庁「ストックオプションに対する課税
（Q&A）（情報）」（令和５年７月７日改訂）の問３）。

【税制非適格ストックオプション（信託型）の課
税関係】
問３ 私は、下記のとおり、勤務先から信託会社を
通じてストックオプションを取得し、その権利を行
使することにより取得した株式を売却しました。こ
の場合の課税関係について教えてください。
① 発行会社又は発行会社の代表取締役等が信託会
社に金銭を信託して、信託（法人課税信託）を
組成する（信託の組成時に、受益者及びみなし
受益者は存在しない。）。
② 信託会社は、発行会社の譲渡制限付きストック
オプションを適正な時価（50）で購入する。
③ 発行会社は、信託期間において会社に貢献した
役職員を信託の受益者に指定し、信託財産とし
て管理されているストックオプションを当該役
職員に付与する。
④ 役職員は、ストックオプションを行使して発行
会社の株式を取得する。
⑤ 役職員は、ストックオプションを行使して取得
した株式を売却する。

【発行会社の株価等】
・ ストックオプションの購入時 ： 200
・ ストックオプションの付与時 ： 600
・ ストックオプションの行使時 ： 800（権利行使
価額 200）
・ 権利行使により取得した株式の譲渡時：1,000

＜図表：信託型ストックオプションのイメージ＞

　《税制非適格ストックオプション（信託型）のイメージ》

出典：国税庁 HP「ストックオプションに対する
課税（Q&A）（情報）」（令和５年７月７日改訂）

　国税庁は、上記問 3に対する回答の中に現れる（注
３）で、信託型ストックオプションでは、実質的には、
会社が役職員にストックオプションを付与している
こと、役職員に金銭等の負担がないことなどの理由
から、上記の経済的利益は労務の対価に当たり、給
与として課税されるとしている。しかし、本当にそ
れでいいのだろうか。
　私法の尊重という原則からすれば、信託型ストッ
クオプションは、私法である信託法を基礎とする信
託の仕組みによって構築されている点を踏まえ、私
法のベースの上に構築された信託税制のルールを尊
重すべきことになろう。信託税制によれば、信託型
ストックオプションでは、当初、受益者が存在しな
いことから、法人課税信託の課税ルールが適用され
る。その結果、課税関係は、以下のとおりになるは
ずである。

①　法人課税信託の受益者が役職員に確定すると、
信託財産であるストックオプション（新株予約権）
は、法人課税信託の受託法人から、受益者である
役職員に対して、受益者確定の直前における法人
課税信託における帳簿価額で取得したものとして
各年分の各種所得の金額が計算される（所得税法
67 条の 3 第 1 項）。

②　役職員には、受益者として確定したことにより、
経済的には、同時点の新株予約権の価値相当額の
純資産増加が生じるが、この収益の額は、当該年
分の各種所得の計算上、総収入金額に算入されな
い（同条第 2項）。

　上記①②に従えば、権利行使時に給与課税をする
という法律関係は出てこない。それを「実質的」とい
う一言によって乗り越えることが可能なのだろうか。
　国税庁も、この点を全く考えていないわけ
ではないであろう。それにもかかわらず、信
託型ストックオプションについて給与課税を
しなければならないという理由があるのでは
ないか。想像するに、国税庁は、本来は給与
所得として累進税率に服すべき所得が譲渡所
得の比例税率でのみ課税されることは、課税
の公平を害する、という考え方を持っている
のかもしれない。仮にそうであるとすると、
それ自体は、伝統的に所得税の理想として説
かれてきた垂直的公平の理念に沿うものでは
あり、租税政策的には理解が得られやすいと
も考えられる。ただ、その政策的考慮を支え
る法的根拠があるのか、は別の問題ではある。
　この点、外国親会社から日本子会社の役職員に付
与されたストックオプションについて、権利行使時
に給与所得課税がなされるとした最判平成 17 年 1
月 25 日民集 59 巻 1 号 64 頁は、国税庁に有利に働
く可能性もある。すなわち、この判決は、日本法人
に勤務する役職員から見て直接の契約の相手方では
ない外国親会社から付与されたストックオプション
であっても権利行使時に給与所得として課税される
としており、契約関係ではなく、ことがらの実質を
見たものともいえる。
　法律家である筆者には、信託契約という「法形式」は、
原則として尊重されるべきであると思われ、その点
で、国税庁見解に対する疑問は否定し得ない。しかし、
課税の公平ということも、無視しえない政策的考慮
ではある。その政策的考慮を支える法的論拠として、
上記の平成 17 年判決のような「実質的」観点を用い
ることも、あり得るのかもしれない。課税における
形式と実質の関係は、（すでに述べた文理解釈とその
限界の問題と似て）なかなかに難問である。

おわりに

　筆者が研究者に転じてからの 1 年に考えて来たの
は、以上のようなことである。まだ１年であるから、
見えていることは少ないが、それでも学生の皆さん
と交流をしていると、さまざまな可能性を感じる。
これからも、法曹実務家として養ってきたことをベー
スにしつつ、様々なことを考え、学んでいきたい。
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　本年度ユーザーサポート部長を
拝命いたしました小林英樹です。
　ユーザーサポート部は従来の事
業部を広報部とユーザーサポート部
に分割し、TAINS会員の皆様への
サポートを行っていく部署として部
長、副部長2名、委員4名の7名体制
で新設されました。
　所掌事項としては、TAINSの操
作研修や、ホームページの制作及び
運用、会員向けの情報の発信等で
す。
　具体的な取り組みとしては、
TAINSホームページのリニューア
ル、よくある質問「QA」の見直し、ログ
イン後の検索トップページのリニュー
アル、各種操作に関するマニュアル
の整備、TAINSの使い方に関する
研修会の開催など、TAINS会員の
皆様の利便性の向上につながる施
策を行っていく予定です。
　TAINSがより身近なものとして会
員の皆様の業務に役立つ存在とな
るように、サポートを行っていきたいと
思います。

　このたびシステム部長を拝命しま
した近畿会の坂井昭彦です。　
　昭和４０年生まれの元情報処理
技術者で近畿会では情報システム
部長、日税連ではデジタル・システム
委員会副委員長、ＴＡＩＮＳでは理事
として、それぞれ２期目に入ったばか
りの若輩者ではありますが、もしも所
属組織が顧問先であったなら行うで
あろう助言等を忖度なしに行うことで
諸々の問題を解決し活性化をはかり
たいと考え日々 奮闘中です。システム
部が所掌する事業は多岐にわたりま
すが、各部と連携しながら①秒でわ
かるＴＡＩＮＳ②会議１０分の１計画
③ココから始めるＤＸ④脱・システム
開発、を本年度の基本方針として事
業に取り組みますので皆様どうぞよ
ろしくお願い致します。

　データベース部長を拝命しました
田川です。所属会は南九州税理士
会・熊本東支部です。データベース
部は、「判例、裁決、通達、行政文
書、相談事例、その他税法に関する
データを編集して税法データベース
に収録する」ことを所掌しています。
実務で困った時に明確な答えが見
つかるデータを収録しています。是
非、検索して読んでみてください。そ
して、収録内容の充実のためにデー
タの収集が重要な業務です。会員の
皆さんからの情報は大変有益なもの
です、「税法データの情報を見たら
聞いたらTAINSへ！」

として請求できるものではなく、その義
務の範囲は原告と被告の間の私法関係に
よって決せられるものと解される。

（３）事案の概要のほかに、以下の事実が認め
られる。

　 ア　まず、本件追徴課税処分の前に、原告
と被告のどちらが原告が納付することに

はじめに　

　このたび、光栄にも TAINS だより新春号への寄
稿のお話を頂戴し、自分に何が書けるか、良く考えた。
　その結果、筆者は、租税法を専門とする弁護士、
いわゆるタックス・ロイヤー（租税弁護士）から、最近、
法学部で租税法を担当する教員に転じたという、少
し珍しい経歴を有しており、これに即したお話を記
すことが、多少は読者諸賢のお役に立つかもしれな
い、と思うに至った。

　そこで、以下では、筆者の略歴を記した上、実務
家から学者に転じて 1 年ほど、授業を通じた学生と
の交流の中で税について改めて考えたことを述べた
上、その後、同じくこの 1 年にご縁があって公表した
２つの小論のエッセンスを、租税法の解釈に関する基
本原則の中に位置づけ直しつつ、再説することにし
たい。これらの小論は、最近の未公表判決（事業
再生における会社分割に関する事案）や話題のトピッ
ク（信託型ストックオプション）について述べたもので、
多少は読者の参考になると期待されると同時に、筆
者が弁護士時代から重要と考えて来た、租税法解
釈の基本原則と深く関わるものでもあるからである。

Ⅰ　学生の皆さんと租税法を学んで考えたこと

１．筆者の略歴

　筆者は、2000 年に弁護士登録をし、それから

2022 年まで、企業法務を専門とする弁護士として、
20 年ほど仕事をした。途中、2004 年にハーバード・
ロー・スクールに留学して租税法を専攻し、また、
2011 年～ 2014 年の間、東京国税不服審判所で国
税審判官（いわゆる任期付公務員）を務めた。そ
の後、2014 年に弁護士に復帰し、このころから本
格的に租税法の分野を専門とするようになった。
そして、2022 年 10 月、北海道大学大学院法学研究
科で租税法を担当する教授に就任し、現在に至っ
ている。

２．最初のゼミ

　上記のように、筆者は、もともと法曹実務家であり、
ごく最近に租税法研究者に転じたばかりであるから、
研究者としてはまだ 1 年ほどが経ったにすぎず、駆
け出しである。それでも、筆者にとっては大きな変
化があり、感じたことも少なくなかった。
　2022 年 10 月に着任後すぐ、法学部の 2 年生を参
加者の中心とするゼミを担当することになった。こ
の時のゼミには、定員 18 名のところ、40 名を超す
応募があった。これは、税金に興味がある人を広く
歓迎する旨のシラバスの記載や、筆者が、日本の法
学部の教員としては珍しく、弁護士からの転職者で
あったためと思われる。志望理由を見ながら選考し、
数名の弁護士志望者や公認会計士、税理士等の志望
者をはじめ、18 名の日本人学生に中国からの 2 名の
留学生を加えた形で、筆者の北海道大学での最初の
ゼミがスタートした。
　このゼミは、筆者が上梓した最初の書籍 1 をテキ

ストとして、納税者が課税当局に対して勝訴した裁
判例をテーマに、毎回 1 件、学生たちに原文を読ん
だ上で報告してもらい、その上で、皆で議論をする
内容とした。筆者は、2019 年～ 2022 年の間、弁護
士実務の傍ら、東京大学法科大学院でいくつかの租
税法科目を教えた経験がある。そのうちの一つの講
義科目につき、上掲書をテキストとする講義形式で
行ったことがあり、評判が良かったことから、今度は、
これを学部生向けのゼミ形式でやってみることにし
たのである。着任後間もない授業であったことから
手持ちの材料を使ったという面もあるものの、課税
当局と裁判所の見方が分かれた事例を検討すること
は、法を学び始めの法学部生が法的思考を養うのに
は適しているであろう、という見込みもあった。ただ、
なにぶん、まだ法学そのものの入門者である 2 年生
が中心であるため、始める前は、学生たちには難し
すぎはしないだろうか、という一抹の不安も持って
いた。
　実際に始めてみると、学生たちは概してまじめで
優秀であり、判決原文をベースにした報告をきちん
とこなし、ゼミはスムーズに進行した。一般に、最
近の学生は、生の判決文を読むことは億劫がり（もっ
とも、「今の学生」に限らず、筆者自身の学生時代を
思い返しても、判決原文を読んだ記憶はほとんどな
い）、判例の要旨をまとめたものくらいしか読まない
と聞いたこともあるが、逆にまだ 2 年生で先入観が
無かったせいなのか、学生たちが判決原文の読解を
こなしていたことには感心する。
　このゼミのテーマである「法律家目線から見た租
税」というものは、国税不服審判所勤務後の筆者が
これまで一貫して取り組んできたものでもあり、そ
のエッセンスを、本稿で後にまとめて記すことにし
たい。

３．2023年度の一連の授業

　2023 年 4 月からの年度には、法学部と法科大学院
のそれぞれで、いくつかの講義・ゼミを担当した。
法学部では、3年生を中心とした受講生に対する「行
政法Ⅲ」という講義（租税法は、法学部では、行政
法の各論に位置づけられるがゆえの科目名であり、

内容としては、所得税・法人税・資産税・国際課税
をひととおり眺めるものとした）に加え、引き続き
上記２で記したのと同様の 2 年生向けのゼミのほか、
主に 3 年生向けに、佐藤英明教授と西山由美教授に
よる最新の消費税法のテキスト2を輪読するゼミを行っ
た。また、法曹を養成する法科大学院では、夏学期に「租
税法Ａ」として所得税法を、秋学期に「租税法Ｂ」
として法人税法を、いわゆるソクラテス・メソッド
で講義した。
　筆者は、主に企業をクライアントとする弁護士で
あったから、租税法の中で触れる機会の多かったの
は、法人税法（国際租税法を含む）であり、個人所
得税や消費税に関しては、体系的に学ぶ機会は無かっ
た。それゆえ、特に夏学期は、租税法全般を講義する「行
政法Ⅲ」や所得税法を内容とする「租税法Ａ」の授
業の準備は、それなりに大変であった。また、消費
税についても苦手意識が強かったため、敢えて、秋
学期のゼミでは、せっかく直近に新しく学びやすそ
うな教科書が出たので、筆者自身の勉強のためにも
これを取り上げることにした。毎回、学生たちにテ
キストの内容を分担して報告してもらい、筆者自身
にとって大変に勉強になった。
　弁護士時代は、個別事案に対応するという仕事の
特性上やむを得ないこととは言え、その時々に必要
な勉強のみをする、ということにどうしてもなりが
ちであり、全体として租税法を学ぶということは、
なかなかできなかった。大学に来てからこの 1 年、
曲がりなりにも、所得税・法人税・消費税を中心に、
租税法全般について授業を行い、その準備のために
学ぶ中で、（弁護士時代のように法解釈の側面に興味
を持つだけではなく）税制全般の政策的な在り方に
ついても、少し考えるようになった。そのことにつ
いて、次に述べてみたい。

４．消費税－逆進性・軽減税率・そして消費税の目的
　
　消費税については、その基本的な仕組みを学んだ
上で、免税事業者・簡易課税といった中小事業者に
配慮する仕組み、逆進性と軽減税率、インボイスの
導入といったことも学生たちといろいろ議論してみ
て、考えさせられたことが多い。

　消費税の問題点として挙げられることの多い逆進
性については、逆進性という問題そのものの存在を
否定する立場があり得る。消費を課税対象とする消
費税について、所得税の課税対象である所得を基準
として「逆進的」であると述べることはおかしい、
という批判である。すなわち、消費税は、消費の量
に対しては比例的に課税する（言わば、お金を使っ
た分だけ、皆に平等に課税する）のだから、消費を
基準とすれば、逆進性は存在しない、ということで
ある。こうした批判に対して筆者自身は、伝統的な
所得再分配の思想に親近感を有する方であることか
ら、個人的にはあまり納得できずにいた。しかし、
学生たちに意見を聞いてみると、半数には行かない
までも少なくない数の学生が、上記の考え方に共感
する意見を述べ、筆者としても省みて考えさせられ
るところがあった。
　仮に逆進性の存在を肯定するとしても、その対策と
して軽減税率を用いることは、巷間指摘されるさまざ
まな問題点を踏まえると、あまり得策ではないという
意見が、これも半数には達しないまでも比較的目立っ
た。筆者から、軽減税率ではなく、いわゆる給付付き
税額控除の仕組みを導入することの是非について問い
かけると、これに賛成する意見もそれなりに存在した。
このたびの所得減税では、控除しきれないケースでは
給付を行うとされているようであり、日本でも、再び、
給付付き税額控除が議論の俎上に上ることもあるのか
もしれない、と思わされた。
　さらに根本にさかのぼると、そもそも消費税の租
税としての優位性はどこにあるか、という点につい
て、『スタンダード消費税法』では、財政目的（税
収の安定化）が最大の点として挙げられていたこと
3 が、筆者には印象的であった。筆者がこれまで聞
いたことのあるのは、消費税は、貯蓄に課税しない
ので経済的に見て中立的であることなど、経済学的
視点から消費税の優位性を論ずる議論が多かった。
それゆえ、財政目的という、見方によっては、それ
は政府ないし財政当局の都合ではないか、と言われ
かねないことが消費税の目的として教科書に正面か
ら記載されていることが新鮮だったのである。ゼミ
では、財政の安定化という目的を肯定的に捉える意

見が少なからず見られた。若い世代は、加速する
少子高齢化社会を正にこれから生きていく人たち
であるから、これを支える財政の安定化というこ
とを肯定的に捉えるのかもしれない。そのような
世代の問題なのか、筆者の考えが狭いものであっ
たのか、いずれにしても、目から鱗、の経験ではあっ
た。
　最後に、直近の話題であるインボイスについて
は、仕組みとして入れることについては納得する
意見が多い一方で、小規模事業者にとって少なく
とも短期的には不利益があり得ることや、フリー
ランスを働きやすくするという政府の全体的な施
策には逆行する面があることを指摘する意見もあ
り、バランスが取れていたように思う。

５．法人税－法人税の実質的負担者・税率引下げ競
　争の終焉？

　学生は、まだ社会に出ていないから、消費者目線
で考える人が多いように今のところ感じている。消費
者目線から素朴に考えれば、法人税は会社が払うもの
だから、消費者（あるいは勤労者）である個人の税負
担が増えるものではない（だから増税しても構わない）
と思うかもしれない。しかし、法人は、言わば「実体
のない」ものであるから、法人税の負担は、結局は、
誰か、生身の個人に帰着せざるを得ない。このことを
筆者は、東京大学法科大学院で「金融取引課税法」
の授業のテキストとした渡辺徹也教授の教科書の冒
頭で印象的に学んだ 4。現行の法人税法は、負担が株
主に帰着することを前提としているが、法人税の負
担がある分、賃金を抑制するという形で従業員が法
人税を負担することもあり得るし、製品・サービス
への価格転嫁によって消費者の負担となることもあ
り得るというわけである。日本では、消費税の増税
についてのみが嫌われる傾向がある。しかし、上記
のように、法人税も消費者（同時に勤労者であるこ
とも多い）に対して値上げ・賃金抑制という形で転
嫁されることがあるとすれば、消費税の増税は嫌だ
が法人税の増税なら構わない、と考えることは消費
者目線から見ても合理的ではないのかもしれない。

　このように本当に誰が負担しているのかがはっき
りしない法人税ではあるものの、現実の税収に占め
る割合だけを見ても、その重要性はやはり大きいと
言わざるを得ないであろう。令和 6 年度与党税制改
正大綱では、中期的に法人税の税率を上げる可能性
が述べられた。OECD の柱２によって国際最低税率
が導入される中で、国際的な法人税引き下げ競争を
終える環境は整いつつあるのかもしれない。その中
で、大綱が述べる、全体としては法人税率を引き上
げつつ、資金を内部に留保するにとどめずに、賃上
げや設備投資の形で将来の収益につなげようとする
企業について減税で報いる、という方向性は、それ
なりに説得力があるようにも思う。法人税の授業で
学生たちに問いかけても、おおむねそのような方向
性に賛同する意見が多かった。
　租税は、現実に社会を運営する上では必須のもの
であることは否定し得ない。そのうえで、どのよう
に税負担を求めるのが良いのかについては、こうし
て考えてくるだけでも、一つの答えがあるわけでは
ないように思われる。ここでは消費税と法人税につ
いて述べたが、昨今話題の児童手当と扶養控除の関
係など、個人所得税についても考えるべきことは多
い。じっくり考えることのできる大学という場を得
たことに感謝しつつ、税制の在り方全般について、
引き続き考えていきたい。

Ⅱ　法律家から見た租税の世界

　ここからは、租税法の解釈・適用において筆者が
重要と考える３点（租税法の文理解釈の原則・納税
者救済の観点からの文理解釈の限界・課税における
私法の尊重）について、述べてみることにしたい。

１．租税法の文理解釈の原則

　租税法規は、文理に即した解釈が基本であること
については、ホステス源泉徴収事件（最判平成 22
年 3 月 2 日民集 64 巻 2 号 420 頁）以来、裁判例に
おいて定着している。ここでは、近時の高裁判決で
実務的にも影響があり得る、事業再生における会社

分割が問題となった事例（高松高判令和４年 8 月
30 日公刊物未登載）によって、このことを見てみ
たい 5。

（１）事案の概要

①事業不振に陥った会社（以下「本件滞納法人」と
いう。）が、令和 5 年 4 月 1 日を新会社の設立登記
日とする新設分割（以下「本件新設分割」という。）
により新しく法人（以下「本件譲受法人」という。）
を設立し、その際、この時点では、本件滞納法人
の「負債」と「契約上の地位」のみを移転する（す
なわち、この時点では、「積極財産」は移転しない）。
この内容の議案を、同年 3 月 31 日開催の株主総会
において承認する。これにより同年 4 月 1 日の午
前 0 時をもって、本件滞納法人は、本件譲受法人
の100％株主となる。

      　　　　本件滞納法人

　　　　　　　　　　　新設分割（積極財産なし）

　　　　　  本件譲受法人

②令和 5 年３月 31 日に、本件滞納法人とスポンサー
との間で、本件新設分割によって本件譲受法人が
設立されることを条件として、本件譲受法人の株
式全部をスポンサーに譲渡する契約を締結し、同
日、代金決済および本件滞納法人における株式譲
渡の承認の機関決定を行う。これによって、同年 4
月 1 日の午前０時に本件譲受法人が設立されると
同時に、本件譲受法人の 100％株主は、スポンサー
となる会社に変更される。

 

    本件滞納法人
 　　　　　　　　　　　　          スポンサー
　　　　　　　　  株式譲渡

                        本件譲受法人

③令和５年 4 月 1 日開催の本件滞納法人の株主総会
で、本件滞納法人が事業用の資産や現預金（積極
財産）を本件譲受法人に譲渡することの承認の旨
を決議する（以下「本件資産譲渡」という。）。

      　　
　　　　　本件滞納法人

　　　　　　　　　　　資産譲渡（積極財産）

　　　　　  本件譲受法人

　以上の状況で、本件譲受法人が第二次納税義務を
負うかが問題となった。
　第二次納税義務とは、納税義務者が租税を滞納した
場合において、その財産について滞納処分を執行して
もなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合
に、納税義務者と一定の関係を有する者が、納税義務
者に代わって租税を納付する義務をいう。この制度は、
本来の納税義務者から租税の全部または一部を徴収す
ることが不可能であると認められる場合に、それと人
的・物的に特殊の関係にある者を第二次納税義務者と
し、これに本来の納税義務者の納税義務に代わる義務
を負担させることによって、租税の徴収確保を図るこ
とを目的とするものである6。
　納税者と特殊な関係のある個人又は被支配会社（特
殊関係者）に事業が譲渡され、その譲受人が同一又5  以下は、拙稿「事業再生における会社分割と第二次納税義務」税務事例研究 195 号（2023）1 頁のエッセンスをまと

　めたものである。

は類似の事業を営んでいる場合、譲渡された積極財
産の価額の限度において、その滞納に係る国税の第
二次納税義務を負うものとされている（国税徴収法
38 条）。そして、特殊関係者に該当するか否かの判定
時期は、「事業を譲渡した時」とされている（国税徴
収法施行令13条 2項）。
　本判決の事案は、上記のようなケースにおいて、
本件滞納法人から会社法上の新設分割によって負債
および契約上の地位（積極財産は含まれない、とい
う点がポイントである。）を承継して設立され、その
後に、会社分割とは別途の資産譲渡契約に基づき、
本件滞納法人から資産（積極財産）を譲り受けた新
会社（本件譲受法人）が、滞納法人の「特殊関係者」
に該当するとして課税庁から第二次納税義務に係る
納付告知処分を受けたため、本件譲受法人がこれを
争って提訴したものである。
　課税庁は、本件新設分割と本件資産譲渡はあらか
じめ計画された一連の行為であり、別個の法形式を
取っているものの、実体は、有機的一体として機能
する財産の譲渡として、事業譲渡に当たるものと主
張した。より具体的に言うと、課税庁は、①の本件新
設分割によって令和 5 年 4 月 1 日に本件譲受法人が
設立登記されるとともに本件滞納法人が本件譲受法
人の株式を取得して本件譲受法人が本件滞納法人の
完全子会社（被支配会社）となり、それと「同日」
に③の資産譲渡がなされていることから、本件譲受
法人は本件滞納法人の特殊関係者に該当し、③によっ
て譲渡された積極財産の価額の限度で第二次納税義
務を負うべき旨を主張したのである。
　これに対し、本件譲受法人は、特殊関係者該当性
は「事業を譲渡した日」ではなく「事業を譲渡した時」
で判定するとされているところ、①の時点では積極財
産の譲渡がなく、積極財産の譲渡がなされた③の時
点では特殊関係者に該当しないのであるから、第二
次納税義務を負うべきではない旨主張した。「日」の
単位ではなく、「時」の単位で判断すべきとする点が
本件譲受法人の主張のポイントである。
　この点、第一審判決（高松地判令和４年２月 22 日
公刊物未登載）は、課税庁の主張を支持して、本件
譲受法人の請求を認めなかったため、本件譲受法人
が控訴した。

（２）裁判所の判断

控訴審裁判所は、概要、以下のように判断し、請求
を認容した。

①　国税徴収法 38 条は、本来は納税者が納付すべき
国税について、例外的に、滞納者と一定の親近性を
有する特殊関係者が、滞納者から事業の譲渡を受け、
かつ、当該事業と同一又は類似の事業を営んでいる
場合に、その譲受財産の価額の限度において、事業
を譲り受けた者に第二次納税義務を負わせることを
定めた規定であり、租税法規は侵害規範（権利を侵
害する規範）であることからも、例外に該当するた
めの要件の判断は厳格に解すべきである。

②　事業を受け継いで営業活動を行うためには、事
業のために用いる財産（有機的一体として機能す
る財産）の譲受けが完了している必要があるから、
「事業の譲渡の時」とは、有機的一体として機能す
る財産の全部又は一部の譲渡による財産移転の効
力が生じた時と解するのが相当である。

　　本件では、積極財産の譲渡があった時点では本
件譲受法人は納税者の特殊関係者ではなくなって
いるから、第二次納税義務を負うことはない。

③　会社法上は、新設分割により設立される会社の登
記の日に新設分割の効力が生じ、新設分割計画の定
めに従い権利義務が承継され（会社法 764 条、49
条）、新設分割会社は、同日、設立される会社の株
主となる（会社法764条8項）。しかし、これらの規定は、
会社法上の分割の効力発生日を定めるものにすぎず、
租税法規は侵害規範であって安易な拡張解釈は許さ
れないことを考慮すると、上記会社法の各規定をもっ
て、「事業の譲渡の時」との文言を用いている国税徴
収法施行令 13 条２項を、「事業の譲渡の日」と解釈
することは、同条項の文理上容認することができない。

（３）判決のポイント
　
　一見すると、文理通りの解釈は杓子定規で、第二

次納税義務を不当に免れるもののように思われる方
もあるかもしれない（もっとも、ここでは本論を離
れるので詳しく述べないが、筆者自身は、本判決は、
結論的にも妥当と考えている 7）。しかし、裁判所は
「時」という条文の文言を厳格に解釈し、これを「日」
と読むかのような課税当局の主張を退けた。
　判決も述べるように、租税法は、行政庁の一方的
行為によって課税の結果を生じさせる侵害規範であ
るから、納税者の予測可能性の観点に照らし、その
解釈は文理に即して行うことが、租税法律主義の趣
旨に合致すると言えよう。

２．文理解釈の限界

　もっとも、文理解釈を貫くと、納税者に酷な結果
をもたらす場合がある。これを乗り越えようとした
判決に、最判平成 26 年 12 月 12 日集民 248 号 165
頁がある。筆者は、この判決が好きで、さまざまな
機会にその紹介をしてきたところ 8、本件の裁判長
であった千葉勝美元最高裁判事ご自身も、最近の講
演で、良く取り上げられる事例として本件を紹介さ
れていた 9。筆者も、納税者を救済した「名判決」
として、法律家として租税を論ずる際に注目すべき
判決の一つと考えるので、改めてここで紹介させて
いただきたい。

（１）事案の概要　　　　　　　

　判決の事案を図式化して言えば、次のようなもの
である（数字は実際のものとは異なる）。

①　納税者が税額 1000 万円で相続税の申告をし、
納税をした。

②　当局が、いや、財産評価が間違っているので、
本当は600万円納めればよい、400万円は還付する、
とした（減額更正処分）。

③　その後当局が、この前の 600 万円というのは
間違っていた、800 万円だった（増額更正処分）。
よって、800 万円－600 万円の、200 万円について、

本来の納付期限に遡って、延滞税の支払を命じた。

（２）裁判所の判断

　最高裁は、②で税務署が 600 万円で良いとして、還付
までしたのだから、200万円の租税を納税者が払わなかっ
たとしてもやむを得ない、これについて延滞税を払わせ
たところで、期限までの納税を奨励するとか、他の納税
者との公平を図るとかの、延滞税の趣旨は実現されない
として、延滞税は発生しない、との判断を示した。

（３）判決のポイント

　条文そのものを素直に読めば延滞税が発生しても
やむを得ないところであったが、実質的な配慮から
納税者を救った判例である。千葉勝美裁判官の補足
意見は、課税庁側の主張を通せば不正義をもたらす
とまで述べている。
　課税当局の側から見れば、課税当局の主張に対して
は厳格な文理解釈で臨みながら、納税者に対しては趣
旨に沿った救済的な解釈をするのはいかがなものか、
という受け止め方があるかもしれない。しかし、課税
当局は大きな人的・物的資源を有する巨大な行政機関
であり、そのような組織と一般の納税者を同一の基準
で論ずることは、かえって公平を欠くように思われる。
　筆者としては、この判決のような、納税者の立場
に立った結論の妥当性を重視する考え方が、裁判所
に定着していくことを期待したい。

３．課税における私法の尊重－いわゆる信託型ストッ
　クオプションに即して

　課税の対象である経済取引は、第一次的には私法に
よって規律されているから、法的安定性の観点から、課
税は、私法上の法律関係を前提にし、これを尊重して行
うべきことは、裁判実務において確立している 10。この
ことについて、いわゆる信託型ストックオプションに関
する国税庁見解を素材として改めて見てみたい11。
　信託型ストックオプションとは、次のようなもの
である（国税庁「ストックオプションに対する課税
（Q&A）（情報）」（令和５年７月７日改訂）の問３）。

【税制非適格ストックオプション（信託型）の課
税関係】
問３ 私は、下記のとおり、勤務先から信託会社を
通じてストックオプションを取得し、その権利を行
使することにより取得した株式を売却しました。こ
の場合の課税関係について教えてください。
① 発行会社又は発行会社の代表取締役等が信託会
社に金銭を信託して、信託（法人課税信託）を
組成する（信託の組成時に、受益者及びみなし
受益者は存在しない。）。
② 信託会社は、発行会社の譲渡制限付きストック
オプションを適正な時価（50）で購入する。
③ 発行会社は、信託期間において会社に貢献した
役職員を信託の受益者に指定し、信託財産とし
て管理されているストックオプションを当該役
職員に付与する。
④ 役職員は、ストックオプションを行使して発行
会社の株式を取得する。
⑤ 役職員は、ストックオプションを行使して取得
した株式を売却する。

【発行会社の株価等】
・ ストックオプションの購入時 ： 200
・ ストックオプションの付与時 ： 600
・ ストックオプションの行使時 ： 800（権利行使
価額 200）
・ 権利行使により取得した株式の譲渡時：1,000

＜図表：信託型ストックオプションのイメージ＞

　《税制非適格ストックオプション（信託型）のイメージ》

出典：国税庁 HP「ストックオプションに対する
課税（Q&A）（情報）」（令和５年７月７日改訂）

　国税庁は、上記問 3に対する回答の中に現れる（注
３）で、信託型ストックオプションでは、実質的には、
会社が役職員にストックオプションを付与している
こと、役職員に金銭等の負担がないことなどの理由
から、上記の経済的利益は労務の対価に当たり、給
与として課税されるとしている。しかし、本当にそ
れでいいのだろうか。
　私法の尊重という原則からすれば、信託型ストッ
クオプションは、私法である信託法を基礎とする信
託の仕組みによって構築されている点を踏まえ、私
法のベースの上に構築された信託税制のルールを尊
重すべきことになろう。信託税制によれば、信託型
ストックオプションでは、当初、受益者が存在しな
いことから、法人課税信託の課税ルールが適用され
る。その結果、課税関係は、以下のとおりになるは
ずである。

①　法人課税信託の受益者が役職員に確定すると、
信託財産であるストックオプション（新株予約権）
は、法人課税信託の受託法人から、受益者である
役職員に対して、受益者確定の直前における法人
課税信託における帳簿価額で取得したものとして
各年分の各種所得の金額が計算される（所得税法
67 条の 3 第 1 項）。

②　役職員には、受益者として確定したことにより、
経済的には、同時点の新株予約権の価値相当額の
純資産増加が生じるが、この収益の額は、当該年
分の各種所得の計算上、総収入金額に算入されな
い（同条第 2項）。

　上記①②に従えば、権利行使時に給与課税をする
という法律関係は出てこない。それを「実質的」とい
う一言によって乗り越えることが可能なのだろうか。
　国税庁も、この点を全く考えていないわけ
ではないであろう。それにもかかわらず、信
託型ストックオプションについて給与課税を
しなければならないという理由があるのでは
ないか。想像するに、国税庁は、本来は給与
所得として累進税率に服すべき所得が譲渡所
得の比例税率でのみ課税されることは、課税
の公平を害する、という考え方を持っている
のかもしれない。仮にそうであるとすると、
それ自体は、伝統的に所得税の理想として説
かれてきた垂直的公平の理念に沿うものでは
あり、租税政策的には理解が得られやすいと
も考えられる。ただ、その政策的考慮を支え
る法的根拠があるのか、は別の問題ではある。
　この点、外国親会社から日本子会社の役職員に付
与されたストックオプションについて、権利行使時
に給与所得課税がなされるとした最判平成 17 年 1
月 25 日民集 59 巻 1 号 64 頁は、国税庁に有利に働
く可能性もある。すなわち、この判決は、日本法人
に勤務する役職員から見て直接の契約の相手方では
ない外国親会社から付与されたストックオプション
であっても権利行使時に給与所得として課税される
としており、契約関係ではなく、ことがらの実質を
見たものともいえる。
　法律家である筆者には、信託契約という「法形式」は、
原則として尊重されるべきであると思われ、その点
で、国税庁見解に対する疑問は否定し得ない。しかし、
課税の公平ということも、無視しえない政策的考慮
ではある。その政策的考慮を支える法的論拠として、
上記の平成 17 年判決のような「実質的」観点を用い
ることも、あり得るのかもしれない。課税における
形式と実質の関係は、（すでに述べた文理解釈とその
限界の問題と似て）なかなかに難問である。

おわりに

　筆者が研究者に転じてからの 1 年に考えて来たの
は、以上のようなことである。まだ１年であるから、
見えていることは少ないが、それでも学生の皆さん
と交流をしていると、さまざまな可能性を感じる。
これからも、法曹実務家として養ってきたことをベー
スにしつつ、様々なことを考え、学んでいきたい。
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はじめに　

　このたび、光栄にも TAINS だより新春号への寄
稿のお話を頂戴し、自分に何が書けるか、良く考えた。
　その結果、筆者は、租税法を専門とする弁護士、
いわゆるタックス・ロイヤー（租税弁護士）から、最近、
法学部で租税法を担当する教員に転じたという、少
し珍しい経歴を有しており、これに即したお話を記
すことが、多少は読者諸賢のお役に立つかもしれな
い、と思うに至った。

　そこで、以下では、筆者の略歴を記した上、実務
家から学者に転じて 1 年ほど、授業を通じた学生と
の交流の中で税について改めて考えたことを述べた
上、その後、同じくこの 1 年にご縁があって公表した
２つの小論のエッセンスを、租税法の解釈に関する基
本原則の中に位置づけ直しつつ、再説することにし
たい。これらの小論は、最近の未公表判決（事業
再生における会社分割に関する事案）や話題のトピッ
ク（信託型ストックオプション）について述べたもので、
多少は読者の参考になると期待されると同時に、筆
者が弁護士時代から重要と考えて来た、租税法解
釈の基本原則と深く関わるものでもあるからである。

Ⅰ　学生の皆さんと租税法を学んで考えたこと

１．筆者の略歴

　筆者は、2000 年に弁護士登録をし、それから

2022 年まで、企業法務を専門とする弁護士として、
20 年ほど仕事をした。途中、2004 年にハーバード・
ロー・スクールに留学して租税法を専攻し、また、
2011 年～ 2014 年の間、東京国税不服審判所で国
税審判官（いわゆる任期付公務員）を務めた。そ
の後、2014 年に弁護士に復帰し、このころから本
格的に租税法の分野を専門とするようになった。
そして、2022 年 10 月、北海道大学大学院法学研究
科で租税法を担当する教授に就任し、現在に至っ
ている。

２．最初のゼミ

　上記のように、筆者は、もともと法曹実務家であり、
ごく最近に租税法研究者に転じたばかりであるから、
研究者としてはまだ 1 年ほどが経ったにすぎず、駆
け出しである。それでも、筆者にとっては大きな変
化があり、感じたことも少なくなかった。
　2022 年 10 月に着任後すぐ、法学部の 2 年生を参
加者の中心とするゼミを担当することになった。こ
の時のゼミには、定員 18 名のところ、40 名を超す
応募があった。これは、税金に興味がある人を広く
歓迎する旨のシラバスの記載や、筆者が、日本の法
学部の教員としては珍しく、弁護士からの転職者で
あったためと思われる。志望理由を見ながら選考し、
数名の弁護士志望者や公認会計士、税理士等の志望
者をはじめ、18 名の日本人学生に中国からの 2 名の
留学生を加えた形で、筆者の北海道大学での最初の
ゼミがスタートした。
　このゼミは、筆者が上梓した最初の書籍 1 をテキ

ストとして、納税者が課税当局に対して勝訴した裁
判例をテーマに、毎回 1 件、学生たちに原文を読ん
だ上で報告してもらい、その上で、皆で議論をする
内容とした。筆者は、2019 年～ 2022 年の間、弁護
士実務の傍ら、東京大学法科大学院でいくつかの租
税法科目を教えた経験がある。そのうちの一つの講
義科目につき、上掲書をテキストとする講義形式で
行ったことがあり、評判が良かったことから、今度は、
これを学部生向けのゼミ形式でやってみることにし
たのである。着任後間もない授業であったことから
手持ちの材料を使ったという面もあるものの、課税
当局と裁判所の見方が分かれた事例を検討すること
は、法を学び始めの法学部生が法的思考を養うのに
は適しているであろう、という見込みもあった。ただ、
なにぶん、まだ法学そのものの入門者である 2 年生
が中心であるため、始める前は、学生たちには難し
すぎはしないだろうか、という一抹の不安も持って
いた。
　実際に始めてみると、学生たちは概してまじめで
優秀であり、判決原文をベースにした報告をきちん
とこなし、ゼミはスムーズに進行した。一般に、最
近の学生は、生の判決文を読むことは億劫がり（もっ
とも、「今の学生」に限らず、筆者自身の学生時代を
思い返しても、判決原文を読んだ記憶はほとんどな
い）、判例の要旨をまとめたものくらいしか読まない
と聞いたこともあるが、逆にまだ 2 年生で先入観が
無かったせいなのか、学生たちが判決原文の読解を
こなしていたことには感心する。
　このゼミのテーマである「法律家目線から見た租
税」というものは、国税不服審判所勤務後の筆者が
これまで一貫して取り組んできたものでもあり、そ
のエッセンスを、本稿で後にまとめて記すことにし
たい。

３．2023年度の一連の授業

　2023 年 4 月からの年度には、法学部と法科大学院
のそれぞれで、いくつかの講義・ゼミを担当した。
法学部では、3年生を中心とした受講生に対する「行
政法Ⅲ」という講義（租税法は、法学部では、行政
法の各論に位置づけられるがゆえの科目名であり、

内容としては、所得税・法人税・資産税・国際課税
をひととおり眺めるものとした）に加え、引き続き
上記２で記したのと同様の 2 年生向けのゼミのほか、
主に 3 年生向けに、佐藤英明教授と西山由美教授に
よる最新の消費税法のテキスト2を輪読するゼミを行っ
た。また、法曹を養成する法科大学院では、夏学期に「租
税法Ａ」として所得税法を、秋学期に「租税法Ｂ」
として法人税法を、いわゆるソクラテス・メソッド
で講義した。
　筆者は、主に企業をクライアントとする弁護士で
あったから、租税法の中で触れる機会の多かったの
は、法人税法（国際租税法を含む）であり、個人所
得税や消費税に関しては、体系的に学ぶ機会は無かっ
た。それゆえ、特に夏学期は、租税法全般を講義する「行
政法Ⅲ」や所得税法を内容とする「租税法Ａ」の授
業の準備は、それなりに大変であった。また、消費
税についても苦手意識が強かったため、敢えて、秋
学期のゼミでは、せっかく直近に新しく学びやすそ
うな教科書が出たので、筆者自身の勉強のためにも
これを取り上げることにした。毎回、学生たちにテ
キストの内容を分担して報告してもらい、筆者自身
にとって大変に勉強になった。
　弁護士時代は、個別事案に対応するという仕事の
特性上やむを得ないこととは言え、その時々に必要
な勉強のみをする、ということにどうしてもなりが
ちであり、全体として租税法を学ぶということは、
なかなかできなかった。大学に来てからこの 1 年、
曲がりなりにも、所得税・法人税・消費税を中心に、
租税法全般について授業を行い、その準備のために
学ぶ中で、（弁護士時代のように法解釈の側面に興味
を持つだけではなく）税制全般の政策的な在り方に
ついても、少し考えるようになった。そのことにつ
いて、次に述べてみたい。

４．消費税－逆進性・軽減税率・そして消費税の目的
　
　消費税については、その基本的な仕組みを学んだ
上で、免税事業者・簡易課税といった中小事業者に
配慮する仕組み、逆進性と軽減税率、インボイスの
導入といったことも学生たちといろいろ議論してみ
て、考えさせられたことが多い。

　消費税の問題点として挙げられることの多い逆進
性については、逆進性という問題そのものの存在を
否定する立場があり得る。消費を課税対象とする消
費税について、所得税の課税対象である所得を基準
として「逆進的」であると述べることはおかしい、
という批判である。すなわち、消費税は、消費の量
に対しては比例的に課税する（言わば、お金を使っ
た分だけ、皆に平等に課税する）のだから、消費を
基準とすれば、逆進性は存在しない、ということで
ある。こうした批判に対して筆者自身は、伝統的な
所得再分配の思想に親近感を有する方であることか
ら、個人的にはあまり納得できずにいた。しかし、
学生たちに意見を聞いてみると、半数には行かない
までも少なくない数の学生が、上記の考え方に共感
する意見を述べ、筆者としても省みて考えさせられ
るところがあった。
　仮に逆進性の存在を肯定するとしても、その対策と
して軽減税率を用いることは、巷間指摘されるさまざ
まな問題点を踏まえると、あまり得策ではないという
意見が、これも半数には達しないまでも比較的目立っ
た。筆者から、軽減税率ではなく、いわゆる給付付き
税額控除の仕組みを導入することの是非について問い
かけると、これに賛成する意見もそれなりに存在した。
このたびの所得減税では、控除しきれないケースでは
給付を行うとされているようであり、日本でも、再び、
給付付き税額控除が議論の俎上に上ることもあるのか
もしれない、と思わされた。
　さらに根本にさかのぼると、そもそも消費税の租
税としての優位性はどこにあるか、という点につい
て、『スタンダード消費税法』では、財政目的（税
収の安定化）が最大の点として挙げられていたこと
3 が、筆者には印象的であった。筆者がこれまで聞
いたことのあるのは、消費税は、貯蓄に課税しない
ので経済的に見て中立的であることなど、経済学的
視点から消費税の優位性を論ずる議論が多かった。
それゆえ、財政目的という、見方によっては、それ
は政府ないし財政当局の都合ではないか、と言われ
かねないことが消費税の目的として教科書に正面か
ら記載されていることが新鮮だったのである。ゼミ
では、財政の安定化という目的を肯定的に捉える意

見が少なからず見られた。若い世代は、加速する
少子高齢化社会を正にこれから生きていく人たち
であるから、これを支える財政の安定化というこ
とを肯定的に捉えるのかもしれない。そのような
世代の問題なのか、筆者の考えが狭いものであっ
たのか、いずれにしても、目から鱗、の経験ではあっ
た。
　最後に、直近の話題であるインボイスについて
は、仕組みとして入れることについては納得する
意見が多い一方で、小規模事業者にとって少なく
とも短期的には不利益があり得ることや、フリー
ランスを働きやすくするという政府の全体的な施
策には逆行する面があることを指摘する意見もあ
り、バランスが取れていたように思う。

５．法人税－法人税の実質的負担者・税率引下げ競
　争の終焉？

　学生は、まだ社会に出ていないから、消費者目線
で考える人が多いように今のところ感じている。消費
者目線から素朴に考えれば、法人税は会社が払うもの
だから、消費者（あるいは勤労者）である個人の税負
担が増えるものではない（だから増税しても構わない）
と思うかもしれない。しかし、法人は、言わば「実体
のない」ものであるから、法人税の負担は、結局は、
誰か、生身の個人に帰着せざるを得ない。このことを
筆者は、東京大学法科大学院で「金融取引課税法」
の授業のテキストとした渡辺徹也教授の教科書の冒
頭で印象的に学んだ 4。現行の法人税法は、負担が株
主に帰着することを前提としているが、法人税の負
担がある分、賃金を抑制するという形で従業員が法
人税を負担することもあり得るし、製品・サービス
への価格転嫁によって消費者の負担となることもあ
り得るというわけである。日本では、消費税の増税
についてのみが嫌われる傾向がある。しかし、上記
のように、法人税も消費者（同時に勤労者であるこ
とも多い）に対して値上げ・賃金抑制という形で転
嫁されることがあるとすれば、消費税の増税は嫌だ
が法人税の増税なら構わない、と考えることは消費
者目線から見ても合理的ではないのかもしれない。

　このように本当に誰が負担しているのかがはっき
りしない法人税ではあるものの、現実の税収に占め
る割合だけを見ても、その重要性はやはり大きいと
言わざるを得ないであろう。令和 6 年度与党税制改
正大綱では、中期的に法人税の税率を上げる可能性
が述べられた。OECD の柱２によって国際最低税率
が導入される中で、国際的な法人税引き下げ競争を
終える環境は整いつつあるのかもしれない。その中
で、大綱が述べる、全体としては法人税率を引き上
げつつ、資金を内部に留保するにとどめずに、賃上
げや設備投資の形で将来の収益につなげようとする
企業について減税で報いる、という方向性は、それ
なりに説得力があるようにも思う。法人税の授業で
学生たちに問いかけても、おおむねそのような方向
性に賛同する意見が多かった。
　租税は、現実に社会を運営する上では必須のもの
であることは否定し得ない。そのうえで、どのよう
に税負担を求めるのが良いのかについては、こうし
て考えてくるだけでも、一つの答えがあるわけでは
ないように思われる。ここでは消費税と法人税につ
いて述べたが、昨今話題の児童手当と扶養控除の関
係など、個人所得税についても考えるべきことは多
い。じっくり考えることのできる大学という場を得
たことに感謝しつつ、税制の在り方全般について、
引き続き考えていきたい。

Ⅱ　法律家から見た租税の世界

　ここからは、租税法の解釈・適用において筆者が
重要と考える３点（租税法の文理解釈の原則・納税
者救済の観点からの文理解釈の限界・課税における
私法の尊重）について、述べてみることにしたい。

１．租税法の文理解釈の原則

　租税法規は、文理に即した解釈が基本であること
については、ホステス源泉徴収事件（最判平成 22
年 3 月 2 日民集 64 巻 2 号 420 頁）以来、裁判例に
おいて定着している。ここでは、近時の高裁判決で
実務的にも影響があり得る、事業再生における会社

分割が問題となった事例（高松高判令和４年 8 月
30 日公刊物未登載）によって、このことを見てみ
たい 5。

（１）事案の概要

①事業不振に陥った会社（以下「本件滞納法人」と
いう。）が、令和 5 年 4 月 1 日を新会社の設立登記
日とする新設分割（以下「本件新設分割」という。）
により新しく法人（以下「本件譲受法人」という。）
を設立し、その際、この時点では、本件滞納法人
の「負債」と「契約上の地位」のみを移転する（す
なわち、この時点では、「積極財産」は移転しない）。
この内容の議案を、同年 3 月 31 日開催の株主総会
において承認する。これにより同年 4 月 1 日の午
前 0 時をもって、本件滞納法人は、本件譲受法人
の100％株主となる。

      　　　　本件滞納法人

　　　　　　　　　　　新設分割（積極財産なし）

　　　　　  本件譲受法人

②令和 5 年３月 31 日に、本件滞納法人とスポンサー
との間で、本件新設分割によって本件譲受法人が
設立されることを条件として、本件譲受法人の株
式全部をスポンサーに譲渡する契約を締結し、同
日、代金決済および本件滞納法人における株式譲
渡の承認の機関決定を行う。これによって、同年 4
月 1 日の午前０時に本件譲受法人が設立されると
同時に、本件譲受法人の 100％株主は、スポンサー
となる会社に変更される。

 

    本件滞納法人
 　　　　　　　　　　　　          スポンサー
　　　　　　　　  株式譲渡

                        本件譲受法人

③令和５年 4 月 1 日開催の本件滞納法人の株主総会
で、本件滞納法人が事業用の資産や現預金（積極
財産）を本件譲受法人に譲渡することの承認の旨
を決議する（以下「本件資産譲渡」という。）。

      　　
　　　　　本件滞納法人

　　　　　　　　　　　資産譲渡（積極財産）

　　　　　  本件譲受法人

　以上の状況で、本件譲受法人が第二次納税義務を
負うかが問題となった。
　第二次納税義務とは、納税義務者が租税を滞納した
場合において、その財産について滞納処分を執行して
もなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合
に、納税義務者と一定の関係を有する者が、納税義務
者に代わって租税を納付する義務をいう。この制度は、
本来の納税義務者から租税の全部または一部を徴収す
ることが不可能であると認められる場合に、それと人
的・物的に特殊の関係にある者を第二次納税義務者と
し、これに本来の納税義務者の納税義務に代わる義務
を負担させることによって、租税の徴収確保を図るこ
とを目的とするものである6。
　納税者と特殊な関係のある個人又は被支配会社（特
殊関係者）に事業が譲渡され、その譲受人が同一又

6  金子宏『租税法〔第 24版〕』（弘文堂、2021）162頁。

▼
▼

は類似の事業を営んでいる場合、譲渡された積極財
産の価額の限度において、その滞納に係る国税の第
二次納税義務を負うものとされている（国税徴収法
38 条）。そして、特殊関係者に該当するか否かの判定
時期は、「事業を譲渡した時」とされている（国税徴
収法施行令13条 2項）。
　本判決の事案は、上記のようなケースにおいて、
本件滞納法人から会社法上の新設分割によって負債
および契約上の地位（積極財産は含まれない、とい
う点がポイントである。）を承継して設立され、その
後に、会社分割とは別途の資産譲渡契約に基づき、
本件滞納法人から資産（積極財産）を譲り受けた新
会社（本件譲受法人）が、滞納法人の「特殊関係者」
に該当するとして課税庁から第二次納税義務に係る
納付告知処分を受けたため、本件譲受法人がこれを
争って提訴したものである。
　課税庁は、本件新設分割と本件資産譲渡はあらか
じめ計画された一連の行為であり、別個の法形式を
取っているものの、実体は、有機的一体として機能
する財産の譲渡として、事業譲渡に当たるものと主
張した。より具体的に言うと、課税庁は、①の本件新
設分割によって令和 5 年 4 月 1 日に本件譲受法人が
設立登記されるとともに本件滞納法人が本件譲受法
人の株式を取得して本件譲受法人が本件滞納法人の
完全子会社（被支配会社）となり、それと「同日」
に③の資産譲渡がなされていることから、本件譲受
法人は本件滞納法人の特殊関係者に該当し、③によっ
て譲渡された積極財産の価額の限度で第二次納税義
務を負うべき旨を主張したのである。
　これに対し、本件譲受法人は、特殊関係者該当性
は「事業を譲渡した日」ではなく「事業を譲渡した時」
で判定するとされているところ、①の時点では積極財
産の譲渡がなく、積極財産の譲渡がなされた③の時
点では特殊関係者に該当しないのであるから、第二
次納税義務を負うべきではない旨主張した。「日」の
単位ではなく、「時」の単位で判断すべきとする点が
本件譲受法人の主張のポイントである。
　この点、第一審判決（高松地判令和４年２月 22 日
公刊物未登載）は、課税庁の主張を支持して、本件
譲受法人の請求を認めなかったため、本件譲受法人
が控訴した。

（２）裁判所の判断

控訴審裁判所は、概要、以下のように判断し、請求
を認容した。

①　国税徴収法 38 条は、本来は納税者が納付すべき
国税について、例外的に、滞納者と一定の親近性を
有する特殊関係者が、滞納者から事業の譲渡を受け、
かつ、当該事業と同一又は類似の事業を営んでいる
場合に、その譲受財産の価額の限度において、事業
を譲り受けた者に第二次納税義務を負わせることを
定めた規定であり、租税法規は侵害規範（権利を侵
害する規範）であることからも、例外に該当するた
めの要件の判断は厳格に解すべきである。

②　事業を受け継いで営業活動を行うためには、事
業のために用いる財産（有機的一体として機能す
る財産）の譲受けが完了している必要があるから、
「事業の譲渡の時」とは、有機的一体として機能す
る財産の全部又は一部の譲渡による財産移転の効
力が生じた時と解するのが相当である。

　　本件では、積極財産の譲渡があった時点では本
件譲受法人は納税者の特殊関係者ではなくなって
いるから、第二次納税義務を負うことはない。

③　会社法上は、新設分割により設立される会社の登
記の日に新設分割の効力が生じ、新設分割計画の定
めに従い権利義務が承継され（会社法 764 条、49
条）、新設分割会社は、同日、設立される会社の株
主となる（会社法764条8項）。しかし、これらの規定は、
会社法上の分割の効力発生日を定めるものにすぎず、
租税法規は侵害規範であって安易な拡張解釈は許さ
れないことを考慮すると、上記会社法の各規定をもっ
て、「事業の譲渡の時」との文言を用いている国税徴
収法施行令 13 条２項を、「事業の譲渡の日」と解釈
することは、同条項の文理上容認することができない。

（３）判決のポイント
　
　一見すると、文理通りの解釈は杓子定規で、第二

次納税義務を不当に免れるもののように思われる方
もあるかもしれない（もっとも、ここでは本論を離
れるので詳しく述べないが、筆者自身は、本判決は、
結論的にも妥当と考えている 7）。しかし、裁判所は
「時」という条文の文言を厳格に解釈し、これを「日」
と読むかのような課税当局の主張を退けた。
　判決も述べるように、租税法は、行政庁の一方的
行為によって課税の結果を生じさせる侵害規範であ
るから、納税者の予測可能性の観点に照らし、その
解釈は文理に即して行うことが、租税法律主義の趣
旨に合致すると言えよう。

２．文理解釈の限界

　もっとも、文理解釈を貫くと、納税者に酷な結果
をもたらす場合がある。これを乗り越えようとした
判決に、最判平成 26 年 12 月 12 日集民 248 号 165
頁がある。筆者は、この判決が好きで、さまざまな
機会にその紹介をしてきたところ 8、本件の裁判長
であった千葉勝美元最高裁判事ご自身も、最近の講
演で、良く取り上げられる事例として本件を紹介さ
れていた 9。筆者も、納税者を救済した「名判決」
として、法律家として租税を論ずる際に注目すべき
判決の一つと考えるので、改めてここで紹介させて
いただきたい。

（１）事案の概要　　　　　　　

　判決の事案を図式化して言えば、次のようなもの
である（数字は実際のものとは異なる）。

①　納税者が税額 1000 万円で相続税の申告をし、
納税をした。

②　当局が、いや、財産評価が間違っているので、
本当は600万円納めればよい、400万円は還付する、
とした（減額更正処分）。

③　その後当局が、この前の 600 万円というのは
間違っていた、800 万円だった（増額更正処分）。
よって、800 万円－600 万円の、200 万円について、

本来の納付期限に遡って、延滞税の支払を命じた。

（２）裁判所の判断

　最高裁は、②で税務署が 600 万円で良いとして、還付
までしたのだから、200万円の租税を納税者が払わなかっ
たとしてもやむを得ない、これについて延滞税を払わせ
たところで、期限までの納税を奨励するとか、他の納税
者との公平を図るとかの、延滞税の趣旨は実現されない
として、延滞税は発生しない、との判断を示した。

（３）判決のポイント

　条文そのものを素直に読めば延滞税が発生しても
やむを得ないところであったが、実質的な配慮から
納税者を救った判例である。千葉勝美裁判官の補足
意見は、課税庁側の主張を通せば不正義をもたらす
とまで述べている。
　課税当局の側から見れば、課税当局の主張に対して
は厳格な文理解釈で臨みながら、納税者に対しては趣
旨に沿った救済的な解釈をするのはいかがなものか、
という受け止め方があるかもしれない。しかし、課税
当局は大きな人的・物的資源を有する巨大な行政機関
であり、そのような組織と一般の納税者を同一の基準
で論ずることは、かえって公平を欠くように思われる。
　筆者としては、この判決のような、納税者の立場
に立った結論の妥当性を重視する考え方が、裁判所
に定着していくことを期待したい。

３．課税における私法の尊重－いわゆる信託型ストッ
　クオプションに即して

　課税の対象である経済取引は、第一次的には私法に
よって規律されているから、法的安定性の観点から、課
税は、私法上の法律関係を前提にし、これを尊重して行
うべきことは、裁判実務において確立している 10。この
ことについて、いわゆる信託型ストックオプションに関
する国税庁見解を素材として改めて見てみたい11。
　信託型ストックオプションとは、次のようなもの
である（国税庁「ストックオプションに対する課税
（Q&A）（情報）」（令和５年７月７日改訂）の問３）。

【税制非適格ストックオプション（信託型）の課
税関係】
問３ 私は、下記のとおり、勤務先から信託会社を
通じてストックオプションを取得し、その権利を行
使することにより取得した株式を売却しました。こ
の場合の課税関係について教えてください。
① 発行会社又は発行会社の代表取締役等が信託会
社に金銭を信託して、信託（法人課税信託）を
組成する（信託の組成時に、受益者及びみなし
受益者は存在しない。）。
② 信託会社は、発行会社の譲渡制限付きストック
オプションを適正な時価（50）で購入する。
③ 発行会社は、信託期間において会社に貢献した
役職員を信託の受益者に指定し、信託財産とし
て管理されているストックオプションを当該役
職員に付与する。
④ 役職員は、ストックオプションを行使して発行
会社の株式を取得する。
⑤ 役職員は、ストックオプションを行使して取得
した株式を売却する。

【発行会社の株価等】
・ ストックオプションの購入時 ： 200
・ ストックオプションの付与時 ： 600
・ ストックオプションの行使時 ： 800（権利行使
価額 200）
・ 権利行使により取得した株式の譲渡時：1,000

＜図表：信託型ストックオプションのイメージ＞

　《税制非適格ストックオプション（信託型）のイメージ》

出典：国税庁 HP「ストックオプションに対する
課税（Q&A）（情報）」（令和５年７月７日改訂）

　国税庁は、上記問 3に対する回答の中に現れる（注
３）で、信託型ストックオプションでは、実質的には、
会社が役職員にストックオプションを付与している
こと、役職員に金銭等の負担がないことなどの理由
から、上記の経済的利益は労務の対価に当たり、給
与として課税されるとしている。しかし、本当にそ
れでいいのだろうか。
　私法の尊重という原則からすれば、信託型ストッ
クオプションは、私法である信託法を基礎とする信
託の仕組みによって構築されている点を踏まえ、私
法のベースの上に構築された信託税制のルールを尊
重すべきことになろう。信託税制によれば、信託型
ストックオプションでは、当初、受益者が存在しな
いことから、法人課税信託の課税ルールが適用され
る。その結果、課税関係は、以下のとおりになるは
ずである。

①　法人課税信託の受益者が役職員に確定すると、
信託財産であるストックオプション（新株予約権）
は、法人課税信託の受託法人から、受益者である
役職員に対して、受益者確定の直前における法人
課税信託における帳簿価額で取得したものとして
各年分の各種所得の金額が計算される（所得税法
67 条の 3 第 1 項）。

②　役職員には、受益者として確定したことにより、
経済的には、同時点の新株予約権の価値相当額の
純資産増加が生じるが、この収益の額は、当該年
分の各種所得の計算上、総収入金額に算入されな
い（同条第 2項）。

　上記①②に従えば、権利行使時に給与課税をする
という法律関係は出てこない。それを「実質的」とい
う一言によって乗り越えることが可能なのだろうか。
　国税庁も、この点を全く考えていないわけ
ではないであろう。それにもかかわらず、信
託型ストックオプションについて給与課税を
しなければならないという理由があるのでは
ないか。想像するに、国税庁は、本来は給与
所得として累進税率に服すべき所得が譲渡所
得の比例税率でのみ課税されることは、課税
の公平を害する、という考え方を持っている
のかもしれない。仮にそうであるとすると、
それ自体は、伝統的に所得税の理想として説
かれてきた垂直的公平の理念に沿うものでは
あり、租税政策的には理解が得られやすいと
も考えられる。ただ、その政策的考慮を支え
る法的根拠があるのか、は別の問題ではある。
　この点、外国親会社から日本子会社の役職員に付
与されたストックオプションについて、権利行使時
に給与所得課税がなされるとした最判平成 17 年 1
月 25 日民集 59 巻 1 号 64 頁は、国税庁に有利に働
く可能性もある。すなわち、この判決は、日本法人
に勤務する役職員から見て直接の契約の相手方では
ない外国親会社から付与されたストックオプション
であっても権利行使時に給与所得として課税される
としており、契約関係ではなく、ことがらの実質を
見たものともいえる。
　法律家である筆者には、信託契約という「法形式」は、
原則として尊重されるべきであると思われ、その点
で、国税庁見解に対する疑問は否定し得ない。しかし、
課税の公平ということも、無視しえない政策的考慮
ではある。その政策的考慮を支える法的論拠として、
上記の平成 17 年判決のような「実質的」観点を用い
ることも、あり得るのかもしれない。課税における
形式と実質の関係は、（すでに述べた文理解釈とその
限界の問題と似て）なかなかに難問である。

おわりに

　筆者が研究者に転じてからの 1 年に考えて来たの
は、以上のようなことである。まだ１年であるから、
見えていることは少ないが、それでも学生の皆さん
と交流をしていると、さまざまな可能性を感じる。
これからも、法曹実務家として養ってきたことをベー
スにしつつ、様々なことを考え、学んでいきたい。
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はじめに　

　このたび、光栄にも TAINS だより新春号への寄
稿のお話を頂戴し、自分に何が書けるか、良く考えた。
　その結果、筆者は、租税法を専門とする弁護士、
いわゆるタックス・ロイヤー（租税弁護士）から、最近、
法学部で租税法を担当する教員に転じたという、少
し珍しい経歴を有しており、これに即したお話を記
すことが、多少は読者諸賢のお役に立つかもしれな
い、と思うに至った。

　そこで、以下では、筆者の略歴を記した上、実務
家から学者に転じて 1 年ほど、授業を通じた学生と
の交流の中で税について改めて考えたことを述べた
上、その後、同じくこの 1 年にご縁があって公表した
２つの小論のエッセンスを、租税法の解釈に関する基
本原則の中に位置づけ直しつつ、再説することにし
たい。これらの小論は、最近の未公表判決（事業
再生における会社分割に関する事案）や話題のトピッ
ク（信託型ストックオプション）について述べたもので、
多少は読者の参考になると期待されると同時に、筆
者が弁護士時代から重要と考えて来た、租税法解
釈の基本原則と深く関わるものでもあるからである。

Ⅰ　学生の皆さんと租税法を学んで考えたこと

１．筆者の略歴

　筆者は、2000 年に弁護士登録をし、それから

2022 年まで、企業法務を専門とする弁護士として、
20 年ほど仕事をした。途中、2004 年にハーバード・
ロー・スクールに留学して租税法を専攻し、また、
2011 年～ 2014 年の間、東京国税不服審判所で国
税審判官（いわゆる任期付公務員）を務めた。そ
の後、2014 年に弁護士に復帰し、このころから本
格的に租税法の分野を専門とするようになった。
そして、2022 年 10 月、北海道大学大学院法学研究
科で租税法を担当する教授に就任し、現在に至っ
ている。

２．最初のゼミ

　上記のように、筆者は、もともと法曹実務家であり、
ごく最近に租税法研究者に転じたばかりであるから、
研究者としてはまだ 1 年ほどが経ったにすぎず、駆
け出しである。それでも、筆者にとっては大きな変
化があり、感じたことも少なくなかった。
　2022 年 10 月に着任後すぐ、法学部の 2 年生を参
加者の中心とするゼミを担当することになった。こ
の時のゼミには、定員 18 名のところ、40 名を超す
応募があった。これは、税金に興味がある人を広く
歓迎する旨のシラバスの記載や、筆者が、日本の法
学部の教員としては珍しく、弁護士からの転職者で
あったためと思われる。志望理由を見ながら選考し、
数名の弁護士志望者や公認会計士、税理士等の志望
者をはじめ、18 名の日本人学生に中国からの 2 名の
留学生を加えた形で、筆者の北海道大学での最初の
ゼミがスタートした。
　このゼミは、筆者が上梓した最初の書籍 1 をテキ

ストとして、納税者が課税当局に対して勝訴した裁
判例をテーマに、毎回 1 件、学生たちに原文を読ん
だ上で報告してもらい、その上で、皆で議論をする
内容とした。筆者は、2019 年～ 2022 年の間、弁護
士実務の傍ら、東京大学法科大学院でいくつかの租
税法科目を教えた経験がある。そのうちの一つの講
義科目につき、上掲書をテキストとする講義形式で
行ったことがあり、評判が良かったことから、今度は、
これを学部生向けのゼミ形式でやってみることにし
たのである。着任後間もない授業であったことから
手持ちの材料を使ったという面もあるものの、課税
当局と裁判所の見方が分かれた事例を検討すること
は、法を学び始めの法学部生が法的思考を養うのに
は適しているであろう、という見込みもあった。ただ、
なにぶん、まだ法学そのものの入門者である 2 年生
が中心であるため、始める前は、学生たちには難し
すぎはしないだろうか、という一抹の不安も持って
いた。
　実際に始めてみると、学生たちは概してまじめで
優秀であり、判決原文をベースにした報告をきちん
とこなし、ゼミはスムーズに進行した。一般に、最
近の学生は、生の判決文を読むことは億劫がり（もっ
とも、「今の学生」に限らず、筆者自身の学生時代を
思い返しても、判決原文を読んだ記憶はほとんどな
い）、判例の要旨をまとめたものくらいしか読まない
と聞いたこともあるが、逆にまだ 2 年生で先入観が
無かったせいなのか、学生たちが判決原文の読解を
こなしていたことには感心する。
　このゼミのテーマである「法律家目線から見た租
税」というものは、国税不服審判所勤務後の筆者が
これまで一貫して取り組んできたものでもあり、そ
のエッセンスを、本稿で後にまとめて記すことにし
たい。

３．2023年度の一連の授業

　2023 年 4 月からの年度には、法学部と法科大学院
のそれぞれで、いくつかの講義・ゼミを担当した。
法学部では、3年生を中心とした受講生に対する「行
政法Ⅲ」という講義（租税法は、法学部では、行政
法の各論に位置づけられるがゆえの科目名であり、

内容としては、所得税・法人税・資産税・国際課税
をひととおり眺めるものとした）に加え、引き続き
上記２で記したのと同様の 2 年生向けのゼミのほか、
主に 3 年生向けに、佐藤英明教授と西山由美教授に
よる最新の消費税法のテキスト2を輪読するゼミを行っ
た。また、法曹を養成する法科大学院では、夏学期に「租
税法Ａ」として所得税法を、秋学期に「租税法Ｂ」
として法人税法を、いわゆるソクラテス・メソッド
で講義した。
　筆者は、主に企業をクライアントとする弁護士で
あったから、租税法の中で触れる機会の多かったの
は、法人税法（国際租税法を含む）であり、個人所
得税や消費税に関しては、体系的に学ぶ機会は無かっ
た。それゆえ、特に夏学期は、租税法全般を講義する「行
政法Ⅲ」や所得税法を内容とする「租税法Ａ」の授
業の準備は、それなりに大変であった。また、消費
税についても苦手意識が強かったため、敢えて、秋
学期のゼミでは、せっかく直近に新しく学びやすそ
うな教科書が出たので、筆者自身の勉強のためにも
これを取り上げることにした。毎回、学生たちにテ
キストの内容を分担して報告してもらい、筆者自身
にとって大変に勉強になった。
　弁護士時代は、個別事案に対応するという仕事の
特性上やむを得ないこととは言え、その時々に必要
な勉強のみをする、ということにどうしてもなりが
ちであり、全体として租税法を学ぶということは、
なかなかできなかった。大学に来てからこの 1 年、
曲がりなりにも、所得税・法人税・消費税を中心に、
租税法全般について授業を行い、その準備のために
学ぶ中で、（弁護士時代のように法解釈の側面に興味
を持つだけではなく）税制全般の政策的な在り方に
ついても、少し考えるようになった。そのことにつ
いて、次に述べてみたい。

４．消費税－逆進性・軽減税率・そして消費税の目的
　
　消費税については、その基本的な仕組みを学んだ
上で、免税事業者・簡易課税といった中小事業者に
配慮する仕組み、逆進性と軽減税率、インボイスの
導入といったことも学生たちといろいろ議論してみ
て、考えさせられたことが多い。

　消費税の問題点として挙げられることの多い逆進
性については、逆進性という問題そのものの存在を
否定する立場があり得る。消費を課税対象とする消
費税について、所得税の課税対象である所得を基準
として「逆進的」であると述べることはおかしい、
という批判である。すなわち、消費税は、消費の量
に対しては比例的に課税する（言わば、お金を使っ
た分だけ、皆に平等に課税する）のだから、消費を
基準とすれば、逆進性は存在しない、ということで
ある。こうした批判に対して筆者自身は、伝統的な
所得再分配の思想に親近感を有する方であることか
ら、個人的にはあまり納得できずにいた。しかし、
学生たちに意見を聞いてみると、半数には行かない
までも少なくない数の学生が、上記の考え方に共感
する意見を述べ、筆者としても省みて考えさせられ
るところがあった。
　仮に逆進性の存在を肯定するとしても、その対策と
して軽減税率を用いることは、巷間指摘されるさまざ
まな問題点を踏まえると、あまり得策ではないという
意見が、これも半数には達しないまでも比較的目立っ
た。筆者から、軽減税率ではなく、いわゆる給付付き
税額控除の仕組みを導入することの是非について問い
かけると、これに賛成する意見もそれなりに存在した。
このたびの所得減税では、控除しきれないケースでは
給付を行うとされているようであり、日本でも、再び、
給付付き税額控除が議論の俎上に上ることもあるのか
もしれない、と思わされた。
　さらに根本にさかのぼると、そもそも消費税の租
税としての優位性はどこにあるか、という点につい
て、『スタンダード消費税法』では、財政目的（税
収の安定化）が最大の点として挙げられていたこと
3 が、筆者には印象的であった。筆者がこれまで聞
いたことのあるのは、消費税は、貯蓄に課税しない
ので経済的に見て中立的であることなど、経済学的
視点から消費税の優位性を論ずる議論が多かった。
それゆえ、財政目的という、見方によっては、それ
は政府ないし財政当局の都合ではないか、と言われ
かねないことが消費税の目的として教科書に正面か
ら記載されていることが新鮮だったのである。ゼミ
では、財政の安定化という目的を肯定的に捉える意

見が少なからず見られた。若い世代は、加速する
少子高齢化社会を正にこれから生きていく人たち
であるから、これを支える財政の安定化というこ
とを肯定的に捉えるのかもしれない。そのような
世代の問題なのか、筆者の考えが狭いものであっ
たのか、いずれにしても、目から鱗、の経験ではあっ
た。
　最後に、直近の話題であるインボイスについて
は、仕組みとして入れることについては納得する
意見が多い一方で、小規模事業者にとって少なく
とも短期的には不利益があり得ることや、フリー
ランスを働きやすくするという政府の全体的な施
策には逆行する面があることを指摘する意見もあ
り、バランスが取れていたように思う。

５．法人税－法人税の実質的負担者・税率引下げ競
　争の終焉？

　学生は、まだ社会に出ていないから、消費者目線
で考える人が多いように今のところ感じている。消費
者目線から素朴に考えれば、法人税は会社が払うもの
だから、消費者（あるいは勤労者）である個人の税負
担が増えるものではない（だから増税しても構わない）
と思うかもしれない。しかし、法人は、言わば「実体
のない」ものであるから、法人税の負担は、結局は、
誰か、生身の個人に帰着せざるを得ない。このことを
筆者は、東京大学法科大学院で「金融取引課税法」
の授業のテキストとした渡辺徹也教授の教科書の冒
頭で印象的に学んだ 4。現行の法人税法は、負担が株
主に帰着することを前提としているが、法人税の負
担がある分、賃金を抑制するという形で従業員が法
人税を負担することもあり得るし、製品・サービス
への価格転嫁によって消費者の負担となることもあ
り得るというわけである。日本では、消費税の増税
についてのみが嫌われる傾向がある。しかし、上記
のように、法人税も消費者（同時に勤労者であるこ
とも多い）に対して値上げ・賃金抑制という形で転
嫁されることがあるとすれば、消費税の増税は嫌だ
が法人税の増税なら構わない、と考えることは消費
者目線から見ても合理的ではないのかもしれない。

　このように本当に誰が負担しているのかがはっき
りしない法人税ではあるものの、現実の税収に占め
る割合だけを見ても、その重要性はやはり大きいと
言わざるを得ないであろう。令和 6 年度与党税制改
正大綱では、中期的に法人税の税率を上げる可能性
が述べられた。OECD の柱２によって国際最低税率
が導入される中で、国際的な法人税引き下げ競争を
終える環境は整いつつあるのかもしれない。その中
で、大綱が述べる、全体としては法人税率を引き上
げつつ、資金を内部に留保するにとどめずに、賃上
げや設備投資の形で将来の収益につなげようとする
企業について減税で報いる、という方向性は、それ
なりに説得力があるようにも思う。法人税の授業で
学生たちに問いかけても、おおむねそのような方向
性に賛同する意見が多かった。
　租税は、現実に社会を運営する上では必須のもの
であることは否定し得ない。そのうえで、どのよう
に税負担を求めるのが良いのかについては、こうし
て考えてくるだけでも、一つの答えがあるわけでは
ないように思われる。ここでは消費税と法人税につ
いて述べたが、昨今話題の児童手当と扶養控除の関
係など、個人所得税についても考えるべきことは多
い。じっくり考えることのできる大学という場を得
たことに感謝しつつ、税制の在り方全般について、
引き続き考えていきたい。

Ⅱ　法律家から見た租税の世界

　ここからは、租税法の解釈・適用において筆者が
重要と考える３点（租税法の文理解釈の原則・納税
者救済の観点からの文理解釈の限界・課税における
私法の尊重）について、述べてみることにしたい。

１．租税法の文理解釈の原則

　租税法規は、文理に即した解釈が基本であること
については、ホステス源泉徴収事件（最判平成 22
年 3 月 2 日民集 64 巻 2 号 420 頁）以来、裁判例に
おいて定着している。ここでは、近時の高裁判決で
実務的にも影響があり得る、事業再生における会社

分割が問題となった事例（高松高判令和４年 8 月
30 日公刊物未登載）によって、このことを見てみ
たい 5。

（１）事案の概要

①事業不振に陥った会社（以下「本件滞納法人」と
いう。）が、令和 5 年 4 月 1 日を新会社の設立登記
日とする新設分割（以下「本件新設分割」という。）
により新しく法人（以下「本件譲受法人」という。）
を設立し、その際、この時点では、本件滞納法人
の「負債」と「契約上の地位」のみを移転する（す
なわち、この時点では、「積極財産」は移転しない）。
この内容の議案を、同年 3 月 31 日開催の株主総会
において承認する。これにより同年 4 月 1 日の午
前 0 時をもって、本件滞納法人は、本件譲受法人
の100％株主となる。

      　　　　本件滞納法人

　　　　　　　　　　　新設分割（積極財産なし）

　　　　　  本件譲受法人

②令和 5 年３月 31 日に、本件滞納法人とスポンサー
との間で、本件新設分割によって本件譲受法人が
設立されることを条件として、本件譲受法人の株
式全部をスポンサーに譲渡する契約を締結し、同
日、代金決済および本件滞納法人における株式譲
渡の承認の機関決定を行う。これによって、同年 4
月 1 日の午前０時に本件譲受法人が設立されると
同時に、本件譲受法人の 100％株主は、スポンサー
となる会社に変更される。

 

    本件滞納法人
 　　　　　　　　　　　　          スポンサー
　　　　　　　　  株式譲渡

                        本件譲受法人

③令和５年 4 月 1 日開催の本件滞納法人の株主総会
で、本件滞納法人が事業用の資産や現預金（積極
財産）を本件譲受法人に譲渡することの承認の旨
を決議する（以下「本件資産譲渡」という。）。

      　　
　　　　　本件滞納法人

　　　　　　　　　　　資産譲渡（積極財産）

　　　　　  本件譲受法人

　以上の状況で、本件譲受法人が第二次納税義務を
負うかが問題となった。
　第二次納税義務とは、納税義務者が租税を滞納した
場合において、その財産について滞納処分を執行して
もなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合
に、納税義務者と一定の関係を有する者が、納税義務
者に代わって租税を納付する義務をいう。この制度は、
本来の納税義務者から租税の全部または一部を徴収す
ることが不可能であると認められる場合に、それと人
的・物的に特殊の関係にある者を第二次納税義務者と
し、これに本来の納税義務者の納税義務に代わる義務
を負担させることによって、租税の徴収確保を図るこ
とを目的とするものである6。
　納税者と特殊な関係のある個人又は被支配会社（特
殊関係者）に事業が譲渡され、その譲受人が同一又

は類似の事業を営んでいる場合、譲渡された積極財
産の価額の限度において、その滞納に係る国税の第
二次納税義務を負うものとされている（国税徴収法
38 条）。そして、特殊関係者に該当するか否かの判定
時期は、「事業を譲渡した時」とされている（国税徴
収法施行令13条 2項）。
　本判決の事案は、上記のようなケースにおいて、
本件滞納法人から会社法上の新設分割によって負債
および契約上の地位（積極財産は含まれない、とい
う点がポイントである。）を承継して設立され、その
後に、会社分割とは別途の資産譲渡契約に基づき、
本件滞納法人から資産（積極財産）を譲り受けた新
会社（本件譲受法人）が、滞納法人の「特殊関係者」
に該当するとして課税庁から第二次納税義務に係る
納付告知処分を受けたため、本件譲受法人がこれを
争って提訴したものである。
　課税庁は、本件新設分割と本件資産譲渡はあらか
じめ計画された一連の行為であり、別個の法形式を
取っているものの、実体は、有機的一体として機能
する財産の譲渡として、事業譲渡に当たるものと主
張した。より具体的に言うと、課税庁は、①の本件新
設分割によって令和 5 年 4 月 1 日に本件譲受法人が
設立登記されるとともに本件滞納法人が本件譲受法
人の株式を取得して本件譲受法人が本件滞納法人の
完全子会社（被支配会社）となり、それと「同日」
に③の資産譲渡がなされていることから、本件譲受
法人は本件滞納法人の特殊関係者に該当し、③によっ
て譲渡された積極財産の価額の限度で第二次納税義
務を負うべき旨を主張したのである。
　これに対し、本件譲受法人は、特殊関係者該当性
は「事業を譲渡した日」ではなく「事業を譲渡した時」
で判定するとされているところ、①の時点では積極財
産の譲渡がなく、積極財産の譲渡がなされた③の時
点では特殊関係者に該当しないのであるから、第二
次納税義務を負うべきではない旨主張した。「日」の
単位ではなく、「時」の単位で判断すべきとする点が
本件譲受法人の主張のポイントである。
　この点、第一審判決（高松地判令和４年２月 22 日
公刊物未登載）は、課税庁の主張を支持して、本件
譲受法人の請求を認めなかったため、本件譲受法人
が控訴した。

（２）裁判所の判断

控訴審裁判所は、概要、以下のように判断し、請求
を認容した。

①　国税徴収法 38 条は、本来は納税者が納付すべき
国税について、例外的に、滞納者と一定の親近性を
有する特殊関係者が、滞納者から事業の譲渡を受け、
かつ、当該事業と同一又は類似の事業を営んでいる
場合に、その譲受財産の価額の限度において、事業
を譲り受けた者に第二次納税義務を負わせることを
定めた規定であり、租税法規は侵害規範（権利を侵
害する規範）であることからも、例外に該当するた
めの要件の判断は厳格に解すべきである。

②　事業を受け継いで営業活動を行うためには、事
業のために用いる財産（有機的一体として機能す
る財産）の譲受けが完了している必要があるから、
「事業の譲渡の時」とは、有機的一体として機能す
る財産の全部又は一部の譲渡による財産移転の効
力が生じた時と解するのが相当である。

　　本件では、積極財産の譲渡があった時点では本
件譲受法人は納税者の特殊関係者ではなくなって
いるから、第二次納税義務を負うことはない。

③　会社法上は、新設分割により設立される会社の登
記の日に新設分割の効力が生じ、新設分割計画の定
めに従い権利義務が承継され（会社法 764 条、49
条）、新設分割会社は、同日、設立される会社の株
主となる（会社法764条8項）。しかし、これらの規定は、
会社法上の分割の効力発生日を定めるものにすぎず、
租税法規は侵害規範であって安易な拡張解釈は許さ
れないことを考慮すると、上記会社法の各規定をもっ
て、「事業の譲渡の時」との文言を用いている国税徴
収法施行令 13 条２項を、「事業の譲渡の日」と解釈
することは、同条項の文理上容認することができない。

（３）判決のポイント
　
　一見すると、文理通りの解釈は杓子定規で、第二

次納税義務を不当に免れるもののように思われる方
もあるかもしれない（もっとも、ここでは本論を離
れるので詳しく述べないが、筆者自身は、本判決は、
結論的にも妥当と考えている 7）。しかし、裁判所は
「時」という条文の文言を厳格に解釈し、これを「日」
と読むかのような課税当局の主張を退けた。
　判決も述べるように、租税法は、行政庁の一方的
行為によって課税の結果を生じさせる侵害規範であ
るから、納税者の予測可能性の観点に照らし、その
解釈は文理に即して行うことが、租税法律主義の趣
旨に合致すると言えよう。

２．文理解釈の限界

　もっとも、文理解釈を貫くと、納税者に酷な結果
をもたらす場合がある。これを乗り越えようとした
判決に、最判平成 26 年 12 月 12 日集民 248 号 165
頁がある。筆者は、この判決が好きで、さまざまな
機会にその紹介をしてきたところ 8、本件の裁判長
であった千葉勝美元最高裁判事ご自身も、最近の講
演で、良く取り上げられる事例として本件を紹介さ
れていた 9。筆者も、納税者を救済した「名判決」
として、法律家として租税を論ずる際に注目すべき
判決の一つと考えるので、改めてここで紹介させて
いただきたい。

（１）事案の概要　　　　　　　

　判決の事案を図式化して言えば、次のようなもの
である（数字は実際のものとは異なる）。

①　納税者が税額 1000 万円で相続税の申告をし、
納税をした。

②　当局が、いや、財産評価が間違っているので、
本当は600万円納めればよい、400万円は還付する、
とした（減額更正処分）。

③　その後当局が、この前の 600 万円というのは
間違っていた、800 万円だった（増額更正処分）。
よって、800 万円－600 万円の、200 万円について、

本来の納付期限に遡って、延滞税の支払を命じた。

（２）裁判所の判断

　最高裁は、②で税務署が 600 万円で良いとして、還付
までしたのだから、200万円の租税を納税者が払わなかっ
たとしてもやむを得ない、これについて延滞税を払わせ
たところで、期限までの納税を奨励するとか、他の納税
者との公平を図るとかの、延滞税の趣旨は実現されない
として、延滞税は発生しない、との判断を示した。

（３）判決のポイント

　条文そのものを素直に読めば延滞税が発生しても
やむを得ないところであったが、実質的な配慮から
納税者を救った判例である。千葉勝美裁判官の補足
意見は、課税庁側の主張を通せば不正義をもたらす
とまで述べている。
　課税当局の側から見れば、課税当局の主張に対して
は厳格な文理解釈で臨みながら、納税者に対しては趣
旨に沿った救済的な解釈をするのはいかがなものか、
という受け止め方があるかもしれない。しかし、課税
当局は大きな人的・物的資源を有する巨大な行政機関
であり、そのような組織と一般の納税者を同一の基準
で論ずることは、かえって公平を欠くように思われる。
　筆者としては、この判決のような、納税者の立場
に立った結論の妥当性を重視する考え方が、裁判所
に定着していくことを期待したい。

３．課税における私法の尊重－いわゆる信託型ストッ
　クオプションに即して

　課税の対象である経済取引は、第一次的には私法に
よって規律されているから、法的安定性の観点から、課
税は、私法上の法律関係を前提にし、これを尊重して行
うべきことは、裁判実務において確立している 10。この
ことについて、いわゆる信託型ストックオプションに関
する国税庁見解を素材として改めて見てみたい11。
　信託型ストックオプションとは、次のようなもの
である（国税庁「ストックオプションに対する課税
（Q&A）（情報）」（令和５年７月７日改訂）の問３）。

7  拙稿・前掲注 5参照。
8  直近では、2023年 11月2日に行ったAOTCA東京会議におけるスピーチでも、英語で、本件を紹介した。
9 千葉勝美「IFA日本支部：第 13回ウェブセミナーの報告」租税研究2023年 6月号 125頁。

【税制非適格ストックオプション（信託型）の課
税関係】
問３ 私は、下記のとおり、勤務先から信託会社を
通じてストックオプションを取得し、その権利を行
使することにより取得した株式を売却しました。こ
の場合の課税関係について教えてください。
① 発行会社又は発行会社の代表取締役等が信託会
社に金銭を信託して、信託（法人課税信託）を
組成する（信託の組成時に、受益者及びみなし
受益者は存在しない。）。
② 信託会社は、発行会社の譲渡制限付きストック
オプションを適正な時価（50）で購入する。
③ 発行会社は、信託期間において会社に貢献した
役職員を信託の受益者に指定し、信託財産とし
て管理されているストックオプションを当該役
職員に付与する。
④ 役職員は、ストックオプションを行使して発行
会社の株式を取得する。
⑤ 役職員は、ストックオプションを行使して取得
した株式を売却する。

【発行会社の株価等】
・ ストックオプションの購入時 ： 200
・ ストックオプションの付与時 ： 600
・ ストックオプションの行使時 ： 800（権利行使
価額 200）
・ 権利行使により取得した株式の譲渡時：1,000

＜図表：信託型ストックオプションのイメージ＞

　《税制非適格ストックオプション（信託型）のイメージ》

出典：国税庁 HP「ストックオプションに対する
課税（Q&A）（情報）」（令和５年７月７日改訂）

　国税庁は、上記問 3に対する回答の中に現れる（注
３）で、信託型ストックオプションでは、実質的には、
会社が役職員にストックオプションを付与している
こと、役職員に金銭等の負担がないことなどの理由
から、上記の経済的利益は労務の対価に当たり、給
与として課税されるとしている。しかし、本当にそ
れでいいのだろうか。
　私法の尊重という原則からすれば、信託型ストッ
クオプションは、私法である信託法を基礎とする信
託の仕組みによって構築されている点を踏まえ、私
法のベースの上に構築された信託税制のルールを尊
重すべきことになろう。信託税制によれば、信託型
ストックオプションでは、当初、受益者が存在しな
いことから、法人課税信託の課税ルールが適用され
る。その結果、課税関係は、以下のとおりになるは
ずである。

①　法人課税信託の受益者が役職員に確定すると、
信託財産であるストックオプション（新株予約権）
は、法人課税信託の受託法人から、受益者である
役職員に対して、受益者確定の直前における法人
課税信託における帳簿価額で取得したものとして
各年分の各種所得の金額が計算される（所得税法
67 条の 3 第 1 項）。

②　役職員には、受益者として確定したことにより、
経済的には、同時点の新株予約権の価値相当額の
純資産増加が生じるが、この収益の額は、当該年
分の各種所得の計算上、総収入金額に算入されな
い（同条第 2項）。

　上記①②に従えば、権利行使時に給与課税をする
という法律関係は出てこない。それを「実質的」とい
う一言によって乗り越えることが可能なのだろうか。
　国税庁も、この点を全く考えていないわけ
ではないであろう。それにもかかわらず、信
託型ストックオプションについて給与課税を
しなければならないという理由があるのでは
ないか。想像するに、国税庁は、本来は給与
所得として累進税率に服すべき所得が譲渡所
得の比例税率でのみ課税されることは、課税
の公平を害する、という考え方を持っている
のかもしれない。仮にそうであるとすると、
それ自体は、伝統的に所得税の理想として説
かれてきた垂直的公平の理念に沿うものでは
あり、租税政策的には理解が得られやすいと
も考えられる。ただ、その政策的考慮を支え
る法的根拠があるのか、は別の問題ではある。
　この点、外国親会社から日本子会社の役職員に付
与されたストックオプションについて、権利行使時
に給与所得課税がなされるとした最判平成 17 年 1
月 25 日民集 59 巻 1 号 64 頁は、国税庁に有利に働
く可能性もある。すなわち、この判決は、日本法人
に勤務する役職員から見て直接の契約の相手方では
ない外国親会社から付与されたストックオプション
であっても権利行使時に給与所得として課税される
としており、契約関係ではなく、ことがらの実質を
見たものともいえる。
　法律家である筆者には、信託契約という「法形式」は、
原則として尊重されるべきであると思われ、その点
で、国税庁見解に対する疑問は否定し得ない。しかし、
課税の公平ということも、無視しえない政策的考慮
ではある。その政策的考慮を支える法的論拠として、
上記の平成 17 年判決のような「実質的」観点を用い
ることも、あり得るのかもしれない。課税における
形式と実質の関係は、（すでに述べた文理解釈とその
限界の問題と似て）なかなかに難問である。

おわりに

　筆者が研究者に転じてからの 1 年に考えて来たの
は、以上のようなことである。まだ１年であるから、
見えていることは少ないが、それでも学生の皆さん
と交流をしていると、さまざまな可能性を感じる。
これからも、法曹実務家として養ってきたことをベー
スにしつつ、様々なことを考え、学んでいきたい。
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はじめに　

　このたび、光栄にも TAINS だより新春号への寄
稿のお話を頂戴し、自分に何が書けるか、良く考えた。
　その結果、筆者は、租税法を専門とする弁護士、
いわゆるタックス・ロイヤー（租税弁護士）から、最近、
法学部で租税法を担当する教員に転じたという、少
し珍しい経歴を有しており、これに即したお話を記
すことが、多少は読者諸賢のお役に立つかもしれな
い、と思うに至った。

　そこで、以下では、筆者の略歴を記した上、実務
家から学者に転じて 1 年ほど、授業を通じた学生と
の交流の中で税について改めて考えたことを述べた
上、その後、同じくこの 1 年にご縁があって公表した
２つの小論のエッセンスを、租税法の解釈に関する基
本原則の中に位置づけ直しつつ、再説することにし
たい。これらの小論は、最近の未公表判決（事業
再生における会社分割に関する事案）や話題のトピッ
ク（信託型ストックオプション）について述べたもので、
多少は読者の参考になると期待されると同時に、筆
者が弁護士時代から重要と考えて来た、租税法解
釈の基本原則と深く関わるものでもあるからである。

Ⅰ　学生の皆さんと租税法を学んで考えたこと

１．筆者の略歴

　筆者は、2000 年に弁護士登録をし、それから

2022 年まで、企業法務を専門とする弁護士として、
20 年ほど仕事をした。途中、2004 年にハーバード・
ロー・スクールに留学して租税法を専攻し、また、
2011 年～ 2014 年の間、東京国税不服審判所で国
税審判官（いわゆる任期付公務員）を務めた。そ
の後、2014 年に弁護士に復帰し、このころから本
格的に租税法の分野を専門とするようになった。
そして、2022 年 10 月、北海道大学大学院法学研究
科で租税法を担当する教授に就任し、現在に至っ
ている。

２．最初のゼミ

　上記のように、筆者は、もともと法曹実務家であり、
ごく最近に租税法研究者に転じたばかりであるから、
研究者としてはまだ 1 年ほどが経ったにすぎず、駆
け出しである。それでも、筆者にとっては大きな変
化があり、感じたことも少なくなかった。
　2022 年 10 月に着任後すぐ、法学部の 2 年生を参
加者の中心とするゼミを担当することになった。こ
の時のゼミには、定員 18 名のところ、40 名を超す
応募があった。これは、税金に興味がある人を広く
歓迎する旨のシラバスの記載や、筆者が、日本の法
学部の教員としては珍しく、弁護士からの転職者で
あったためと思われる。志望理由を見ながら選考し、
数名の弁護士志望者や公認会計士、税理士等の志望
者をはじめ、18 名の日本人学生に中国からの 2 名の
留学生を加えた形で、筆者の北海道大学での最初の
ゼミがスタートした。
　このゼミは、筆者が上梓した最初の書籍 1 をテキ

ストとして、納税者が課税当局に対して勝訴した裁
判例をテーマに、毎回 1 件、学生たちに原文を読ん
だ上で報告してもらい、その上で、皆で議論をする
内容とした。筆者は、2019 年～ 2022 年の間、弁護
士実務の傍ら、東京大学法科大学院でいくつかの租
税法科目を教えた経験がある。そのうちの一つの講
義科目につき、上掲書をテキストとする講義形式で
行ったことがあり、評判が良かったことから、今度は、
これを学部生向けのゼミ形式でやってみることにし
たのである。着任後間もない授業であったことから
手持ちの材料を使ったという面もあるものの、課税
当局と裁判所の見方が分かれた事例を検討すること
は、法を学び始めの法学部生が法的思考を養うのに
は適しているであろう、という見込みもあった。ただ、
なにぶん、まだ法学そのものの入門者である 2 年生
が中心であるため、始める前は、学生たちには難し
すぎはしないだろうか、という一抹の不安も持って
いた。
　実際に始めてみると、学生たちは概してまじめで
優秀であり、判決原文をベースにした報告をきちん
とこなし、ゼミはスムーズに進行した。一般に、最
近の学生は、生の判決文を読むことは億劫がり（もっ
とも、「今の学生」に限らず、筆者自身の学生時代を
思い返しても、判決原文を読んだ記憶はほとんどな
い）、判例の要旨をまとめたものくらいしか読まない
と聞いたこともあるが、逆にまだ 2 年生で先入観が
無かったせいなのか、学生たちが判決原文の読解を
こなしていたことには感心する。
　このゼミのテーマである「法律家目線から見た租
税」というものは、国税不服審判所勤務後の筆者が
これまで一貫して取り組んできたものでもあり、そ
のエッセンスを、本稿で後にまとめて記すことにし
たい。

３．2023年度の一連の授業

　2023 年 4 月からの年度には、法学部と法科大学院
のそれぞれで、いくつかの講義・ゼミを担当した。
法学部では、3年生を中心とした受講生に対する「行
政法Ⅲ」という講義（租税法は、法学部では、行政
法の各論に位置づけられるがゆえの科目名であり、

内容としては、所得税・法人税・資産税・国際課税
をひととおり眺めるものとした）に加え、引き続き
上記２で記したのと同様の 2 年生向けのゼミのほか、
主に 3 年生向けに、佐藤英明教授と西山由美教授に
よる最新の消費税法のテキスト2を輪読するゼミを行っ
た。また、法曹を養成する法科大学院では、夏学期に「租
税法Ａ」として所得税法を、秋学期に「租税法Ｂ」
として法人税法を、いわゆるソクラテス・メソッド
で講義した。
　筆者は、主に企業をクライアントとする弁護士で
あったから、租税法の中で触れる機会の多かったの
は、法人税法（国際租税法を含む）であり、個人所
得税や消費税に関しては、体系的に学ぶ機会は無かっ
た。それゆえ、特に夏学期は、租税法全般を講義する「行
政法Ⅲ」や所得税法を内容とする「租税法Ａ」の授
業の準備は、それなりに大変であった。また、消費
税についても苦手意識が強かったため、敢えて、秋
学期のゼミでは、せっかく直近に新しく学びやすそ
うな教科書が出たので、筆者自身の勉強のためにも
これを取り上げることにした。毎回、学生たちにテ
キストの内容を分担して報告してもらい、筆者自身
にとって大変に勉強になった。
　弁護士時代は、個別事案に対応するという仕事の
特性上やむを得ないこととは言え、その時々に必要
な勉強のみをする、ということにどうしてもなりが
ちであり、全体として租税法を学ぶということは、
なかなかできなかった。大学に来てからこの 1 年、
曲がりなりにも、所得税・法人税・消費税を中心に、
租税法全般について授業を行い、その準備のために
学ぶ中で、（弁護士時代のように法解釈の側面に興味
を持つだけではなく）税制全般の政策的な在り方に
ついても、少し考えるようになった。そのことにつ
いて、次に述べてみたい。

４．消費税－逆進性・軽減税率・そして消費税の目的
　
　消費税については、その基本的な仕組みを学んだ
上で、免税事業者・簡易課税といった中小事業者に
配慮する仕組み、逆進性と軽減税率、インボイスの
導入といったことも学生たちといろいろ議論してみ
て、考えさせられたことが多い。

　消費税の問題点として挙げられることの多い逆進
性については、逆進性という問題そのものの存在を
否定する立場があり得る。消費を課税対象とする消
費税について、所得税の課税対象である所得を基準
として「逆進的」であると述べることはおかしい、
という批判である。すなわち、消費税は、消費の量
に対しては比例的に課税する（言わば、お金を使っ
た分だけ、皆に平等に課税する）のだから、消費を
基準とすれば、逆進性は存在しない、ということで
ある。こうした批判に対して筆者自身は、伝統的な
所得再分配の思想に親近感を有する方であることか
ら、個人的にはあまり納得できずにいた。しかし、
学生たちに意見を聞いてみると、半数には行かない
までも少なくない数の学生が、上記の考え方に共感
する意見を述べ、筆者としても省みて考えさせられ
るところがあった。
　仮に逆進性の存在を肯定するとしても、その対策と
して軽減税率を用いることは、巷間指摘されるさまざ
まな問題点を踏まえると、あまり得策ではないという
意見が、これも半数には達しないまでも比較的目立っ
た。筆者から、軽減税率ではなく、いわゆる給付付き
税額控除の仕組みを導入することの是非について問い
かけると、これに賛成する意見もそれなりに存在した。
このたびの所得減税では、控除しきれないケースでは
給付を行うとされているようであり、日本でも、再び、
給付付き税額控除が議論の俎上に上ることもあるのか
もしれない、と思わされた。
　さらに根本にさかのぼると、そもそも消費税の租
税としての優位性はどこにあるか、という点につい
て、『スタンダード消費税法』では、財政目的（税
収の安定化）が最大の点として挙げられていたこと
3 が、筆者には印象的であった。筆者がこれまで聞
いたことのあるのは、消費税は、貯蓄に課税しない
ので経済的に見て中立的であることなど、経済学的
視点から消費税の優位性を論ずる議論が多かった。
それゆえ、財政目的という、見方によっては、それ
は政府ないし財政当局の都合ではないか、と言われ
かねないことが消費税の目的として教科書に正面か
ら記載されていることが新鮮だったのである。ゼミ
では、財政の安定化という目的を肯定的に捉える意

見が少なからず見られた。若い世代は、加速する
少子高齢化社会を正にこれから生きていく人たち
であるから、これを支える財政の安定化というこ
とを肯定的に捉えるのかもしれない。そのような
世代の問題なのか、筆者の考えが狭いものであっ
たのか、いずれにしても、目から鱗、の経験ではあっ
た。
　最後に、直近の話題であるインボイスについて
は、仕組みとして入れることについては納得する
意見が多い一方で、小規模事業者にとって少なく
とも短期的には不利益があり得ることや、フリー
ランスを働きやすくするという政府の全体的な施
策には逆行する面があることを指摘する意見もあ
り、バランスが取れていたように思う。

５．法人税－法人税の実質的負担者・税率引下げ競
　争の終焉？

　学生は、まだ社会に出ていないから、消費者目線
で考える人が多いように今のところ感じている。消費
者目線から素朴に考えれば、法人税は会社が払うもの
だから、消費者（あるいは勤労者）である個人の税負
担が増えるものではない（だから増税しても構わない）
と思うかもしれない。しかし、法人は、言わば「実体
のない」ものであるから、法人税の負担は、結局は、
誰か、生身の個人に帰着せざるを得ない。このことを
筆者は、東京大学法科大学院で「金融取引課税法」
の授業のテキストとした渡辺徹也教授の教科書の冒
頭で印象的に学んだ 4。現行の法人税法は、負担が株
主に帰着することを前提としているが、法人税の負
担がある分、賃金を抑制するという形で従業員が法
人税を負担することもあり得るし、製品・サービス
への価格転嫁によって消費者の負担となることもあ
り得るというわけである。日本では、消費税の増税
についてのみが嫌われる傾向がある。しかし、上記
のように、法人税も消費者（同時に勤労者であるこ
とも多い）に対して値上げ・賃金抑制という形で転
嫁されることがあるとすれば、消費税の増税は嫌だ
が法人税の増税なら構わない、と考えることは消費
者目線から見ても合理的ではないのかもしれない。

　このように本当に誰が負担しているのかがはっき
りしない法人税ではあるものの、現実の税収に占め
る割合だけを見ても、その重要性はやはり大きいと
言わざるを得ないであろう。令和 6 年度与党税制改
正大綱では、中期的に法人税の税率を上げる可能性
が述べられた。OECD の柱２によって国際最低税率
が導入される中で、国際的な法人税引き下げ競争を
終える環境は整いつつあるのかもしれない。その中
で、大綱が述べる、全体としては法人税率を引き上
げつつ、資金を内部に留保するにとどめずに、賃上
げや設備投資の形で将来の収益につなげようとする
企業について減税で報いる、という方向性は、それ
なりに説得力があるようにも思う。法人税の授業で
学生たちに問いかけても、おおむねそのような方向
性に賛同する意見が多かった。
　租税は、現実に社会を運営する上では必須のもの
であることは否定し得ない。そのうえで、どのよう
に税負担を求めるのが良いのかについては、こうし
て考えてくるだけでも、一つの答えがあるわけでは
ないように思われる。ここでは消費税と法人税につ
いて述べたが、昨今話題の児童手当と扶養控除の関
係など、個人所得税についても考えるべきことは多
い。じっくり考えることのできる大学という場を得
たことに感謝しつつ、税制の在り方全般について、
引き続き考えていきたい。

Ⅱ　法律家から見た租税の世界

　ここからは、租税法の解釈・適用において筆者が
重要と考える３点（租税法の文理解釈の原則・納税
者救済の観点からの文理解釈の限界・課税における
私法の尊重）について、述べてみることにしたい。

１．租税法の文理解釈の原則

　租税法規は、文理に即した解釈が基本であること
については、ホステス源泉徴収事件（最判平成 22
年 3 月 2 日民集 64 巻 2 号 420 頁）以来、裁判例に
おいて定着している。ここでは、近時の高裁判決で
実務的にも影響があり得る、事業再生における会社

分割が問題となった事例（高松高判令和４年 8 月
30 日公刊物未登載）によって、このことを見てみ
たい 5。

（１）事案の概要

①事業不振に陥った会社（以下「本件滞納法人」と
いう。）が、令和 5 年 4 月 1 日を新会社の設立登記
日とする新設分割（以下「本件新設分割」という。）
により新しく法人（以下「本件譲受法人」という。）
を設立し、その際、この時点では、本件滞納法人
の「負債」と「契約上の地位」のみを移転する（す
なわち、この時点では、「積極財産」は移転しない）。
この内容の議案を、同年 3 月 31 日開催の株主総会
において承認する。これにより同年 4 月 1 日の午
前 0 時をもって、本件滞納法人は、本件譲受法人
の100％株主となる。

      　　　　本件滞納法人

　　　　　　　　　　　新設分割（積極財産なし）

　　　　　  本件譲受法人

②令和 5 年３月 31 日に、本件滞納法人とスポンサー
との間で、本件新設分割によって本件譲受法人が
設立されることを条件として、本件譲受法人の株
式全部をスポンサーに譲渡する契約を締結し、同
日、代金決済および本件滞納法人における株式譲
渡の承認の機関決定を行う。これによって、同年 4
月 1 日の午前０時に本件譲受法人が設立されると
同時に、本件譲受法人の 100％株主は、スポンサー
となる会社に変更される。

 

    本件滞納法人
 　　　　　　　　　　　　          スポンサー
　　　　　　　　  株式譲渡

                        本件譲受法人

③令和５年 4 月 1 日開催の本件滞納法人の株主総会
で、本件滞納法人が事業用の資産や現預金（積極
財産）を本件譲受法人に譲渡することの承認の旨
を決議する（以下「本件資産譲渡」という。）。

      　　
　　　　　本件滞納法人

　　　　　　　　　　　資産譲渡（積極財産）

　　　　　  本件譲受法人

　以上の状況で、本件譲受法人が第二次納税義務を
負うかが問題となった。
　第二次納税義務とは、納税義務者が租税を滞納した
場合において、その財産について滞納処分を執行して
もなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合
に、納税義務者と一定の関係を有する者が、納税義務
者に代わって租税を納付する義務をいう。この制度は、
本来の納税義務者から租税の全部または一部を徴収す
ることが不可能であると認められる場合に、それと人
的・物的に特殊の関係にある者を第二次納税義務者と
し、これに本来の納税義務者の納税義務に代わる義務
を負担させることによって、租税の徴収確保を図るこ
とを目的とするものである6。
　納税者と特殊な関係のある個人又は被支配会社（特
殊関係者）に事業が譲渡され、その譲受人が同一又

は類似の事業を営んでいる場合、譲渡された積極財
産の価額の限度において、その滞納に係る国税の第
二次納税義務を負うものとされている（国税徴収法
38 条）。そして、特殊関係者に該当するか否かの判定
時期は、「事業を譲渡した時」とされている（国税徴
収法施行令13条 2項）。
　本判決の事案は、上記のようなケースにおいて、
本件滞納法人から会社法上の新設分割によって負債
および契約上の地位（積極財産は含まれない、とい
う点がポイントである。）を承継して設立され、その
後に、会社分割とは別途の資産譲渡契約に基づき、
本件滞納法人から資産（積極財産）を譲り受けた新
会社（本件譲受法人）が、滞納法人の「特殊関係者」
に該当するとして課税庁から第二次納税義務に係る
納付告知処分を受けたため、本件譲受法人がこれを
争って提訴したものである。
　課税庁は、本件新設分割と本件資産譲渡はあらか
じめ計画された一連の行為であり、別個の法形式を
取っているものの、実体は、有機的一体として機能
する財産の譲渡として、事業譲渡に当たるものと主
張した。より具体的に言うと、課税庁は、①の本件新
設分割によって令和 5 年 4 月 1 日に本件譲受法人が
設立登記されるとともに本件滞納法人が本件譲受法
人の株式を取得して本件譲受法人が本件滞納法人の
完全子会社（被支配会社）となり、それと「同日」
に③の資産譲渡がなされていることから、本件譲受
法人は本件滞納法人の特殊関係者に該当し、③によっ
て譲渡された積極財産の価額の限度で第二次納税義
務を負うべき旨を主張したのである。
　これに対し、本件譲受法人は、特殊関係者該当性
は「事業を譲渡した日」ではなく「事業を譲渡した時」
で判定するとされているところ、①の時点では積極財
産の譲渡がなく、積極財産の譲渡がなされた③の時
点では特殊関係者に該当しないのであるから、第二
次納税義務を負うべきではない旨主張した。「日」の
単位ではなく、「時」の単位で判断すべきとする点が
本件譲受法人の主張のポイントである。
　この点、第一審判決（高松地判令和４年２月 22 日
公刊物未登載）は、課税庁の主張を支持して、本件
譲受法人の請求を認めなかったため、本件譲受法人
が控訴した。

（２）裁判所の判断

控訴審裁判所は、概要、以下のように判断し、請求
を認容した。

①　国税徴収法 38 条は、本来は納税者が納付すべき
国税について、例外的に、滞納者と一定の親近性を
有する特殊関係者が、滞納者から事業の譲渡を受け、
かつ、当該事業と同一又は類似の事業を営んでいる
場合に、その譲受財産の価額の限度において、事業
を譲り受けた者に第二次納税義務を負わせることを
定めた規定であり、租税法規は侵害規範（権利を侵
害する規範）であることからも、例外に該当するた
めの要件の判断は厳格に解すべきである。

②　事業を受け継いで営業活動を行うためには、事
業のために用いる財産（有機的一体として機能す
る財産）の譲受けが完了している必要があるから、
「事業の譲渡の時」とは、有機的一体として機能す
る財産の全部又は一部の譲渡による財産移転の効
力が生じた時と解するのが相当である。

　　本件では、積極財産の譲渡があった時点では本
件譲受法人は納税者の特殊関係者ではなくなって
いるから、第二次納税義務を負うことはない。

③　会社法上は、新設分割により設立される会社の登
記の日に新設分割の効力が生じ、新設分割計画の定
めに従い権利義務が承継され（会社法 764 条、49
条）、新設分割会社は、同日、設立される会社の株
主となる（会社法764条8項）。しかし、これらの規定は、
会社法上の分割の効力発生日を定めるものにすぎず、
租税法規は侵害規範であって安易な拡張解釈は許さ
れないことを考慮すると、上記会社法の各規定をもっ
て、「事業の譲渡の時」との文言を用いている国税徴
収法施行令 13 条２項を、「事業の譲渡の日」と解釈
することは、同条項の文理上容認することができない。

（３）判決のポイント
　
　一見すると、文理通りの解釈は杓子定規で、第二

次納税義務を不当に免れるもののように思われる方
もあるかもしれない（もっとも、ここでは本論を離
れるので詳しく述べないが、筆者自身は、本判決は、
結論的にも妥当と考えている 7）。しかし、裁判所は
「時」という条文の文言を厳格に解釈し、これを「日」
と読むかのような課税当局の主張を退けた。
　判決も述べるように、租税法は、行政庁の一方的
行為によって課税の結果を生じさせる侵害規範であ
るから、納税者の予測可能性の観点に照らし、その
解釈は文理に即して行うことが、租税法律主義の趣
旨に合致すると言えよう。

２．文理解釈の限界

　もっとも、文理解釈を貫くと、納税者に酷な結果
をもたらす場合がある。これを乗り越えようとした
判決に、最判平成 26 年 12 月 12 日集民 248 号 165
頁がある。筆者は、この判決が好きで、さまざまな
機会にその紹介をしてきたところ 8、本件の裁判長
であった千葉勝美元最高裁判事ご自身も、最近の講
演で、良く取り上げられる事例として本件を紹介さ
れていた 9。筆者も、納税者を救済した「名判決」
として、法律家として租税を論ずる際に注目すべき
判決の一つと考えるので、改めてここで紹介させて
いただきたい。

（１）事案の概要　　　　　　　

　判決の事案を図式化して言えば、次のようなもの
である（数字は実際のものとは異なる）。

①　納税者が税額 1000 万円で相続税の申告をし、
納税をした。

②　当局が、いや、財産評価が間違っているので、
本当は600万円納めればよい、400万円は還付する、
とした（減額更正処分）。

③　その後当局が、この前の 600 万円というのは
間違っていた、800 万円だった（増額更正処分）。
よって、800 万円－600 万円の、200 万円について、

本来の納付期限に遡って、延滞税の支払を命じた。

（２）裁判所の判断

　最高裁は、②で税務署が 600 万円で良いとして、還付
までしたのだから、200万円の租税を納税者が払わなかっ
たとしてもやむを得ない、これについて延滞税を払わせ
たところで、期限までの納税を奨励するとか、他の納税
者との公平を図るとかの、延滞税の趣旨は実現されない
として、延滞税は発生しない、との判断を示した。

（３）判決のポイント

　条文そのものを素直に読めば延滞税が発生しても
やむを得ないところであったが、実質的な配慮から
納税者を救った判例である。千葉勝美裁判官の補足
意見は、課税庁側の主張を通せば不正義をもたらす
とまで述べている。
　課税当局の側から見れば、課税当局の主張に対して
は厳格な文理解釈で臨みながら、納税者に対しては趣
旨に沿った救済的な解釈をするのはいかがなものか、
という受け止め方があるかもしれない。しかし、課税
当局は大きな人的・物的資源を有する巨大な行政機関
であり、そのような組織と一般の納税者を同一の基準
で論ずることは、かえって公平を欠くように思われる。
　筆者としては、この判決のような、納税者の立場
に立った結論の妥当性を重視する考え方が、裁判所
に定着していくことを期待したい。

３．課税における私法の尊重－いわゆる信託型ストッ
　クオプションに即して

　課税の対象である経済取引は、第一次的には私法に
よって規律されているから、法的安定性の観点から、課
税は、私法上の法律関係を前提にし、これを尊重して行
うべきことは、裁判実務において確立している 10。この
ことについて、いわゆる信託型ストックオプションに関
する国税庁見解を素材として改めて見てみたい11。
　信託型ストックオプションとは、次のようなもの
である（国税庁「ストックオプションに対する課税
（Q&A）（情報）」（令和５年７月７日改訂）の問３）。

10  拙稿「租税法と私法取引の関係」ジュリスト1542号 66頁。
11 詳細は、拙稿「『信託型ストックオプション』の課税関係に関する考察」税経通信2023年 11月号 32頁を参照。

【税制非適格ストックオプション（信託型）の課
税関係】
問３ 私は、下記のとおり、勤務先から信託会社を
通じてストックオプションを取得し、その権利を行
使することにより取得した株式を売却しました。こ
の場合の課税関係について教えてください。
① 発行会社又は発行会社の代表取締役等が信託会
社に金銭を信託して、信託（法人課税信託）を
組成する（信託の組成時に、受益者及びみなし
受益者は存在しない。）。
② 信託会社は、発行会社の譲渡制限付きストック
オプションを適正な時価（50）で購入する。
③ 発行会社は、信託期間において会社に貢献した
役職員を信託の受益者に指定し、信託財産とし
て管理されているストックオプションを当該役
職員に付与する。
④ 役職員は、ストックオプションを行使して発行
会社の株式を取得する。
⑤ 役職員は、ストックオプションを行使して取得
した株式を売却する。

【発行会社の株価等】
・ ストックオプションの購入時 ： 200
・ ストックオプションの付与時 ： 600
・ ストックオプションの行使時 ： 800（権利行使
価額 200）
・ 権利行使により取得した株式の譲渡時：1,000

＜図表：信託型ストックオプションのイメージ＞

　《税制非適格ストックオプション（信託型）のイメージ》

　
出典：国税庁 HP「ストックオプションに対する
課税（Q&A）（情報）」（令和５年７月７日改訂）

　国税庁は、上記問 3に対する回答の中に現れる（注
３）で、信託型ストックオプションでは、実質的には、
会社が役職員にストックオプションを付与している
こと、役職員に金銭等の負担がないことなどの理由
から、上記の経済的利益は労務の対価に当たり、給
与として課税されるとしている。しかし、本当にそ
れでいいのだろうか。
　私法の尊重という原則からすれば、信託型ストッ
クオプションは、私法である信託法を基礎とする信
託の仕組みによって構築されている点を踏まえ、私
法のベースの上に構築された信託税制のルールを尊
重すべきことになろう。信託税制によれば、信託型
ストックオプションでは、当初、受益者が存在しな
いことから、法人課税信託の課税ルールが適用され
る。その結果、課税関係は、以下のとおりになるは
ずである。

①　法人課税信託の受益者が役職員に確定すると、
信託財産であるストックオプション（新株予約権）
は、法人課税信託の受託法人から、受益者である
役職員に対して、受益者確定の直前における法人
課税信託における帳簿価額で取得したものとして
各年分の各種所得の金額が計算される（所得税法
67 条の 3 第 1 項）。

②　役職員には、受益者として確定したことにより、
経済的には、同時点の新株予約権の価値相当額の
純資産増加が生じるが、この収益の額は、当該年
分の各種所得の計算上、総収入金額に算入されな
い（同条第 2項）。

　上記①②に従えば、権利行使時に給与課税をする
という法律関係は出てこない。それを「実質的」とい
う一言によって乗り越えることが可能なのだろうか。
　国税庁も、この点を全く考えていないわけ
ではないであろう。それにもかかわらず、信
託型ストックオプションについて給与課税を
しなければならないという理由があるのでは
ないか。想像するに、国税庁は、本来は給与
所得として累進税率に服すべき所得が譲渡所
得の比例税率でのみ課税されることは、課税
の公平を害する、という考え方を持っている
のかもしれない。仮にそうであるとすると、
それ自体は、伝統的に所得税の理想として説
かれてきた垂直的公平の理念に沿うものでは
あり、租税政策的には理解が得られやすいと
も考えられる。ただ、その政策的考慮を支え
る法的根拠があるのか、は別の問題ではある。
　この点、外国親会社から日本子会社の役職員に付
与されたストックオプションについて、権利行使時
に給与所得課税がなされるとした最判平成 17 年 1
月 25 日民集 59 巻 1 号 64 頁は、国税庁に有利に働
く可能性もある。すなわち、この判決は、日本法人
に勤務する役職員から見て直接の契約の相手方では
ない外国親会社から付与されたストックオプション
であっても権利行使時に給与所得として課税される
としており、契約関係ではなく、ことがらの実質を
見たものともいえる。
　法律家である筆者には、信託契約という「法形式」は、
原則として尊重されるべきであると思われ、その点
で、国税庁見解に対する疑問は否定し得ない。しかし、
課税の公平ということも、無視しえない政策的考慮
ではある。その政策的考慮を支える法的論拠として、
上記の平成 17 年判決のような「実質的」観点を用い
ることも、あり得るのかもしれない。課税における
形式と実質の関係は、（すでに述べた文理解釈とその
限界の問題と似て）なかなかに難問である。

おわりに

　筆者が研究者に転じてからの 1 年に考えて来たの
は、以上のようなことである。まだ１年であるから、
見えていることは少ないが、それでも学生の皆さん
と交流をしていると、さまざまな可能性を感じる。
これからも、法曹実務家として養ってきたことをベー
スにしつつ、様々なことを考え、学んでいきたい。
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はじめに　

　このたび、光栄にも TAINS だより新春号への寄
稿のお話を頂戴し、自分に何が書けるか、良く考えた。
　その結果、筆者は、租税法を専門とする弁護士、
いわゆるタックス・ロイヤー（租税弁護士）から、最近、
法学部で租税法を担当する教員に転じたという、少
し珍しい経歴を有しており、これに即したお話を記
すことが、多少は読者諸賢のお役に立つかもしれな
い、と思うに至った。

　そこで、以下では、筆者の略歴を記した上、実務
家から学者に転じて 1 年ほど、授業を通じた学生と
の交流の中で税について改めて考えたことを述べた
上、その後、同じくこの 1 年にご縁があって公表した
２つの小論のエッセンスを、租税法の解釈に関する基
本原則の中に位置づけ直しつつ、再説することにし
たい。これらの小論は、最近の未公表判決（事業
再生における会社分割に関する事案）や話題のトピッ
ク（信託型ストックオプション）について述べたもので、
多少は読者の参考になると期待されると同時に、筆
者が弁護士時代から重要と考えて来た、租税法解
釈の基本原則と深く関わるものでもあるからである。

Ⅰ　学生の皆さんと租税法を学んで考えたこと

１．筆者の略歴

　筆者は、2000 年に弁護士登録をし、それから

2022 年まで、企業法務を専門とする弁護士として、
20 年ほど仕事をした。途中、2004 年にハーバード・
ロー・スクールに留学して租税法を専攻し、また、
2011 年～ 2014 年の間、東京国税不服審判所で国
税審判官（いわゆる任期付公務員）を務めた。そ
の後、2014 年に弁護士に復帰し、このころから本
格的に租税法の分野を専門とするようになった。
そして、2022 年 10 月、北海道大学大学院法学研究
科で租税法を担当する教授に就任し、現在に至っ
ている。

２．最初のゼミ

　上記のように、筆者は、もともと法曹実務家であり、
ごく最近に租税法研究者に転じたばかりであるから、
研究者としてはまだ 1 年ほどが経ったにすぎず、駆
け出しである。それでも、筆者にとっては大きな変
化があり、感じたことも少なくなかった。
　2022 年 10 月に着任後すぐ、法学部の 2 年生を参
加者の中心とするゼミを担当することになった。こ
の時のゼミには、定員 18 名のところ、40 名を超す
応募があった。これは、税金に興味がある人を広く
歓迎する旨のシラバスの記載や、筆者が、日本の法
学部の教員としては珍しく、弁護士からの転職者で
あったためと思われる。志望理由を見ながら選考し、
数名の弁護士志望者や公認会計士、税理士等の志望
者をはじめ、18 名の日本人学生に中国からの 2 名の
留学生を加えた形で、筆者の北海道大学での最初の
ゼミがスタートした。
　このゼミは、筆者が上梓した最初の書籍 1 をテキ

ストとして、納税者が課税当局に対して勝訴した裁
判例をテーマに、毎回 1 件、学生たちに原文を読ん
だ上で報告してもらい、その上で、皆で議論をする
内容とした。筆者は、2019 年～ 2022 年の間、弁護
士実務の傍ら、東京大学法科大学院でいくつかの租
税法科目を教えた経験がある。そのうちの一つの講
義科目につき、上掲書をテキストとする講義形式で
行ったことがあり、評判が良かったことから、今度は、
これを学部生向けのゼミ形式でやってみることにし
たのである。着任後間もない授業であったことから
手持ちの材料を使ったという面もあるものの、課税
当局と裁判所の見方が分かれた事例を検討すること
は、法を学び始めの法学部生が法的思考を養うのに
は適しているであろう、という見込みもあった。ただ、
なにぶん、まだ法学そのものの入門者である 2 年生
が中心であるため、始める前は、学生たちには難し
すぎはしないだろうか、という一抹の不安も持って
いた。
　実際に始めてみると、学生たちは概してまじめで
優秀であり、判決原文をベースにした報告をきちん
とこなし、ゼミはスムーズに進行した。一般に、最
近の学生は、生の判決文を読むことは億劫がり（もっ
とも、「今の学生」に限らず、筆者自身の学生時代を
思い返しても、判決原文を読んだ記憶はほとんどな
い）、判例の要旨をまとめたものくらいしか読まない
と聞いたこともあるが、逆にまだ 2 年生で先入観が
無かったせいなのか、学生たちが判決原文の読解を
こなしていたことには感心する。
　このゼミのテーマである「法律家目線から見た租
税」というものは、国税不服審判所勤務後の筆者が
これまで一貫して取り組んできたものでもあり、そ
のエッセンスを、本稿で後にまとめて記すことにし
たい。

３．2023年度の一連の授業

　2023 年 4 月からの年度には、法学部と法科大学院
のそれぞれで、いくつかの講義・ゼミを担当した。
法学部では、3年生を中心とした受講生に対する「行
政法Ⅲ」という講義（租税法は、法学部では、行政
法の各論に位置づけられるがゆえの科目名であり、

内容としては、所得税・法人税・資産税・国際課税
をひととおり眺めるものとした）に加え、引き続き
上記２で記したのと同様の 2 年生向けのゼミのほか、
主に 3 年生向けに、佐藤英明教授と西山由美教授に
よる最新の消費税法のテキスト2を輪読するゼミを行っ
た。また、法曹を養成する法科大学院では、夏学期に「租
税法Ａ」として所得税法を、秋学期に「租税法Ｂ」
として法人税法を、いわゆるソクラテス・メソッド
で講義した。
　筆者は、主に企業をクライアントとする弁護士で
あったから、租税法の中で触れる機会の多かったの
は、法人税法（国際租税法を含む）であり、個人所
得税や消費税に関しては、体系的に学ぶ機会は無かっ
た。それゆえ、特に夏学期は、租税法全般を講義する「行
政法Ⅲ」や所得税法を内容とする「租税法Ａ」の授
業の準備は、それなりに大変であった。また、消費
税についても苦手意識が強かったため、敢えて、秋
学期のゼミでは、せっかく直近に新しく学びやすそ
うな教科書が出たので、筆者自身の勉強のためにも
これを取り上げることにした。毎回、学生たちにテ
キストの内容を分担して報告してもらい、筆者自身
にとって大変に勉強になった。
　弁護士時代は、個別事案に対応するという仕事の
特性上やむを得ないこととは言え、その時々に必要
な勉強のみをする、ということにどうしてもなりが
ちであり、全体として租税法を学ぶということは、
なかなかできなかった。大学に来てからこの 1 年、
曲がりなりにも、所得税・法人税・消費税を中心に、
租税法全般について授業を行い、その準備のために
学ぶ中で、（弁護士時代のように法解釈の側面に興味
を持つだけではなく）税制全般の政策的な在り方に
ついても、少し考えるようになった。そのことにつ
いて、次に述べてみたい。

４．消費税－逆進性・軽減税率・そして消費税の目的
　
　消費税については、その基本的な仕組みを学んだ
上で、免税事業者・簡易課税といった中小事業者に
配慮する仕組み、逆進性と軽減税率、インボイスの
導入といったことも学生たちといろいろ議論してみ
て、考えさせられたことが多い。

　消費税の問題点として挙げられることの多い逆進
性については、逆進性という問題そのものの存在を
否定する立場があり得る。消費を課税対象とする消
費税について、所得税の課税対象である所得を基準
として「逆進的」であると述べることはおかしい、
という批判である。すなわち、消費税は、消費の量
に対しては比例的に課税する（言わば、お金を使っ
た分だけ、皆に平等に課税する）のだから、消費を
基準とすれば、逆進性は存在しない、ということで
ある。こうした批判に対して筆者自身は、伝統的な
所得再分配の思想に親近感を有する方であることか
ら、個人的にはあまり納得できずにいた。しかし、
学生たちに意見を聞いてみると、半数には行かない
までも少なくない数の学生が、上記の考え方に共感
する意見を述べ、筆者としても省みて考えさせられ
るところがあった。
　仮に逆進性の存在を肯定するとしても、その対策と
して軽減税率を用いることは、巷間指摘されるさまざ
まな問題点を踏まえると、あまり得策ではないという
意見が、これも半数には達しないまでも比較的目立っ
た。筆者から、軽減税率ではなく、いわゆる給付付き
税額控除の仕組みを導入することの是非について問い
かけると、これに賛成する意見もそれなりに存在した。
このたびの所得減税では、控除しきれないケースでは
給付を行うとされているようであり、日本でも、再び、
給付付き税額控除が議論の俎上に上ることもあるのか
もしれない、と思わされた。
　さらに根本にさかのぼると、そもそも消費税の租
税としての優位性はどこにあるか、という点につい
て、『スタンダード消費税法』では、財政目的（税
収の安定化）が最大の点として挙げられていたこと
3 が、筆者には印象的であった。筆者がこれまで聞
いたことのあるのは、消費税は、貯蓄に課税しない
ので経済的に見て中立的であることなど、経済学的
視点から消費税の優位性を論ずる議論が多かった。
それゆえ、財政目的という、見方によっては、それ
は政府ないし財政当局の都合ではないか、と言われ
かねないことが消費税の目的として教科書に正面か
ら記載されていることが新鮮だったのである。ゼミ
では、財政の安定化という目的を肯定的に捉える意

見が少なからず見られた。若い世代は、加速する
少子高齢化社会を正にこれから生きていく人たち
であるから、これを支える財政の安定化というこ
とを肯定的に捉えるのかもしれない。そのような
世代の問題なのか、筆者の考えが狭いものであっ
たのか、いずれにしても、目から鱗、の経験ではあっ
た。
　最後に、直近の話題であるインボイスについて
は、仕組みとして入れることについては納得する
意見が多い一方で、小規模事業者にとって少なく
とも短期的には不利益があり得ることや、フリー
ランスを働きやすくするという政府の全体的な施
策には逆行する面があることを指摘する意見もあ
り、バランスが取れていたように思う。

５．法人税－法人税の実質的負担者・税率引下げ競
　争の終焉？

　学生は、まだ社会に出ていないから、消費者目線
で考える人が多いように今のところ感じている。消費
者目線から素朴に考えれば、法人税は会社が払うもの
だから、消費者（あるいは勤労者）である個人の税負
担が増えるものではない（だから増税しても構わない）
と思うかもしれない。しかし、法人は、言わば「実体
のない」ものであるから、法人税の負担は、結局は、
誰か、生身の個人に帰着せざるを得ない。このことを
筆者は、東京大学法科大学院で「金融取引課税法」
の授業のテキストとした渡辺徹也教授の教科書の冒
頭で印象的に学んだ 4。現行の法人税法は、負担が株
主に帰着することを前提としているが、法人税の負
担がある分、賃金を抑制するという形で従業員が法
人税を負担することもあり得るし、製品・サービス
への価格転嫁によって消費者の負担となることもあ
り得るというわけである。日本では、消費税の増税
についてのみが嫌われる傾向がある。しかし、上記
のように、法人税も消費者（同時に勤労者であるこ
とも多い）に対して値上げ・賃金抑制という形で転
嫁されることがあるとすれば、消費税の増税は嫌だ
が法人税の増税なら構わない、と考えることは消費
者目線から見ても合理的ではないのかもしれない。

　このように本当に誰が負担しているのかがはっき
りしない法人税ではあるものの、現実の税収に占め
る割合だけを見ても、その重要性はやはり大きいと
言わざるを得ないであろう。令和 6 年度与党税制改
正大綱では、中期的に法人税の税率を上げる可能性
が述べられた。OECD の柱２によって国際最低税率
が導入される中で、国際的な法人税引き下げ競争を
終える環境は整いつつあるのかもしれない。その中
で、大綱が述べる、全体としては法人税率を引き上
げつつ、資金を内部に留保するにとどめずに、賃上
げや設備投資の形で将来の収益につなげようとする
企業について減税で報いる、という方向性は、それ
なりに説得力があるようにも思う。法人税の授業で
学生たちに問いかけても、おおむねそのような方向
性に賛同する意見が多かった。
　租税は、現実に社会を運営する上では必須のもの
であることは否定し得ない。そのうえで、どのよう
に税負担を求めるのが良いのかについては、こうし
て考えてくるだけでも、一つの答えがあるわけでは
ないように思われる。ここでは消費税と法人税につ
いて述べたが、昨今話題の児童手当と扶養控除の関
係など、個人所得税についても考えるべきことは多
い。じっくり考えることのできる大学という場を得
たことに感謝しつつ、税制の在り方全般について、
引き続き考えていきたい。

Ⅱ　法律家から見た租税の世界

　ここからは、租税法の解釈・適用において筆者が
重要と考える３点（租税法の文理解釈の原則・納税
者救済の観点からの文理解釈の限界・課税における
私法の尊重）について、述べてみることにしたい。

１．租税法の文理解釈の原則

　租税法規は、文理に即した解釈が基本であること
については、ホステス源泉徴収事件（最判平成 22
年 3 月 2 日民集 64 巻 2 号 420 頁）以来、裁判例に
おいて定着している。ここでは、近時の高裁判決で
実務的にも影響があり得る、事業再生における会社

分割が問題となった事例（高松高判令和４年 8 月
30 日公刊物未登載）によって、このことを見てみ
たい 5。

（１）事案の概要

①事業不振に陥った会社（以下「本件滞納法人」と
いう。）が、令和 5 年 4 月 1 日を新会社の設立登記
日とする新設分割（以下「本件新設分割」という。）
により新しく法人（以下「本件譲受法人」という。）
を設立し、その際、この時点では、本件滞納法人
の「負債」と「契約上の地位」のみを移転する（す
なわち、この時点では、「積極財産」は移転しない）。
この内容の議案を、同年 3 月 31 日開催の株主総会
において承認する。これにより同年 4 月 1 日の午
前 0 時をもって、本件滞納法人は、本件譲受法人
の100％株主となる。

      　　　　本件滞納法人

　　　　　　　　　　　新設分割（積極財産なし）

　　　　　  本件譲受法人

②令和 5 年３月 31 日に、本件滞納法人とスポンサー
との間で、本件新設分割によって本件譲受法人が
設立されることを条件として、本件譲受法人の株
式全部をスポンサーに譲渡する契約を締結し、同
日、代金決済および本件滞納法人における株式譲
渡の承認の機関決定を行う。これによって、同年 4
月 1 日の午前０時に本件譲受法人が設立されると
同時に、本件譲受法人の 100％株主は、スポンサー
となる会社に変更される。

 

    本件滞納法人
 　　　　　　　　　　　　          スポンサー
　　　　　　　　  株式譲渡

                        本件譲受法人

③令和５年 4 月 1 日開催の本件滞納法人の株主総会
で、本件滞納法人が事業用の資産や現預金（積極
財産）を本件譲受法人に譲渡することの承認の旨
を決議する（以下「本件資産譲渡」という。）。

      　　
　　　　　本件滞納法人

　　　　　　　　　　　資産譲渡（積極財産）

　　　　　  本件譲受法人

　以上の状況で、本件譲受法人が第二次納税義務を
負うかが問題となった。
　第二次納税義務とは、納税義務者が租税を滞納した
場合において、その財産について滞納処分を執行して
もなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合
に、納税義務者と一定の関係を有する者が、納税義務
者に代わって租税を納付する義務をいう。この制度は、
本来の納税義務者から租税の全部または一部を徴収す
ることが不可能であると認められる場合に、それと人
的・物的に特殊の関係にある者を第二次納税義務者と
し、これに本来の納税義務者の納税義務に代わる義務
を負担させることによって、租税の徴収確保を図るこ
とを目的とするものである6。
　納税者と特殊な関係のある個人又は被支配会社（特
殊関係者）に事業が譲渡され、その譲受人が同一又

は類似の事業を営んでいる場合、譲渡された積極財
産の価額の限度において、その滞納に係る国税の第
二次納税義務を負うものとされている（国税徴収法
38 条）。そして、特殊関係者に該当するか否かの判定
時期は、「事業を譲渡した時」とされている（国税徴
収法施行令13条 2項）。
　本判決の事案は、上記のようなケースにおいて、
本件滞納法人から会社法上の新設分割によって負債
および契約上の地位（積極財産は含まれない、とい
う点がポイントである。）を承継して設立され、その
後に、会社分割とは別途の資産譲渡契約に基づき、
本件滞納法人から資産（積極財産）を譲り受けた新
会社（本件譲受法人）が、滞納法人の「特殊関係者」
に該当するとして課税庁から第二次納税義務に係る
納付告知処分を受けたため、本件譲受法人がこれを
争って提訴したものである。
　課税庁は、本件新設分割と本件資産譲渡はあらか
じめ計画された一連の行為であり、別個の法形式を
取っているものの、実体は、有機的一体として機能
する財産の譲渡として、事業譲渡に当たるものと主
張した。より具体的に言うと、課税庁は、①の本件新
設分割によって令和 5 年 4 月 1 日に本件譲受法人が
設立登記されるとともに本件滞納法人が本件譲受法
人の株式を取得して本件譲受法人が本件滞納法人の
完全子会社（被支配会社）となり、それと「同日」
に③の資産譲渡がなされていることから、本件譲受
法人は本件滞納法人の特殊関係者に該当し、③によっ
て譲渡された積極財産の価額の限度で第二次納税義
務を負うべき旨を主張したのである。
　これに対し、本件譲受法人は、特殊関係者該当性
は「事業を譲渡した日」ではなく「事業を譲渡した時」
で判定するとされているところ、①の時点では積極財
産の譲渡がなく、積極財産の譲渡がなされた③の時
点では特殊関係者に該当しないのであるから、第二
次納税義務を負うべきではない旨主張した。「日」の
単位ではなく、「時」の単位で判断すべきとする点が
本件譲受法人の主張のポイントである。
　この点、第一審判決（高松地判令和４年２月 22 日
公刊物未登載）は、課税庁の主張を支持して、本件
譲受法人の請求を認めなかったため、本件譲受法人
が控訴した。

（２）裁判所の判断

控訴審裁判所は、概要、以下のように判断し、請求
を認容した。

①　国税徴収法 38 条は、本来は納税者が納付すべき
国税について、例外的に、滞納者と一定の親近性を
有する特殊関係者が、滞納者から事業の譲渡を受け、
かつ、当該事業と同一又は類似の事業を営んでいる
場合に、その譲受財産の価額の限度において、事業
を譲り受けた者に第二次納税義務を負わせることを
定めた規定であり、租税法規は侵害規範（権利を侵
害する規範）であることからも、例外に該当するた
めの要件の判断は厳格に解すべきである。

②　事業を受け継いで営業活動を行うためには、事
業のために用いる財産（有機的一体として機能す
る財産）の譲受けが完了している必要があるから、
「事業の譲渡の時」とは、有機的一体として機能す
る財産の全部又は一部の譲渡による財産移転の効
力が生じた時と解するのが相当である。

　　本件では、積極財産の譲渡があった時点では本
件譲受法人は納税者の特殊関係者ではなくなって
いるから、第二次納税義務を負うことはない。

③　会社法上は、新設分割により設立される会社の登
記の日に新設分割の効力が生じ、新設分割計画の定
めに従い権利義務が承継され（会社法 764 条、49
条）、新設分割会社は、同日、設立される会社の株
主となる（会社法764条8項）。しかし、これらの規定は、
会社法上の分割の効力発生日を定めるものにすぎず、
租税法規は侵害規範であって安易な拡張解釈は許さ
れないことを考慮すると、上記会社法の各規定をもっ
て、「事業の譲渡の時」との文言を用いている国税徴
収法施行令 13 条２項を、「事業の譲渡の日」と解釈
することは、同条項の文理上容認することができない。

（３）判決のポイント
　
　一見すると、文理通りの解釈は杓子定規で、第二

次納税義務を不当に免れるもののように思われる方
もあるかもしれない（もっとも、ここでは本論を離
れるので詳しく述べないが、筆者自身は、本判決は、
結論的にも妥当と考えている 7）。しかし、裁判所は
「時」という条文の文言を厳格に解釈し、これを「日」
と読むかのような課税当局の主張を退けた。
　判決も述べるように、租税法は、行政庁の一方的
行為によって課税の結果を生じさせる侵害規範であ
るから、納税者の予測可能性の観点に照らし、その
解釈は文理に即して行うことが、租税法律主義の趣
旨に合致すると言えよう。

２．文理解釈の限界

　もっとも、文理解釈を貫くと、納税者に酷な結果
をもたらす場合がある。これを乗り越えようとした
判決に、最判平成 26 年 12 月 12 日集民 248 号 165
頁がある。筆者は、この判決が好きで、さまざまな
機会にその紹介をしてきたところ 8、本件の裁判長
であった千葉勝美元最高裁判事ご自身も、最近の講
演で、良く取り上げられる事例として本件を紹介さ
れていた 9。筆者も、納税者を救済した「名判決」
として、法律家として租税を論ずる際に注目すべき
判決の一つと考えるので、改めてここで紹介させて
いただきたい。

（１）事案の概要　　　　　　　

　判決の事案を図式化して言えば、次のようなもの
である（数字は実際のものとは異なる）。

①　納税者が税額 1000 万円で相続税の申告をし、
納税をした。

②　当局が、いや、財産評価が間違っているので、
本当は600万円納めればよい、400万円は還付する、
とした（減額更正処分）。

③　その後当局が、この前の 600 万円というのは
間違っていた、800 万円だった（増額更正処分）。
よって、800 万円－600 万円の、200 万円について、

本来の納付期限に遡って、延滞税の支払を命じた。

（２）裁判所の判断

　最高裁は、②で税務署が 600 万円で良いとして、還付
までしたのだから、200万円の租税を納税者が払わなかっ
たとしてもやむを得ない、これについて延滞税を払わせ
たところで、期限までの納税を奨励するとか、他の納税
者との公平を図るとかの、延滞税の趣旨は実現されない
として、延滞税は発生しない、との判断を示した。

（３）判決のポイント

　条文そのものを素直に読めば延滞税が発生しても
やむを得ないところであったが、実質的な配慮から
納税者を救った判例である。千葉勝美裁判官の補足
意見は、課税庁側の主張を通せば不正義をもたらす
とまで述べている。
　課税当局の側から見れば、課税当局の主張に対して
は厳格な文理解釈で臨みながら、納税者に対しては趣
旨に沿った救済的な解釈をするのはいかがなものか、
という受け止め方があるかもしれない。しかし、課税
当局は大きな人的・物的資源を有する巨大な行政機関
であり、そのような組織と一般の納税者を同一の基準
で論ずることは、かえって公平を欠くように思われる。
　筆者としては、この判決のような、納税者の立場
に立った結論の妥当性を重視する考え方が、裁判所
に定着していくことを期待したい。

３．課税における私法の尊重－いわゆる信託型ストッ
　クオプションに即して

　課税の対象である経済取引は、第一次的には私法に
よって規律されているから、法的安定性の観点から、課
税は、私法上の法律関係を前提にし、これを尊重して行
うべきことは、裁判実務において確立している 10。この
ことについて、いわゆる信託型ストックオプションに関
する国税庁見解を素材として改めて見てみたい11。
　信託型ストックオプションとは、次のようなもの
である（国税庁「ストックオプションに対する課税
（Q&A）（情報）」（令和５年７月７日改訂）の問３）。

【税制非適格ストックオプション（信託型）の課
税関係】
問３ 私は、下記のとおり、勤務先から信託会社を
通じてストックオプションを取得し、その権利を行
使することにより取得した株式を売却しました。こ
の場合の課税関係について教えてください。
① 発行会社又は発行会社の代表取締役等が信託会
社に金銭を信託して、信託（法人課税信託）を
組成する（信託の組成時に、受益者及びみなし
受益者は存在しない。）。
② 信託会社は、発行会社の譲渡制限付きストック
オプションを適正な時価（50）で購入する。
③ 発行会社は、信託期間において会社に貢献した
役職員を信託の受益者に指定し、信託財産とし
て管理されているストックオプションを当該役
職員に付与する。
④ 役職員は、ストックオプションを行使して発行
会社の株式を取得する。
⑤ 役職員は、ストックオプションを行使して取得
した株式を売却する。

【発行会社の株価等】
・ ストックオプションの購入時 ： 200
・ ストックオプションの付与時 ： 600
・ ストックオプションの行使時 ： 800（権利行使
価額 200）
・ 権利行使により取得した株式の譲渡時：1,000

＜図表：信託型ストックオプションのイメージ＞

　《税制非適格ストックオプション（信託型）のイメージ》

出典：国税庁 HP「ストックオプションに対する
課税（Q&A）（情報）」（令和５年７月７日改訂）

　国税庁は、上記問 3に対する回答の中に現れる（注
３）で、信託型ストックオプションでは、実質的には、
会社が役職員にストックオプションを付与している
こと、役職員に金銭等の負担がないことなどの理由
から、上記の経済的利益は労務の対価に当たり、給
与として課税されるとしている。しかし、本当にそ
れでいいのだろうか。
　私法の尊重という原則からすれば、信託型ストッ
クオプションは、私法である信託法を基礎とする信
託の仕組みによって構築されている点を踏まえ、私
法のベースの上に構築された信託税制のルールを尊
重すべきことになろう。信託税制によれば、信託型
ストックオプションでは、当初、受益者が存在しな
いことから、法人課税信託の課税ルールが適用され
る。その結果、課税関係は、以下のとおりになるは
ずである。

①　法人課税信託の受益者が役職員に確定すると、
信託財産であるストックオプション（新株予約権）
は、法人課税信託の受託法人から、受益者である
役職員に対して、受益者確定の直前における法人
課税信託における帳簿価額で取得したものとして
各年分の各種所得の金額が計算される（所得税法
67 条の 3 第 1 項）。

②　役職員には、受益者として確定したことにより、
経済的には、同時点の新株予約権の価値相当額の
純資産増加が生じるが、この収益の額は、当該年
分の各種所得の計算上、総収入金額に算入されな
い（同条第 2項）。

　上記①②に従えば、権利行使時に給与課税をする
という法律関係は出てこない。それを「実質的」とい
う一言によって乗り越えることが可能なのだろうか。
　国税庁も、この点を全く考えていないわけ
ではないであろう。それにもかかわらず、信
託型ストックオプションについて給与課税を
しなければならないという理由があるのでは
ないか。想像するに、国税庁は、本来は給与
所得として累進税率に服すべき所得が譲渡所
得の比例税率でのみ課税されることは、課税
の公平を害する、という考え方を持っている
のかもしれない。仮にそうであるとすると、
それ自体は、伝統的に所得税の理想として説
かれてきた垂直的公平の理念に沿うものでは
あり、租税政策的には理解が得られやすいと
も考えられる。ただ、その政策的考慮を支え
る法的根拠があるのか、は別の問題ではある。
　この点、外国親会社から日本子会社の役職員に付
与されたストックオプションについて、権利行使時
に給与所得課税がなされるとした最判平成 17 年 1
月 25 日民集 59 巻 1 号 64 頁は、国税庁に有利に働
く可能性もある。すなわち、この判決は、日本法人
に勤務する役職員から見て直接の契約の相手方では
ない外国親会社から付与されたストックオプション
であっても権利行使時に給与所得として課税される
としており、契約関係ではなく、ことがらの実質を
見たものともいえる。
　法律家である筆者には、信託契約という「法形式」は、
原則として尊重されるべきであると思われ、その点
で、国税庁見解に対する疑問は否定し得ない。しかし、
課税の公平ということも、無視しえない政策的考慮
ではある。その政策的考慮を支える法的論拠として、
上記の平成 17 年判決のような「実質的」観点を用い
ることも、あり得るのかもしれない。課税における
形式と実質の関係は、（すでに述べた文理解釈とその
限界の問題と似て）なかなかに難問である。

おわりに

　筆者が研究者に転じてからの 1 年に考えて来たの
は、以上のようなことである。まだ１年であるから、
見えていることは少ないが、それでも学生の皆さん
と交流をしていると、さまざまな可能性を感じる。
これからも、法曹実務家として養ってきたことをベー
スにしつつ、様々なことを考え、学んでいきたい。
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今週の判決等(2023年10月～2023年12月収録）

　貸付残債権の放棄による損失／雑所得の必要経費算
入の可否（所法５１条４項）
（令０４－０７－１４　東京地裁　棄却　Ｚ８８８－２５１２）
　原告は、平成２３年、英国領バージン諸島に設立したＡ
社に対して、合計で約３９９２万ユーロの貸付けを行い、Ａ社
はその貸付金により船舶（中古ヨット）を３５００万ユーロで購
入し維持管理した上、平成２６年に約２１４５万ユーロで船
舶を売却し、その代金を貸付けの一部に対する弁済に充て
ました。本件は、原告が貸付残債権を放棄したことにより生
じた損失を、所得税法５１条４項に基づき、雑所得（為替
差益）の必要経費に算入することができるか否かを争点と
する事案です。東京地裁は、次のように判示して、原告の
請求を棄却しました。
　本件貸付けについては、無担保かつ無利息であり、また、
船舶の購入資金として貸付けを行ったものであり、利息によ
る利益獲得の営利性や為替差益を得る旨の営利性を認める         
ことができない。そうすると、原告が独立的営利活動を行っ

　相続税の還付金の受領権限／偽造された委任状に基
づく還付金の支払の効力
（令０３－０８－２４　東京地裁判決　一部認容　Ｚ７７７－２０２１１６）
  被告国は、被告Ｙ（相続人）が偽造した還付金の受
領に係る委任状に基づき、本来原告に対して支払うべき
還付金を被告Ｙに支払いました。本件は、原告が、本
件支払は代理権を有しない者に対してされたため効力が
ないと主張して、国に対し、還付金等の支払を求めると
ともに、被告Ｙ及び被告税理士法人に対して、共同不
法行為に基づき、還付金の額に弁護士費用を加えた損
害金等の支払を求める事案です。
　地裁は、被告Ｙは、不法行為責任を免れないと判断し、
原告の被告Ｙに対する請求を認容しました。
　被告税理士法人が本件委任状を税務署に提出するに

当たって原告に対する意思確認をすべき注意義務を負っ
ていたということはできず、税理士法人にはこの点に関す
る過失は認められないとして、請求人の請求を棄却しまし
た。
  被告国については、委任状の原告名下の押印が原告
の意思に反してされた可能性を疑うべき事情があったとは
認め難いとし、税務署長が本件支払をしたことには過失
を認めることができず、国は善意無過失であったというべ
きであり、本件支払は、債権の準占有者に対する弁済と
しての効力を有し（民法４７８）、これにより本件還付請
求権は消滅したと判断しました。
≪検索方法≫ 〔細かい条件を指定して検索〕
　　　      　【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｚ７７７－２０２１１６

（税法データベース編集室：大高　由美子）

　

ていたことを認めることはできず、雑所得を生ずべき業務自体
が認められないから、貸付残債権は、「雑所得を生ずべき業
務の用に供される資産」に該当しない。
　本件貸付けは、Ａ社が十分な資金を有するまで弁済を求め
ないことが合意されていたこと、Ａ社の資産は、船舶又はその
売却代金のみであった上、Ａ社は弁済に充てる原資を獲得す
るための活動を行っていなかったことが認められるから、貸付
残債権は、その客観的性質に照らし、弁済を受けて為替差
益（雑所得）が発生する具体的可能性がなく「雑所得の
基因となる資産」に該当しない。
　以上によれば、所得税法５１条４項の適用によって、貸付
残債権に係る損失を雑所得の金額の計算上、必要経費に
算入することはできない。
≪検索方法≫ 〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　   【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｚ８８８－２５１２

（税法データベース編集室：市野瀬　啻子）

■ＴＡＩＮＳメールニュース      No.640 2023.10.12

はじめに　

　このたび、光栄にも TAINS だより新春号への寄
稿のお話を頂戴し、自分に何が書けるか、良く考えた。
　その結果、筆者は、租税法を専門とする弁護士、
いわゆるタックス・ロイヤー（租税弁護士）から、最近、
法学部で租税法を担当する教員に転じたという、少
し珍しい経歴を有しており、これに即したお話を記
すことが、多少は読者諸賢のお役に立つかもしれな
い、と思うに至った。

　そこで、以下では、筆者の略歴を記した上、実務
家から学者に転じて 1 年ほど、授業を通じた学生と
の交流の中で税について改めて考えたことを述べた
上、その後、同じくこの 1 年にご縁があって公表した
２つの小論のエッセンスを、租税法の解釈に関する基
本原則の中に位置づけ直しつつ、再説することにし
たい。これらの小論は、最近の未公表判決（事業
再生における会社分割に関する事案）や話題のトピッ
ク（信託型ストックオプション）について述べたもので、
多少は読者の参考になると期待されると同時に、筆
者が弁護士時代から重要と考えて来た、租税法解
釈の基本原則と深く関わるものでもあるからである。

Ⅰ　学生の皆さんと租税法を学んで考えたこと

１．筆者の略歴

　筆者は、2000 年に弁護士登録をし、それから

2022 年まで、企業法務を専門とする弁護士として、
20 年ほど仕事をした。途中、2004 年にハーバード・
ロー・スクールに留学して租税法を専攻し、また、
2011 年～ 2014 年の間、東京国税不服審判所で国
税審判官（いわゆる任期付公務員）を務めた。そ
の後、2014 年に弁護士に復帰し、このころから本
格的に租税法の分野を専門とするようになった。
そして、2022 年 10 月、北海道大学大学院法学研究
科で租税法を担当する教授に就任し、現在に至っ
ている。

２．最初のゼミ

　上記のように、筆者は、もともと法曹実務家であり、
ごく最近に租税法研究者に転じたばかりであるから、
研究者としてはまだ 1 年ほどが経ったにすぎず、駆
け出しである。それでも、筆者にとっては大きな変
化があり、感じたことも少なくなかった。
　2022 年 10 月に着任後すぐ、法学部の 2 年生を参
加者の中心とするゼミを担当することになった。こ
の時のゼミには、定員 18 名のところ、40 名を超す
応募があった。これは、税金に興味がある人を広く
歓迎する旨のシラバスの記載や、筆者が、日本の法
学部の教員としては珍しく、弁護士からの転職者で
あったためと思われる。志望理由を見ながら選考し、
数名の弁護士志望者や公認会計士、税理士等の志望
者をはじめ、18 名の日本人学生に中国からの 2 名の
留学生を加えた形で、筆者の北海道大学での最初の
ゼミがスタートした。
　このゼミは、筆者が上梓した最初の書籍 1 をテキ

ストとして、納税者が課税当局に対して勝訴した裁
判例をテーマに、毎回 1 件、学生たちに原文を読ん
だ上で報告してもらい、その上で、皆で議論をする
内容とした。筆者は、2019 年～ 2022 年の間、弁護
士実務の傍ら、東京大学法科大学院でいくつかの租
税法科目を教えた経験がある。そのうちの一つの講
義科目につき、上掲書をテキストとする講義形式で
行ったことがあり、評判が良かったことから、今度は、
これを学部生向けのゼミ形式でやってみることにし
たのである。着任後間もない授業であったことから
手持ちの材料を使ったという面もあるものの、課税
当局と裁判所の見方が分かれた事例を検討すること
は、法を学び始めの法学部生が法的思考を養うのに
は適しているであろう、という見込みもあった。ただ、
なにぶん、まだ法学そのものの入門者である 2 年生
が中心であるため、始める前は、学生たちには難し
すぎはしないだろうか、という一抹の不安も持って
いた。
　実際に始めてみると、学生たちは概してまじめで
優秀であり、判決原文をベースにした報告をきちん
とこなし、ゼミはスムーズに進行した。一般に、最
近の学生は、生の判決文を読むことは億劫がり（もっ
とも、「今の学生」に限らず、筆者自身の学生時代を
思い返しても、判決原文を読んだ記憶はほとんどな
い）、判例の要旨をまとめたものくらいしか読まない
と聞いたこともあるが、逆にまだ 2 年生で先入観が
無かったせいなのか、学生たちが判決原文の読解を
こなしていたことには感心する。
　このゼミのテーマである「法律家目線から見た租
税」というものは、国税不服審判所勤務後の筆者が
これまで一貫して取り組んできたものでもあり、そ
のエッセンスを、本稿で後にまとめて記すことにし
たい。

３．2023年度の一連の授業

　2023 年 4 月からの年度には、法学部と法科大学院
のそれぞれで、いくつかの講義・ゼミを担当した。
法学部では、3年生を中心とした受講生に対する「行
政法Ⅲ」という講義（租税法は、法学部では、行政
法の各論に位置づけられるがゆえの科目名であり、

内容としては、所得税・法人税・資産税・国際課税
をひととおり眺めるものとした）に加え、引き続き
上記２で記したのと同様の 2 年生向けのゼミのほか、
主に 3 年生向けに、佐藤英明教授と西山由美教授に
よる最新の消費税法のテキスト2を輪読するゼミを行っ
た。また、法曹を養成する法科大学院では、夏学期に「租
税法Ａ」として所得税法を、秋学期に「租税法Ｂ」
として法人税法を、いわゆるソクラテス・メソッド
で講義した。
　筆者は、主に企業をクライアントとする弁護士で
あったから、租税法の中で触れる機会の多かったの
は、法人税法（国際租税法を含む）であり、個人所
得税や消費税に関しては、体系的に学ぶ機会は無かっ
た。それゆえ、特に夏学期は、租税法全般を講義する「行
政法Ⅲ」や所得税法を内容とする「租税法Ａ」の授
業の準備は、それなりに大変であった。また、消費
税についても苦手意識が強かったため、敢えて、秋
学期のゼミでは、せっかく直近に新しく学びやすそ
うな教科書が出たので、筆者自身の勉強のためにも
これを取り上げることにした。毎回、学生たちにテ
キストの内容を分担して報告してもらい、筆者自身
にとって大変に勉強になった。
　弁護士時代は、個別事案に対応するという仕事の
特性上やむを得ないこととは言え、その時々に必要
な勉強のみをする、ということにどうしてもなりが
ちであり、全体として租税法を学ぶということは、
なかなかできなかった。大学に来てからこの 1 年、
曲がりなりにも、所得税・法人税・消費税を中心に、
租税法全般について授業を行い、その準備のために
学ぶ中で、（弁護士時代のように法解釈の側面に興味
を持つだけではなく）税制全般の政策的な在り方に
ついても、少し考えるようになった。そのことにつ
いて、次に述べてみたい。

４．消費税－逆進性・軽減税率・そして消費税の目的
　
　消費税については、その基本的な仕組みを学んだ
上で、免税事業者・簡易課税といった中小事業者に
配慮する仕組み、逆進性と軽減税率、インボイスの
導入といったことも学生たちといろいろ議論してみ
て、考えさせられたことが多い。

　消費税の問題点として挙げられることの多い逆進
性については、逆進性という問題そのものの存在を
否定する立場があり得る。消費を課税対象とする消
費税について、所得税の課税対象である所得を基準
として「逆進的」であると述べることはおかしい、
という批判である。すなわち、消費税は、消費の量
に対しては比例的に課税する（言わば、お金を使っ
た分だけ、皆に平等に課税する）のだから、消費を
基準とすれば、逆進性は存在しない、ということで
ある。こうした批判に対して筆者自身は、伝統的な
所得再分配の思想に親近感を有する方であることか
ら、個人的にはあまり納得できずにいた。しかし、
学生たちに意見を聞いてみると、半数には行かない
までも少なくない数の学生が、上記の考え方に共感
する意見を述べ、筆者としても省みて考えさせられ
るところがあった。
　仮に逆進性の存在を肯定するとしても、その対策と
して軽減税率を用いることは、巷間指摘されるさまざ
まな問題点を踏まえると、あまり得策ではないという
意見が、これも半数には達しないまでも比較的目立っ
た。筆者から、軽減税率ではなく、いわゆる給付付き
税額控除の仕組みを導入することの是非について問い
かけると、これに賛成する意見もそれなりに存在した。
このたびの所得減税では、控除しきれないケースでは
給付を行うとされているようであり、日本でも、再び、
給付付き税額控除が議論の俎上に上ることもあるのか
もしれない、と思わされた。
　さらに根本にさかのぼると、そもそも消費税の租
税としての優位性はどこにあるか、という点につい
て、『スタンダード消費税法』では、財政目的（税
収の安定化）が最大の点として挙げられていたこと
3 が、筆者には印象的であった。筆者がこれまで聞
いたことのあるのは、消費税は、貯蓄に課税しない
ので経済的に見て中立的であることなど、経済学的
視点から消費税の優位性を論ずる議論が多かった。
それゆえ、財政目的という、見方によっては、それ
は政府ないし財政当局の都合ではないか、と言われ
かねないことが消費税の目的として教科書に正面か
ら記載されていることが新鮮だったのである。ゼミ
では、財政の安定化という目的を肯定的に捉える意

見が少なからず見られた。若い世代は、加速する
少子高齢化社会を正にこれから生きていく人たち
であるから、これを支える財政の安定化というこ
とを肯定的に捉えるのかもしれない。そのような
世代の問題なのか、筆者の考えが狭いものであっ
たのか、いずれにしても、目から鱗、の経験ではあっ
た。
　最後に、直近の話題であるインボイスについて
は、仕組みとして入れることについては納得する
意見が多い一方で、小規模事業者にとって少なく
とも短期的には不利益があり得ることや、フリー
ランスを働きやすくするという政府の全体的な施
策には逆行する面があることを指摘する意見もあ
り、バランスが取れていたように思う。

５．法人税－法人税の実質的負担者・税率引下げ競
　争の終焉？

　学生は、まだ社会に出ていないから、消費者目線
で考える人が多いように今のところ感じている。消費
者目線から素朴に考えれば、法人税は会社が払うもの
だから、消費者（あるいは勤労者）である個人の税負
担が増えるものではない（だから増税しても構わない）
と思うかもしれない。しかし、法人は、言わば「実体
のない」ものであるから、法人税の負担は、結局は、
誰か、生身の個人に帰着せざるを得ない。このことを
筆者は、東京大学法科大学院で「金融取引課税法」
の授業のテキストとした渡辺徹也教授の教科書の冒
頭で印象的に学んだ 4。現行の法人税法は、負担が株
主に帰着することを前提としているが、法人税の負
担がある分、賃金を抑制するという形で従業員が法
人税を負担することもあり得るし、製品・サービス
への価格転嫁によって消費者の負担となることもあ
り得るというわけである。日本では、消費税の増税
についてのみが嫌われる傾向がある。しかし、上記
のように、法人税も消費者（同時に勤労者であるこ
とも多い）に対して値上げ・賃金抑制という形で転
嫁されることがあるとすれば、消費税の増税は嫌だ
が法人税の増税なら構わない、と考えることは消費
者目線から見ても合理的ではないのかもしれない。

　このように本当に誰が負担しているのかがはっき
りしない法人税ではあるものの、現実の税収に占め
る割合だけを見ても、その重要性はやはり大きいと
言わざるを得ないであろう。令和 6 年度与党税制改
正大綱では、中期的に法人税の税率を上げる可能性
が述べられた。OECD の柱２によって国際最低税率
が導入される中で、国際的な法人税引き下げ競争を
終える環境は整いつつあるのかもしれない。その中
で、大綱が述べる、全体としては法人税率を引き上
げつつ、資金を内部に留保するにとどめずに、賃上
げや設備投資の形で将来の収益につなげようとする
企業について減税で報いる、という方向性は、それ
なりに説得力があるようにも思う。法人税の授業で
学生たちに問いかけても、おおむねそのような方向
性に賛同する意見が多かった。
　租税は、現実に社会を運営する上では必須のもの
であることは否定し得ない。そのうえで、どのよう
に税負担を求めるのが良いのかについては、こうし
て考えてくるだけでも、一つの答えがあるわけでは
ないように思われる。ここでは消費税と法人税につ
いて述べたが、昨今話題の児童手当と扶養控除の関
係など、個人所得税についても考えるべきことは多
い。じっくり考えることのできる大学という場を得
たことに感謝しつつ、税制の在り方全般について、
引き続き考えていきたい。

Ⅱ　法律家から見た租税の世界

　ここからは、租税法の解釈・適用において筆者が
重要と考える３点（租税法の文理解釈の原則・納税
者救済の観点からの文理解釈の限界・課税における
私法の尊重）について、述べてみることにしたい。

１．租税法の文理解釈の原則

　租税法規は、文理に即した解釈が基本であること
については、ホステス源泉徴収事件（最判平成 22
年 3 月 2 日民集 64 巻 2 号 420 頁）以来、裁判例に
おいて定着している。ここでは、近時の高裁判決で
実務的にも影響があり得る、事業再生における会社

分割が問題となった事例（高松高判令和４年 8 月
30 日公刊物未登載）によって、このことを見てみ
たい 5。

（１）事案の概要

①事業不振に陥った会社（以下「本件滞納法人」と
いう。）が、令和 5 年 4 月 1 日を新会社の設立登記
日とする新設分割（以下「本件新設分割」という。）
により新しく法人（以下「本件譲受法人」という。）
を設立し、その際、この時点では、本件滞納法人
の「負債」と「契約上の地位」のみを移転する（す
なわち、この時点では、「積極財産」は移転しない）。
この内容の議案を、同年 3 月 31 日開催の株主総会
において承認する。これにより同年 4 月 1 日の午
前 0 時をもって、本件滞納法人は、本件譲受法人
の100％株主となる。

      　　　　本件滞納法人

　　　　　　　　　　　新設分割（積極財産なし）

　　　　　  本件譲受法人

②令和 5 年３月 31 日に、本件滞納法人とスポンサー
との間で、本件新設分割によって本件譲受法人が
設立されることを条件として、本件譲受法人の株
式全部をスポンサーに譲渡する契約を締結し、同
日、代金決済および本件滞納法人における株式譲
渡の承認の機関決定を行う。これによって、同年 4
月 1 日の午前０時に本件譲受法人が設立されると
同時に、本件譲受法人の 100％株主は、スポンサー
となる会社に変更される。

 

    本件滞納法人
 　　　　　　　　　　　　          スポンサー
　　　　　　　　  株式譲渡

                        本件譲受法人

③令和５年 4 月 1 日開催の本件滞納法人の株主総会
で、本件滞納法人が事業用の資産や現預金（積極
財産）を本件譲受法人に譲渡することの承認の旨
を決議する（以下「本件資産譲渡」という。）。

      　　
　　　　　本件滞納法人

　　　　　　　　　　　資産譲渡（積極財産）

　　　　　  本件譲受法人

　以上の状況で、本件譲受法人が第二次納税義務を
負うかが問題となった。
　第二次納税義務とは、納税義務者が租税を滞納した
場合において、その財産について滞納処分を執行して
もなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合
に、納税義務者と一定の関係を有する者が、納税義務
者に代わって租税を納付する義務をいう。この制度は、
本来の納税義務者から租税の全部または一部を徴収す
ることが不可能であると認められる場合に、それと人
的・物的に特殊の関係にある者を第二次納税義務者と
し、これに本来の納税義務者の納税義務に代わる義務
を負担させることによって、租税の徴収確保を図るこ
とを目的とするものである6。
　納税者と特殊な関係のある個人又は被支配会社（特
殊関係者）に事業が譲渡され、その譲受人が同一又

は類似の事業を営んでいる場合、譲渡された積極財
産の価額の限度において、その滞納に係る国税の第
二次納税義務を負うものとされている（国税徴収法
38 条）。そして、特殊関係者に該当するか否かの判定
時期は、「事業を譲渡した時」とされている（国税徴
収法施行令13条 2項）。
　本判決の事案は、上記のようなケースにおいて、
本件滞納法人から会社法上の新設分割によって負債
および契約上の地位（積極財産は含まれない、とい
う点がポイントである。）を承継して設立され、その
後に、会社分割とは別途の資産譲渡契約に基づき、
本件滞納法人から資産（積極財産）を譲り受けた新
会社（本件譲受法人）が、滞納法人の「特殊関係者」
に該当するとして課税庁から第二次納税義務に係る
納付告知処分を受けたため、本件譲受法人がこれを
争って提訴したものである。
　課税庁は、本件新設分割と本件資産譲渡はあらか
じめ計画された一連の行為であり、別個の法形式を
取っているものの、実体は、有機的一体として機能
する財産の譲渡として、事業譲渡に当たるものと主
張した。より具体的に言うと、課税庁は、①の本件新
設分割によって令和 5 年 4 月 1 日に本件譲受法人が
設立登記されるとともに本件滞納法人が本件譲受法
人の株式を取得して本件譲受法人が本件滞納法人の
完全子会社（被支配会社）となり、それと「同日」
に③の資産譲渡がなされていることから、本件譲受
法人は本件滞納法人の特殊関係者に該当し、③によっ
て譲渡された積極財産の価額の限度で第二次納税義
務を負うべき旨を主張したのである。
　これに対し、本件譲受法人は、特殊関係者該当性
は「事業を譲渡した日」ではなく「事業を譲渡した時」
で判定するとされているところ、①の時点では積極財
産の譲渡がなく、積極財産の譲渡がなされた③の時
点では特殊関係者に該当しないのであるから、第二
次納税義務を負うべきではない旨主張した。「日」の
単位ではなく、「時」の単位で判断すべきとする点が
本件譲受法人の主張のポイントである。
　この点、第一審判決（高松地判令和４年２月 22 日
公刊物未登載）は、課税庁の主張を支持して、本件
譲受法人の請求を認めなかったため、本件譲受法人
が控訴した。

（２）裁判所の判断

控訴審裁判所は、概要、以下のように判断し、請求
を認容した。

①　国税徴収法 38 条は、本来は納税者が納付すべき
国税について、例外的に、滞納者と一定の親近性を
有する特殊関係者が、滞納者から事業の譲渡を受け、
かつ、当該事業と同一又は類似の事業を営んでいる
場合に、その譲受財産の価額の限度において、事業
を譲り受けた者に第二次納税義務を負わせることを
定めた規定であり、租税法規は侵害規範（権利を侵
害する規範）であることからも、例外に該当するた
めの要件の判断は厳格に解すべきである。

②　事業を受け継いで営業活動を行うためには、事
業のために用いる財産（有機的一体として機能す
る財産）の譲受けが完了している必要があるから、
「事業の譲渡の時」とは、有機的一体として機能す
る財産の全部又は一部の譲渡による財産移転の効
力が生じた時と解するのが相当である。

　　本件では、積極財産の譲渡があった時点では本
件譲受法人は納税者の特殊関係者ではなくなって
いるから、第二次納税義務を負うことはない。

③　会社法上は、新設分割により設立される会社の登
記の日に新設分割の効力が生じ、新設分割計画の定
めに従い権利義務が承継され（会社法 764 条、49
条）、新設分割会社は、同日、設立される会社の株
主となる（会社法764条8項）。しかし、これらの規定は、
会社法上の分割の効力発生日を定めるものにすぎず、
租税法規は侵害規範であって安易な拡張解釈は許さ
れないことを考慮すると、上記会社法の各規定をもっ
て、「事業の譲渡の時」との文言を用いている国税徴
収法施行令 13 条２項を、「事業の譲渡の日」と解釈
することは、同条項の文理上容認することができない。

（３）判決のポイント
　
　一見すると、文理通りの解釈は杓子定規で、第二

次納税義務を不当に免れるもののように思われる方
もあるかもしれない（もっとも、ここでは本論を離
れるので詳しく述べないが、筆者自身は、本判決は、
結論的にも妥当と考えている 7）。しかし、裁判所は
「時」という条文の文言を厳格に解釈し、これを「日」
と読むかのような課税当局の主張を退けた。
　判決も述べるように、租税法は、行政庁の一方的
行為によって課税の結果を生じさせる侵害規範であ
るから、納税者の予測可能性の観点に照らし、その
解釈は文理に即して行うことが、租税法律主義の趣
旨に合致すると言えよう。

２．文理解釈の限界

　もっとも、文理解釈を貫くと、納税者に酷な結果
をもたらす場合がある。これを乗り越えようとした
判決に、最判平成 26 年 12 月 12 日集民 248 号 165
頁がある。筆者は、この判決が好きで、さまざまな
機会にその紹介をしてきたところ 8、本件の裁判長
であった千葉勝美元最高裁判事ご自身も、最近の講
演で、良く取り上げられる事例として本件を紹介さ
れていた 9。筆者も、納税者を救済した「名判決」
として、法律家として租税を論ずる際に注目すべき
判決の一つと考えるので、改めてここで紹介させて
いただきたい。

（１）事案の概要　　　　　　　

　判決の事案を図式化して言えば、次のようなもの
である（数字は実際のものとは異なる）。

①　納税者が税額 1000 万円で相続税の申告をし、
納税をした。

②　当局が、いや、財産評価が間違っているので、
本当は600万円納めればよい、400万円は還付する、
とした（減額更正処分）。

③　その後当局が、この前の 600 万円というのは
間違っていた、800 万円だった（増額更正処分）。
よって、800 万円－600 万円の、200 万円について、

本来の納付期限に遡って、延滞税の支払を命じた。

（２）裁判所の判断

　最高裁は、②で税務署が 600 万円で良いとして、還付
までしたのだから、200万円の租税を納税者が払わなかっ
たとしてもやむを得ない、これについて延滞税を払わせ
たところで、期限までの納税を奨励するとか、他の納税
者との公平を図るとかの、延滞税の趣旨は実現されない
として、延滞税は発生しない、との判断を示した。

（３）判決のポイント

　条文そのものを素直に読めば延滞税が発生しても
やむを得ないところであったが、実質的な配慮から
納税者を救った判例である。千葉勝美裁判官の補足
意見は、課税庁側の主張を通せば不正義をもたらす
とまで述べている。
　課税当局の側から見れば、課税当局の主張に対して
は厳格な文理解釈で臨みながら、納税者に対しては趣
旨に沿った救済的な解釈をするのはいかがなものか、
という受け止め方があるかもしれない。しかし、課税
当局は大きな人的・物的資源を有する巨大な行政機関
であり、そのような組織と一般の納税者を同一の基準
で論ずることは、かえって公平を欠くように思われる。
　筆者としては、この判決のような、納税者の立場
に立った結論の妥当性を重視する考え方が、裁判所
に定着していくことを期待したい。

３．課税における私法の尊重－いわゆる信託型ストッ
　クオプションに即して

　課税の対象である経済取引は、第一次的には私法に
よって規律されているから、法的安定性の観点から、課
税は、私法上の法律関係を前提にし、これを尊重して行
うべきことは、裁判実務において確立している 10。この
ことについて、いわゆる信託型ストックオプションに関
する国税庁見解を素材として改めて見てみたい11。
　信託型ストックオプションとは、次のようなもの
である（国税庁「ストックオプションに対する課税
（Q&A）（情報）」（令和５年７月７日改訂）の問３）。

【税制非適格ストックオプション（信託型）の課
税関係】
問３ 私は、下記のとおり、勤務先から信託会社を
通じてストックオプションを取得し、その権利を行
使することにより取得した株式を売却しました。こ
の場合の課税関係について教えてください。
① 発行会社又は発行会社の代表取締役等が信託会
社に金銭を信託して、信託（法人課税信託）を
組成する（信託の組成時に、受益者及びみなし
受益者は存在しない。）。
② 信託会社は、発行会社の譲渡制限付きストック
オプションを適正な時価（50）で購入する。
③ 発行会社は、信託期間において会社に貢献した
役職員を信託の受益者に指定し、信託財産とし
て管理されているストックオプションを当該役
職員に付与する。
④ 役職員は、ストックオプションを行使して発行
会社の株式を取得する。
⑤ 役職員は、ストックオプションを行使して取得
した株式を売却する。

【発行会社の株価等】
・ ストックオプションの購入時 ： 200
・ ストックオプションの付与時 ： 600
・ ストックオプションの行使時 ： 800（権利行使
価額 200）
・ 権利行使により取得した株式の譲渡時：1,000

＜図表：信託型ストックオプションのイメージ＞

　《税制非適格ストックオプション（信託型）のイメージ》

出典：国税庁 HP「ストックオプションに対する
課税（Q&A）（情報）」（令和５年７月７日改訂）

　国税庁は、上記問 3に対する回答の中に現れる（注
３）で、信託型ストックオプションでは、実質的には、
会社が役職員にストックオプションを付与している
こと、役職員に金銭等の負担がないことなどの理由
から、上記の経済的利益は労務の対価に当たり、給
与として課税されるとしている。しかし、本当にそ
れでいいのだろうか。
　私法の尊重という原則からすれば、信託型ストッ
クオプションは、私法である信託法を基礎とする信
託の仕組みによって構築されている点を踏まえ、私
法のベースの上に構築された信託税制のルールを尊
重すべきことになろう。信託税制によれば、信託型
ストックオプションでは、当初、受益者が存在しな
いことから、法人課税信託の課税ルールが適用され
る。その結果、課税関係は、以下のとおりになるは
ずである。

①　法人課税信託の受益者が役職員に確定すると、
信託財産であるストックオプション（新株予約権）
は、法人課税信託の受託法人から、受益者である
役職員に対して、受益者確定の直前における法人
課税信託における帳簿価額で取得したものとして
各年分の各種所得の金額が計算される（所得税法
67 条の 3 第 1 項）。

②　役職員には、受益者として確定したことにより、
経済的には、同時点の新株予約権の価値相当額の
純資産増加が生じるが、この収益の額は、当該年
分の各種所得の計算上、総収入金額に算入されな
い（同条第 2項）。

　上記①②に従えば、権利行使時に給与課税をする
という法律関係は出てこない。それを「実質的」とい
う一言によって乗り越えることが可能なのだろうか。
　国税庁も、この点を全く考えていないわけ
ではないであろう。それにもかかわらず、信
託型ストックオプションについて給与課税を
しなければならないという理由があるのでは
ないか。想像するに、国税庁は、本来は給与
所得として累進税率に服すべき所得が譲渡所
得の比例税率でのみ課税されることは、課税
の公平を害する、という考え方を持っている
のかもしれない。仮にそうであるとすると、
それ自体は、伝統的に所得税の理想として説
かれてきた垂直的公平の理念に沿うものでは
あり、租税政策的には理解が得られやすいと
も考えられる。ただ、その政策的考慮を支え
る法的根拠があるのか、は別の問題ではある。
　この点、外国親会社から日本子会社の役職員に付
与されたストックオプションについて、権利行使時
に給与所得課税がなされるとした最判平成 17 年 1
月 25 日民集 59 巻 1 号 64 頁は、国税庁に有利に働
く可能性もある。すなわち、この判決は、日本法人
に勤務する役職員から見て直接の契約の相手方では
ない外国親会社から付与されたストックオプション
であっても権利行使時に給与所得として課税される
としており、契約関係ではなく、ことがらの実質を
見たものともいえる。
　法律家である筆者には、信託契約という「法形式」は、
原則として尊重されるべきであると思われ、その点
で、国税庁見解に対する疑問は否定し得ない。しかし、
課税の公平ということも、無視しえない政策的考慮
ではある。その政策的考慮を支える法的論拠として、
上記の平成 17 年判決のような「実質的」観点を用い
ることも、あり得るのかもしれない。課税における
形式と実質の関係は、（すでに述べた文理解釈とその
限界の問題と似て）なかなかに難問である。

おわりに

　筆者が研究者に転じてからの 1 年に考えて来たの
は、以上のようなことである。まだ１年であるから、
見えていることは少ないが、それでも学生の皆さん
と交流をしていると、さまざまな可能性を感じる。
これからも、法曹実務家として養ってきたことをベー
スにしつつ、様々なことを考え、学んでいきたい。

しょー君
（消費税担当）



 

　小規模宅地等の特例～宅地を取得した親族が事業主
とは認められない場合～
（令０４－０６－０８　非公開裁決　棄却　Ｆ０－３－８３３）
　被相続人の配偶者は、被相続人の事業（農業）の用
に供されていた倉庫等（稲作用の機械等の保管場所）の
敷地（本件宅地）を相続により取得しました。この事案は、
原処分庁が本件宅地は特定事業用宅地等に該当せず小
規模宅地等の特例の適用はないとして更正処分等を行っ
たことから、請求人（被相続人の長男）がその取消しを
求めたものです。なお、配偶者は果樹等も相続しましたが、
農地は請求人が相続しました。審判所では、事業の意義
について所得税法上の事業と同様であると解した上で、次
のとおり判断し、請求人の主張を斥けました。
　本件事業（農業）における配偶者の関与は、本件事
業の事業主である請求人の業務に対する付随的かつ従属
的なものであって主体的に役割を遂行しているものではなく、

配偶者が本件事業において自己の計算と危険において主
体的に経済活動を行っていたとは認められないから、配偶
者は、請求人と共同して本件事業を営んでいるとは認めら
れない。また、配偶者が本件事業の事業主となれないこと
について、措置法通達６９の４－２０《宅地等を取得した親
族が事業主となっていない場合》に定めるやむを得ない事
情があるため請求人が本件事業の事業主となっていると認
めるに足りる証拠もない。
　したがって、配偶者が措置法第６９条の４第３項第１号イ
に規定する「被相続人の事業を引き継ぎ」、「当該事業を
営んでいること」に該当するとは認められないから、本件宅
地は、特定事業用宅地等に該当しない。
≪検索方法≫ 〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　   【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｆ０－３－８３３

（税法データベース編集室：依田　孝子）

■ＴＡＩＮＳメールニュース      No.641 2023.10.19

あいちゃん
（相続税担当）

今週の判決等(2023年10月～2023年12月収録）

■ＴＡＩＮＳメールニュース   No.642 2023.10.26
められるところ、有限責任パートナーは、いずれも、日本国内に
住所を有しており、外為法６条１項５号に規定する「本邦内に
住所又は居所を有する自然人」であるから、同号及び消費税
法施行令１条２項１号の「居住者」に該当し、「非居住者」に
は該当しない。
　したがって、本件役務提供に、消費税法７条１項の規定は
適用されない。

（編集員からひとこと）
　この事案について、訴訟が提起されたかは不明ですが、ＬＰ
Ｓに対し役務提供を行う際は、その組織体の設立根拠法令等
で法人格の有無の確認を忘れずに。
≪検索方法≫ 〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　   【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｆ０－５－３６９

（税法データベース編集室：草間　典子）     

 海外のＬＰＳに対する役務提供が、輸出免税とな
らないケースも！
（令０３－１１－１０　非公開裁決　棄却　Ｆ０－５－３６９）
　請求人が、ケイマン諸島のＬＰＳの資産運営管理などを行って
いたところ、課税庁からこれら業務の対価は、輸出免税でなく課
税売上に当たると消費税等の更正処分等を受けた事案です。
　審判所は、役務提供の相手方が誰であるかが問題として、
その相手が、ケイマンＬＰＳか有限責任パートナーかを検討し
ています。そして本件ＬＰＳは、ケイマン特例法の規定に従い、
特例有限責任パートナーシップとして、各パートナーの合意に
より創設され、その目的は、請求人が随時決定する投資先にＬ
ＰＳの資産を投資する点などから、日本の法令上は、法人格を
有せず、収益を目的としてＬＰＳの構成員が共同事業を行って
いると判断し、請求を棄却しています。
　本件役務提供の相手方は有限責任パートナーであると認
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はじめに　

　このたび、光栄にも TAINS だより新春号への寄
稿のお話を頂戴し、自分に何が書けるか、良く考えた。
　その結果、筆者は、租税法を専門とする弁護士、
いわゆるタックス・ロイヤー（租税弁護士）から、最近、
法学部で租税法を担当する教員に転じたという、少
し珍しい経歴を有しており、これに即したお話を記
すことが、多少は読者諸賢のお役に立つかもしれな
い、と思うに至った。

　そこで、以下では、筆者の略歴を記した上、実務
家から学者に転じて 1 年ほど、授業を通じた学生と
の交流の中で税について改めて考えたことを述べた
上、その後、同じくこの 1 年にご縁があって公表した
２つの小論のエッセンスを、租税法の解釈に関する基
本原則の中に位置づけ直しつつ、再説することにし
たい。これらの小論は、最近の未公表判決（事業
再生における会社分割に関する事案）や話題のトピッ
ク（信託型ストックオプション）について述べたもので、
多少は読者の参考になると期待されると同時に、筆
者が弁護士時代から重要と考えて来た、租税法解
釈の基本原則と深く関わるものでもあるからである。

Ⅰ　学生の皆さんと租税法を学んで考えたこと

１．筆者の略歴

　筆者は、2000 年に弁護士登録をし、それから

2022 年まで、企業法務を専門とする弁護士として、
20 年ほど仕事をした。途中、2004 年にハーバード・
ロー・スクールに留学して租税法を専攻し、また、
2011 年～ 2014 年の間、東京国税不服審判所で国
税審判官（いわゆる任期付公務員）を務めた。そ
の後、2014 年に弁護士に復帰し、このころから本
格的に租税法の分野を専門とするようになった。
そして、2022 年 10 月、北海道大学大学院法学研究
科で租税法を担当する教授に就任し、現在に至っ
ている。

２．最初のゼミ

　上記のように、筆者は、もともと法曹実務家であり、
ごく最近に租税法研究者に転じたばかりであるから、
研究者としてはまだ 1 年ほどが経ったにすぎず、駆
け出しである。それでも、筆者にとっては大きな変
化があり、感じたことも少なくなかった。
　2022 年 10 月に着任後すぐ、法学部の 2 年生を参
加者の中心とするゼミを担当することになった。こ
の時のゼミには、定員 18 名のところ、40 名を超す
応募があった。これは、税金に興味がある人を広く
歓迎する旨のシラバスの記載や、筆者が、日本の法
学部の教員としては珍しく、弁護士からの転職者で
あったためと思われる。志望理由を見ながら選考し、
数名の弁護士志望者や公認会計士、税理士等の志望
者をはじめ、18 名の日本人学生に中国からの 2 名の
留学生を加えた形で、筆者の北海道大学での最初の
ゼミがスタートした。
　このゼミは、筆者が上梓した最初の書籍 1 をテキ

ストとして、納税者が課税当局に対して勝訴した裁
判例をテーマに、毎回 1 件、学生たちに原文を読ん
だ上で報告してもらい、その上で、皆で議論をする
内容とした。筆者は、2019 年～ 2022 年の間、弁護
士実務の傍ら、東京大学法科大学院でいくつかの租
税法科目を教えた経験がある。そのうちの一つの講
義科目につき、上掲書をテキストとする講義形式で
行ったことがあり、評判が良かったことから、今度は、
これを学部生向けのゼミ形式でやってみることにし
たのである。着任後間もない授業であったことから
手持ちの材料を使ったという面もあるものの、課税
当局と裁判所の見方が分かれた事例を検討すること
は、法を学び始めの法学部生が法的思考を養うのに
は適しているであろう、という見込みもあった。ただ、
なにぶん、まだ法学そのものの入門者である 2 年生
が中心であるため、始める前は、学生たちには難し
すぎはしないだろうか、という一抹の不安も持って
いた。
　実際に始めてみると、学生たちは概してまじめで
優秀であり、判決原文をベースにした報告をきちん
とこなし、ゼミはスムーズに進行した。一般に、最
近の学生は、生の判決文を読むことは億劫がり（もっ
とも、「今の学生」に限らず、筆者自身の学生時代を
思い返しても、判決原文を読んだ記憶はほとんどな
い）、判例の要旨をまとめたものくらいしか読まない
と聞いたこともあるが、逆にまだ 2 年生で先入観が
無かったせいなのか、学生たちが判決原文の読解を
こなしていたことには感心する。
　このゼミのテーマである「法律家目線から見た租
税」というものは、国税不服審判所勤務後の筆者が
これまで一貫して取り組んできたものでもあり、そ
のエッセンスを、本稿で後にまとめて記すことにし
たい。

３．2023年度の一連の授業

　2023 年 4 月からの年度には、法学部と法科大学院
のそれぞれで、いくつかの講義・ゼミを担当した。
法学部では、3年生を中心とした受講生に対する「行
政法Ⅲ」という講義（租税法は、法学部では、行政
法の各論に位置づけられるがゆえの科目名であり、

内容としては、所得税・法人税・資産税・国際課税
をひととおり眺めるものとした）に加え、引き続き
上記２で記したのと同様の 2 年生向けのゼミのほか、
主に 3 年生向けに、佐藤英明教授と西山由美教授に
よる最新の消費税法のテキスト2を輪読するゼミを行っ
た。また、法曹を養成する法科大学院では、夏学期に「租
税法Ａ」として所得税法を、秋学期に「租税法Ｂ」
として法人税法を、いわゆるソクラテス・メソッド
で講義した。
　筆者は、主に企業をクライアントとする弁護士で
あったから、租税法の中で触れる機会の多かったの
は、法人税法（国際租税法を含む）であり、個人所
得税や消費税に関しては、体系的に学ぶ機会は無かっ
た。それゆえ、特に夏学期は、租税法全般を講義する「行
政法Ⅲ」や所得税法を内容とする「租税法Ａ」の授
業の準備は、それなりに大変であった。また、消費
税についても苦手意識が強かったため、敢えて、秋
学期のゼミでは、せっかく直近に新しく学びやすそ
うな教科書が出たので、筆者自身の勉強のためにも
これを取り上げることにした。毎回、学生たちにテ
キストの内容を分担して報告してもらい、筆者自身
にとって大変に勉強になった。
　弁護士時代は、個別事案に対応するという仕事の
特性上やむを得ないこととは言え、その時々に必要
な勉強のみをする、ということにどうしてもなりが
ちであり、全体として租税法を学ぶということは、
なかなかできなかった。大学に来てからこの 1 年、
曲がりなりにも、所得税・法人税・消費税を中心に、
租税法全般について授業を行い、その準備のために
学ぶ中で、（弁護士時代のように法解釈の側面に興味
を持つだけではなく）税制全般の政策的な在り方に
ついても、少し考えるようになった。そのことにつ
いて、次に述べてみたい。

４．消費税－逆進性・軽減税率・そして消費税の目的
　
　消費税については、その基本的な仕組みを学んだ
上で、免税事業者・簡易課税といった中小事業者に
配慮する仕組み、逆進性と軽減税率、インボイスの
導入といったことも学生たちといろいろ議論してみ
て、考えさせられたことが多い。

　消費税の問題点として挙げられることの多い逆進
性については、逆進性という問題そのものの存在を
否定する立場があり得る。消費を課税対象とする消
費税について、所得税の課税対象である所得を基準
として「逆進的」であると述べることはおかしい、
という批判である。すなわち、消費税は、消費の量
に対しては比例的に課税する（言わば、お金を使っ
た分だけ、皆に平等に課税する）のだから、消費を
基準とすれば、逆進性は存在しない、ということで
ある。こうした批判に対して筆者自身は、伝統的な
所得再分配の思想に親近感を有する方であることか
ら、個人的にはあまり納得できずにいた。しかし、
学生たちに意見を聞いてみると、半数には行かない
までも少なくない数の学生が、上記の考え方に共感
する意見を述べ、筆者としても省みて考えさせられ
るところがあった。
　仮に逆進性の存在を肯定するとしても、その対策と
して軽減税率を用いることは、巷間指摘されるさまざ
まな問題点を踏まえると、あまり得策ではないという
意見が、これも半数には達しないまでも比較的目立っ
た。筆者から、軽減税率ではなく、いわゆる給付付き
税額控除の仕組みを導入することの是非について問い
かけると、これに賛成する意見もそれなりに存在した。
このたびの所得減税では、控除しきれないケースでは
給付を行うとされているようであり、日本でも、再び、
給付付き税額控除が議論の俎上に上ることもあるのか
もしれない、と思わされた。
　さらに根本にさかのぼると、そもそも消費税の租
税としての優位性はどこにあるか、という点につい
て、『スタンダード消費税法』では、財政目的（税
収の安定化）が最大の点として挙げられていたこと
3 が、筆者には印象的であった。筆者がこれまで聞
いたことのあるのは、消費税は、貯蓄に課税しない
ので経済的に見て中立的であることなど、経済学的
視点から消費税の優位性を論ずる議論が多かった。
それゆえ、財政目的という、見方によっては、それ
は政府ないし財政当局の都合ではないか、と言われ
かねないことが消費税の目的として教科書に正面か
ら記載されていることが新鮮だったのである。ゼミ
では、財政の安定化という目的を肯定的に捉える意

見が少なからず見られた。若い世代は、加速する
少子高齢化社会を正にこれから生きていく人たち
であるから、これを支える財政の安定化というこ
とを肯定的に捉えるのかもしれない。そのような
世代の問題なのか、筆者の考えが狭いものであっ
たのか、いずれにしても、目から鱗、の経験ではあっ
た。
　最後に、直近の話題であるインボイスについて
は、仕組みとして入れることについては納得する
意見が多い一方で、小規模事業者にとって少なく
とも短期的には不利益があり得ることや、フリー
ランスを働きやすくするという政府の全体的な施
策には逆行する面があることを指摘する意見もあ
り、バランスが取れていたように思う。

５．法人税－法人税の実質的負担者・税率引下げ競
　争の終焉？

　学生は、まだ社会に出ていないから、消費者目線
で考える人が多いように今のところ感じている。消費
者目線から素朴に考えれば、法人税は会社が払うもの
だから、消費者（あるいは勤労者）である個人の税負
担が増えるものではない（だから増税しても構わない）
と思うかもしれない。しかし、法人は、言わば「実体
のない」ものであるから、法人税の負担は、結局は、
誰か、生身の個人に帰着せざるを得ない。このことを
筆者は、東京大学法科大学院で「金融取引課税法」
の授業のテキストとした渡辺徹也教授の教科書の冒
頭で印象的に学んだ 4。現行の法人税法は、負担が株
主に帰着することを前提としているが、法人税の負
担がある分、賃金を抑制するという形で従業員が法
人税を負担することもあり得るし、製品・サービス
への価格転嫁によって消費者の負担となることもあ
り得るというわけである。日本では、消費税の増税
についてのみが嫌われる傾向がある。しかし、上記
のように、法人税も消費者（同時に勤労者であるこ
とも多い）に対して値上げ・賃金抑制という形で転
嫁されることがあるとすれば、消費税の増税は嫌だ
が法人税の増税なら構わない、と考えることは消費
者目線から見ても合理的ではないのかもしれない。

　このように本当に誰が負担しているのかがはっき
りしない法人税ではあるものの、現実の税収に占め
る割合だけを見ても、その重要性はやはり大きいと
言わざるを得ないであろう。令和 6 年度与党税制改
正大綱では、中期的に法人税の税率を上げる可能性
が述べられた。OECD の柱２によって国際最低税率
が導入される中で、国際的な法人税引き下げ競争を
終える環境は整いつつあるのかもしれない。その中
で、大綱が述べる、全体としては法人税率を引き上
げつつ、資金を内部に留保するにとどめずに、賃上
げや設備投資の形で将来の収益につなげようとする
企業について減税で報いる、という方向性は、それ
なりに説得力があるようにも思う。法人税の授業で
学生たちに問いかけても、おおむねそのような方向
性に賛同する意見が多かった。
　租税は、現実に社会を運営する上では必須のもの
であることは否定し得ない。そのうえで、どのよう
に税負担を求めるのが良いのかについては、こうし
て考えてくるだけでも、一つの答えがあるわけでは
ないように思われる。ここでは消費税と法人税につ
いて述べたが、昨今話題の児童手当と扶養控除の関
係など、個人所得税についても考えるべきことは多
い。じっくり考えることのできる大学という場を得
たことに感謝しつつ、税制の在り方全般について、
引き続き考えていきたい。

Ⅱ　法律家から見た租税の世界

　ここからは、租税法の解釈・適用において筆者が
重要と考える３点（租税法の文理解釈の原則・納税
者救済の観点からの文理解釈の限界・課税における
私法の尊重）について、述べてみることにしたい。

１．租税法の文理解釈の原則

　租税法規は、文理に即した解釈が基本であること
については、ホステス源泉徴収事件（最判平成 22
年 3 月 2 日民集 64 巻 2 号 420 頁）以来、裁判例に
おいて定着している。ここでは、近時の高裁判決で
実務的にも影響があり得る、事業再生における会社

分割が問題となった事例（高松高判令和４年 8 月
30 日公刊物未登載）によって、このことを見てみ
たい 5。

（１）事案の概要

①事業不振に陥った会社（以下「本件滞納法人」と
いう。）が、令和 5 年 4 月 1 日を新会社の設立登記
日とする新設分割（以下「本件新設分割」という。）
により新しく法人（以下「本件譲受法人」という。）
を設立し、その際、この時点では、本件滞納法人
の「負債」と「契約上の地位」のみを移転する（す
なわち、この時点では、「積極財産」は移転しない）。
この内容の議案を、同年 3 月 31 日開催の株主総会
において承認する。これにより同年 4 月 1 日の午
前 0 時をもって、本件滞納法人は、本件譲受法人
の100％株主となる。

      　　　　本件滞納法人

　　　　　　　　　　　新設分割（積極財産なし）

　　　　　  本件譲受法人

②令和 5 年３月 31 日に、本件滞納法人とスポンサー
との間で、本件新設分割によって本件譲受法人が
設立されることを条件として、本件譲受法人の株
式全部をスポンサーに譲渡する契約を締結し、同
日、代金決済および本件滞納法人における株式譲
渡の承認の機関決定を行う。これによって、同年 4
月 1 日の午前０時に本件譲受法人が設立されると
同時に、本件譲受法人の 100％株主は、スポンサー
となる会社に変更される。

 

    本件滞納法人
 　　　　　　　　　　　　          スポンサー
　　　　　　　　  株式譲渡

                        本件譲受法人

③令和５年 4 月 1 日開催の本件滞納法人の株主総会
で、本件滞納法人が事業用の資産や現預金（積極
財産）を本件譲受法人に譲渡することの承認の旨
を決議する（以下「本件資産譲渡」という。）。

      　　
　　　　　本件滞納法人

　　　　　　　　　　　資産譲渡（積極財産）

　　　　　  本件譲受法人

　以上の状況で、本件譲受法人が第二次納税義務を
負うかが問題となった。
　第二次納税義務とは、納税義務者が租税を滞納した
場合において、その財産について滞納処分を執行して
もなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合
に、納税義務者と一定の関係を有する者が、納税義務
者に代わって租税を納付する義務をいう。この制度は、
本来の納税義務者から租税の全部または一部を徴収す
ることが不可能であると認められる場合に、それと人
的・物的に特殊の関係にある者を第二次納税義務者と
し、これに本来の納税義務者の納税義務に代わる義務
を負担させることによって、租税の徴収確保を図るこ
とを目的とするものである6。
　納税者と特殊な関係のある個人又は被支配会社（特
殊関係者）に事業が譲渡され、その譲受人が同一又

は類似の事業を営んでいる場合、譲渡された積極財
産の価額の限度において、その滞納に係る国税の第
二次納税義務を負うものとされている（国税徴収法
38 条）。そして、特殊関係者に該当するか否かの判定
時期は、「事業を譲渡した時」とされている（国税徴
収法施行令13条 2項）。
　本判決の事案は、上記のようなケースにおいて、
本件滞納法人から会社法上の新設分割によって負債
および契約上の地位（積極財産は含まれない、とい
う点がポイントである。）を承継して設立され、その
後に、会社分割とは別途の資産譲渡契約に基づき、
本件滞納法人から資産（積極財産）を譲り受けた新
会社（本件譲受法人）が、滞納法人の「特殊関係者」
に該当するとして課税庁から第二次納税義務に係る
納付告知処分を受けたため、本件譲受法人がこれを
争って提訴したものである。
　課税庁は、本件新設分割と本件資産譲渡はあらか
じめ計画された一連の行為であり、別個の法形式を
取っているものの、実体は、有機的一体として機能
する財産の譲渡として、事業譲渡に当たるものと主
張した。より具体的に言うと、課税庁は、①の本件新
設分割によって令和 5 年 4 月 1 日に本件譲受法人が
設立登記されるとともに本件滞納法人が本件譲受法
人の株式を取得して本件譲受法人が本件滞納法人の
完全子会社（被支配会社）となり、それと「同日」
に③の資産譲渡がなされていることから、本件譲受
法人は本件滞納法人の特殊関係者に該当し、③によっ
て譲渡された積極財産の価額の限度で第二次納税義
務を負うべき旨を主張したのである。
　これに対し、本件譲受法人は、特殊関係者該当性
は「事業を譲渡した日」ではなく「事業を譲渡した時」
で判定するとされているところ、①の時点では積極財
産の譲渡がなく、積極財産の譲渡がなされた③の時
点では特殊関係者に該当しないのであるから、第二
次納税義務を負うべきではない旨主張した。「日」の
単位ではなく、「時」の単位で判断すべきとする点が
本件譲受法人の主張のポイントである。
　この点、第一審判決（高松地判令和４年２月 22 日
公刊物未登載）は、課税庁の主張を支持して、本件
譲受法人の請求を認めなかったため、本件譲受法人
が控訴した。

（２）裁判所の判断

控訴審裁判所は、概要、以下のように判断し、請求
を認容した。

①　国税徴収法 38 条は、本来は納税者が納付すべき
国税について、例外的に、滞納者と一定の親近性を
有する特殊関係者が、滞納者から事業の譲渡を受け、
かつ、当該事業と同一又は類似の事業を営んでいる
場合に、その譲受財産の価額の限度において、事業
を譲り受けた者に第二次納税義務を負わせることを
定めた規定であり、租税法規は侵害規範（権利を侵
害する規範）であることからも、例外に該当するた
めの要件の判断は厳格に解すべきである。

②　事業を受け継いで営業活動を行うためには、事
業のために用いる財産（有機的一体として機能す
る財産）の譲受けが完了している必要があるから、
「事業の譲渡の時」とは、有機的一体として機能す
る財産の全部又は一部の譲渡による財産移転の効
力が生じた時と解するのが相当である。

　　本件では、積極財産の譲渡があった時点では本
件譲受法人は納税者の特殊関係者ではなくなって
いるから、第二次納税義務を負うことはない。

③　会社法上は、新設分割により設立される会社の登
記の日に新設分割の効力が生じ、新設分割計画の定
めに従い権利義務が承継され（会社法 764 条、49
条）、新設分割会社は、同日、設立される会社の株
主となる（会社法764条8項）。しかし、これらの規定は、
会社法上の分割の効力発生日を定めるものにすぎず、
租税法規は侵害規範であって安易な拡張解釈は許さ
れないことを考慮すると、上記会社法の各規定をもっ
て、「事業の譲渡の時」との文言を用いている国税徴
収法施行令 13 条２項を、「事業の譲渡の日」と解釈
することは、同条項の文理上容認することができない。

（３）判決のポイント
　
　一見すると、文理通りの解釈は杓子定規で、第二

次納税義務を不当に免れるもののように思われる方
もあるかもしれない（もっとも、ここでは本論を離
れるので詳しく述べないが、筆者自身は、本判決は、
結論的にも妥当と考えている 7）。しかし、裁判所は
「時」という条文の文言を厳格に解釈し、これを「日」
と読むかのような課税当局の主張を退けた。
　判決も述べるように、租税法は、行政庁の一方的
行為によって課税の結果を生じさせる侵害規範であ
るから、納税者の予測可能性の観点に照らし、その
解釈は文理に即して行うことが、租税法律主義の趣
旨に合致すると言えよう。

２．文理解釈の限界

　もっとも、文理解釈を貫くと、納税者に酷な結果
をもたらす場合がある。これを乗り越えようとした
判決に、最判平成 26 年 12 月 12 日集民 248 号 165
頁がある。筆者は、この判決が好きで、さまざまな
機会にその紹介をしてきたところ 8、本件の裁判長
であった千葉勝美元最高裁判事ご自身も、最近の講
演で、良く取り上げられる事例として本件を紹介さ
れていた 9。筆者も、納税者を救済した「名判決」
として、法律家として租税を論ずる際に注目すべき
判決の一つと考えるので、改めてここで紹介させて
いただきたい。

（１）事案の概要　　　　　　　

　判決の事案を図式化して言えば、次のようなもの
である（数字は実際のものとは異なる）。

①　納税者が税額 1000 万円で相続税の申告をし、
納税をした。

②　当局が、いや、財産評価が間違っているので、
本当は600万円納めればよい、400万円は還付する、
とした（減額更正処分）。

③　その後当局が、この前の 600 万円というのは
間違っていた、800 万円だった（増額更正処分）。
よって、800 万円－600 万円の、200 万円について、

本来の納付期限に遡って、延滞税の支払を命じた。

（２）裁判所の判断

　最高裁は、②で税務署が 600 万円で良いとして、還付
までしたのだから、200万円の租税を納税者が払わなかっ
たとしてもやむを得ない、これについて延滞税を払わせ
たところで、期限までの納税を奨励するとか、他の納税
者との公平を図るとかの、延滞税の趣旨は実現されない
として、延滞税は発生しない、との判断を示した。

（３）判決のポイント

　条文そのものを素直に読めば延滞税が発生しても
やむを得ないところであったが、実質的な配慮から
納税者を救った判例である。千葉勝美裁判官の補足
意見は、課税庁側の主張を通せば不正義をもたらす
とまで述べている。
　課税当局の側から見れば、課税当局の主張に対して
は厳格な文理解釈で臨みながら、納税者に対しては趣
旨に沿った救済的な解釈をするのはいかがなものか、
という受け止め方があるかもしれない。しかし、課税
当局は大きな人的・物的資源を有する巨大な行政機関
であり、そのような組織と一般の納税者を同一の基準
で論ずることは、かえって公平を欠くように思われる。
　筆者としては、この判決のような、納税者の立場
に立った結論の妥当性を重視する考え方が、裁判所
に定着していくことを期待したい。

３．課税における私法の尊重－いわゆる信託型ストッ
　クオプションに即して

　課税の対象である経済取引は、第一次的には私法に
よって規律されているから、法的安定性の観点から、課
税は、私法上の法律関係を前提にし、これを尊重して行
うべきことは、裁判実務において確立している 10。この
ことについて、いわゆる信託型ストックオプションに関
する国税庁見解を素材として改めて見てみたい11。
　信託型ストックオプションとは、次のようなもの
である（国税庁「ストックオプションに対する課税
（Q&A）（情報）」（令和５年７月７日改訂）の問３）。

【税制非適格ストックオプション（信託型）の課
税関係】
問３ 私は、下記のとおり、勤務先から信託会社を
通じてストックオプションを取得し、その権利を行
使することにより取得した株式を売却しました。こ
の場合の課税関係について教えてください。
① 発行会社又は発行会社の代表取締役等が信託会
社に金銭を信託して、信託（法人課税信託）を
組成する（信託の組成時に、受益者及びみなし
受益者は存在しない。）。
② 信託会社は、発行会社の譲渡制限付きストック
オプションを適正な時価（50）で購入する。
③ 発行会社は、信託期間において会社に貢献した
役職員を信託の受益者に指定し、信託財産とし
て管理されているストックオプションを当該役
職員に付与する。
④ 役職員は、ストックオプションを行使して発行
会社の株式を取得する。
⑤ 役職員は、ストックオプションを行使して取得
した株式を売却する。

【発行会社の株価等】
・ ストックオプションの購入時 ： 200
・ ストックオプションの付与時 ： 600
・ ストックオプションの行使時 ： 800（権利行使
価額 200）
・ 権利行使により取得した株式の譲渡時：1,000

＜図表：信託型ストックオプションのイメージ＞

　《税制非適格ストックオプション（信託型）のイメージ》

出典：国税庁 HP「ストックオプションに対する
課税（Q&A）（情報）」（令和５年７月７日改訂）

　国税庁は、上記問 3に対する回答の中に現れる（注
３）で、信託型ストックオプションでは、実質的には、
会社が役職員にストックオプションを付与している
こと、役職員に金銭等の負担がないことなどの理由
から、上記の経済的利益は労務の対価に当たり、給
与として課税されるとしている。しかし、本当にそ
れでいいのだろうか。
　私法の尊重という原則からすれば、信託型ストッ
クオプションは、私法である信託法を基礎とする信
託の仕組みによって構築されている点を踏まえ、私
法のベースの上に構築された信託税制のルールを尊
重すべきことになろう。信託税制によれば、信託型
ストックオプションでは、当初、受益者が存在しな
いことから、法人課税信託の課税ルールが適用され
る。その結果、課税関係は、以下のとおりになるは
ずである。

①　法人課税信託の受益者が役職員に確定すると、
信託財産であるストックオプション（新株予約権）
は、法人課税信託の受託法人から、受益者である
役職員に対して、受益者確定の直前における法人
課税信託における帳簿価額で取得したものとして
各年分の各種所得の金額が計算される（所得税法
67 条の 3 第 1 項）。

②　役職員には、受益者として確定したことにより、
経済的には、同時点の新株予約権の価値相当額の
純資産増加が生じるが、この収益の額は、当該年
分の各種所得の計算上、総収入金額に算入されな
い（同条第 2項）。

　上記①②に従えば、権利行使時に給与課税をする
という法律関係は出てこない。それを「実質的」とい
う一言によって乗り越えることが可能なのだろうか。
　国税庁も、この点を全く考えていないわけ
ではないであろう。それにもかかわらず、信
託型ストックオプションについて給与課税を
しなければならないという理由があるのでは
ないか。想像するに、国税庁は、本来は給与
所得として累進税率に服すべき所得が譲渡所
得の比例税率でのみ課税されることは、課税
の公平を害する、という考え方を持っている
のかもしれない。仮にそうであるとすると、
それ自体は、伝統的に所得税の理想として説
かれてきた垂直的公平の理念に沿うものでは
あり、租税政策的には理解が得られやすいと
も考えられる。ただ、その政策的考慮を支え
る法的根拠があるのか、は別の問題ではある。
　この点、外国親会社から日本子会社の役職員に付
与されたストックオプションについて、権利行使時
に給与所得課税がなされるとした最判平成 17 年 1
月 25 日民集 59 巻 1 号 64 頁は、国税庁に有利に働
く可能性もある。すなわち、この判決は、日本法人
に勤務する役職員から見て直接の契約の相手方では
ない外国親会社から付与されたストックオプション
であっても権利行使時に給与所得として課税される
としており、契約関係ではなく、ことがらの実質を
見たものともいえる。
　法律家である筆者には、信託契約という「法形式」は、
原則として尊重されるべきであると思われ、その点
で、国税庁見解に対する疑問は否定し得ない。しかし、
課税の公平ということも、無視しえない政策的考慮
ではある。その政策的考慮を支える法的論拠として、
上記の平成 17 年判決のような「実質的」観点を用い
ることも、あり得るのかもしれない。課税における
形式と実質の関係は、（すでに述べた文理解釈とその
限界の問題と似て）なかなかに難問である。

おわりに

　筆者が研究者に転じてからの 1 年に考えて来たの
は、以上のようなことである。まだ１年であるから、
見えていることは少ないが、それでも学生の皆さん
と交流をしていると、さまざまな可能性を感じる。
これからも、法曹実務家として養ってきたことをベー
スにしつつ、様々なことを考え、学んでいきたい。
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　代償分割～特例適用後の小規模宅地の価額で代
償金を計算しても合理的！
（令０３－１２－１３　非公開裁決　全部取消し　Ｆ０－３－８１７）
　請求人とＡは、小規模宅地の特例適用の土地について、
特例適用後の価額に基づいて代償金を計算し、遺産分割
の審判を確定しました。そこで、請求人は相続税の更正の
請求をしたところ、原処分庁は、相続税の課税価格に算入
すべき代償金の計算は特例適用前の価額であるとして、更
正をすべき理由がない旨の通知処分等をしたので、請求人
が、原処分の全部の取消しを求めた事案です。
　審判所は、次のように判断し、請求人の全部の主張を認
めました。
　その合意書に定める相続税の課税価格における代償財
産の価額の計算方法は、共同相続人全員の協議に基づく

ものであると認められ、請求人とＡとの相続税の課税価格及
び税額が等しくなるようにするものであり、相続税の総額が変
動するものでもなく、相続税の負担を不当に減少させるもので
もないとして、基本通達１１の２－１０ただし書（１）に定める「合
理的と認められる方法」であると認められる。
　
　（編集員からひとこと）
　合意書において、小規模宅地の特例適用の土地につい
ては、この特例適用後の価額によるとされています。審判所
は、上記判断事由のとおりとし、原処分庁の特例適用前の価
額によるべきとした主張は採用できないとしています。
≪検索方法≫ 〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　　【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｆ０－３－８１７

（税法データベース編集室：岩崎　宇多子）

もろ君
（諸税担当）

今週の判決等(2023年10月～2023年12月収録）

■ＴＡＩＮＳメールニュース     No.644 2023.11.09
　土地の評価～不合理分割ではないとした審判所
認定額により一部取消し～
（令０４－０３－０９　非公開裁決　一部取消し　Ｆ０－３－８６１）
　請求人Ａは、相続により取得した土地（本件１土地）につ
いて、１画地の宅地として評価し相続税の申告をしました。し
かし、原処分庁は、当該土地の一部は駐車場の敷地であり、
雑種地に該当するから、宅地部分（本件１土地北側部分）と
雑種地部分（本件１土地南側部分）とで地目の別に評価す
べきであるなどとして、相続税の各更正処分等を行いました。
　審判所の雑種地の判定は次のとおりです。なお、不合理分
割に該当しないとして、雑種地部分の不整形の程度等に応じ
て認定額を算出し、一部を取り消しました。審判所認定額等と
土地の形状等については、別紙リンクに収録しています。
　相続開始日の現況において、（１）本件１土地南側部分に

存していた駐車場は、本件１土地北側部分の敷地上に存す
る共同住宅の入居者専用ではなかったこと、（２）共同住宅の
玄関から、本件１土地南側部分へは自由に往来することがで
きなかったことに加え、同部分は、共同住宅の通路としての用
に供されていたと認められず、さらに、（３）同部分は、東京都
建築安全条例第１９条に基づく共同住宅の「窓先空地」や
「屋外通路」に供されていたと認められないことから、本件１土
地南側部分は、共同住宅の敷地の維持又は効用を果たす
ために必要な土地に当たるとは認められない。したがって、本
件１土地南側部分は、評価通達７に定める地目は、雑種地と
判定される。
≪検索方法≫ 〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　   　【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｆ０－３－８６１

（税法データベース編集室：藤原　眞由美）

■ＴＡＩＮＳメールニュース   No.643 2023.11.02 
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■ＴＡＩＮＳメールニュース      No.645 2023.11.16   
　太陽光発電設備の課税仕入れを行った日は、機
器の納品ごとか、全体の請負か
（令０４－０６－０９　高松地裁　棄却・控訴　Ｚ８８８－２５０５）
　原告Ｘ社は、Ａ社に委託した太陽光発電設備に係る契
約に関して、課税期間内に支払われた金員は、納品された
機器の代金の一部であるとして課税仕入れに係る支払対
価の額に計上したところ、処分行政庁から、業務の全部が
完了しておらず、引渡しを受けていないことを理由に、消費
税等の更正処分等を受けました。
　高松地裁は、消費税法は、「課税資産の譲渡等」と「課
税仕入れ」を表裏一体のものとして捉えているものと解され、
法３０条１項１号に規定する「課税仕入れを行った日」は、譲
渡人が課税資産の譲渡等を行った日と同義であるとした上
で次のように判示し、原告の請求を棄却しました。
　本件契約は、Ａ社が各機器の設置作業等を行い、電力

会社の電線に連携させることにより太陽光発電設備を完成
させ、各設備を原告に引き渡すことを約する、それぞれ全体
で一つの請負契約であり、原告の主張する例外規定である
基本通達９－１－９（販売と据付工事を区分した譲渡時期の
特例）は適用されない。
　そうすると、本件契約に係る「課税仕入れを行った日」は、
物の引渡しを要する請負契約における資産の譲渡等の時
期に関する原則どおり、Ａ社が、その目的物たる各設備の全
部を完成させ、原告に引き渡した日、すなわち令和元年５月２
４日と認めることができる。よって、「課税仕入れを行った日」
は、平成３１年３月課税期間内にはないことになる。
≪検索方法≫ 〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　   【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｚ８８８－２５０５

（税法データベース編集室：市野瀬　啻子）

今週の判決等(2023年10月～2023年12月収録）
ところ君

（所得税担当）

■ＴＡＩＮＳメールニュース     No.646 2023.11.30
　土地建物一括譲渡の場合の按分評価は、固定資産評
価基準によらず、より合理的な按分評価を認める！
（令０４－０６－０７　東京地裁　一部取消し・確定　Ｚ８８８－２４７９）
　課税庁が、土地及び建物を代金額の内訳を定めないで一括
して売却した原告の建物の消費税課税標準額は、固定資産税
評価額比率（建物比４４．４９）により按分するべきとして更正処分
をした事案です。
　東京地裁は、次のとおり判断し、原告の鑑定の申出により裁判
所が採用した鑑定による鑑定評価額を前提として縮減した原
告の請求をほぼ認めました。
　一括譲渡された土地建物の対価の額を按分する方法として、
当該資産の客観的な交換価値を上回らない価額と推認される
固定資産税評価額による価額比を用いることは、その合理性を
肯定し得ないものではないが、資産の個別事情を考慮した適正
な鑑定が行われ、固定資産税評価額と異なる評価がされ、価額

比においても実質的な差異が生じた場合には、もはや固定資産
税評価額による価額比を用いて按分する合理性を肯定する根拠
は失われ、適正な鑑定に基づく評価額による価額比（建物比２２．
７０）を用いて按分するのがより合理的となるというべきである。

（編集員からひとこと）
　原告は、調査時、鑑定書（建物比２１．６７）を提出して修正申告
に応じる旨を述べましたが、受け入れられず、審判所で、その鑑定
は、申告時按分割合に近づけるために、作為的に評価したとの
疑いを生じさせるとして主張は棄却されました。
　裁判所が採用した鑑定評価による按分事案は貴重だと思わ
れます。
≪検索方法≫ 〔細かい条件を指定して検索〕
                  【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｚ８８８－２４７９

（税法データベース編集室：大高　由美子）



18 だより

2024.新 No.237

　ＣＦＣ税制、最高裁は措令３９条の１６第１項に委任
の範囲の逸脱なしと判断！
（令０５－１１－０６　最高裁　一部破棄自判他・確定　Ｚ８８８－２５１３）
　この事案は、Ｍ銀行（被上告人）の特定外国子会社等２
社が、期中に優先出資証券を償還し、事業年度終了時の発
行済株式等はＭ銀行が保有する普通株式のみとなり、請求
権勘案保有株式等の占める割合（平成２９年改正前の措
置法施行令３９条の１６第１項）は１００％であるとして、Ｍ銀
行が課税庁から法人税等の更正処分等を受けたものです。
　東京高裁は、措令３９条の１６第１項（本件規定）を本件
に形式的に適用することは、措法６６条の６第１項（本件委
任規定）の趣旨等に反すると判断したため、国が上告を
行っていました。最高裁では、国が逆転勝訴しています。
　本件委任規定において課税要件の明確性や課税執行
面における安定性の確保が重視されており、事業年度終

了の時という定め方は一義的に明確であること等を考慮す
れば、個別具体的な事情にかかわらず基準時を設けること
には合理性があり、そのような内容を定める本件規定が本
件委任規定の目的を害するものともいえない。前記事実関
係等の下において本件規定を適用することが本件委任規
定の委任の範囲を逸脱するものではないというべきである。

（編集員からひとこと）
　最高裁は、Ｍ銀行に対し、子会社の事業年度を優先出
資証券の償還日の前日までとすることにより、容易に合算課
税を回避できたはずとの指摘もしています。
≪検索方法≫ 〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　   【ＴＡＩＮＳキーワード】　Z８８８－２５１３

（税法データベース編集室：草間　典子）

■ＴＡＩＮＳメールニュース     No.648 2023.12.14 

■ＴＡＩＮＳメールニュース      No.647 2023.12.07 　　
　空き家状態が長く損耗の激しい家屋は損耗減点
補正率による評価を！
（令０５－１０－０４　札幌地裁　全部取消し・控訴　Ｚ９９９－８４９９）
　原告は、公売で取得した研究所用の建物（本件家屋）
の登録価格（３億円超）を不服として、固定資産評価審査
委員会に審査の申出をしましたが、棄却決定（本件決定）
を受けました。そこで、原告は、本件家屋は約１７年間通常
の維持管理がされず放置されていたので、評価基準にお
ける経年減点補正率による評価ではなく、損耗の程度に応
ずる減点補正率（損耗減点補正率）による評価をすべきで
あるとして、本件決定の取消しを求めて出訴しました。
　裁判所では、次のとおり判断し、本件決定の全てを取り消しました。
　損耗減点補正率によることとされる「その他の事由」によ
り経年減価補正率によることが適当でないと認められる場
合とは、通常の維持管理を行う場合に生じる損耗を超える

損耗が明らかに生じている場合をいうと解される。
　本件家屋は、その建物の性質を踏まえた通常の維持管
理が長期間されていなかったことは明らかであり、そして、そ
のような本件家屋の状況を踏まえて、本件家屋に関する公
売時の鑑定評価額（３８５０万円）は、登録価格と著しく乖離
しており、本件においては、本件家屋の状況について、通常
の維持管理を行う場合に生じる損耗を超えた損耗が明らか
に生じているというべきである。
　小樽市は、損耗減点補正率による評価を行わず、経年減
価補正率により評価を行ったものであり、登録価格は評価基
準の定める評価方法に従って決定されたものとはいえない
から、その評価は違法である。
≪検索方法≫ 〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　　【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｚ９９９－８４９９

（税法データベース編集室：依田　孝子）

今週の判決等(2023年10月～2023年12月収録）
ちーちゃん
（地方税担当）
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今週の判決等(2023年10月～2023年12月収録）
ほう君

（法人税担当）

■ＴＡＩＮＳ メールニュース    No.649 2023.12.21　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         
　　土地の評価～鑑定評価額が相当であるとする「特別
の事情」認めず！
（令０４－０９－２２　非公開裁決　棄却　Ｆ０－３－８７０）
　請求人らが相続により取得した土地３筆（本件各土地）に
ついて相続税の申告を行った後、当該土地の価額は不動産
鑑定士による鑑定評価額が相当であるとして更正の請求をし
たところ、原処分庁が更正をすべき理由がない旨の通知処分
を行ったことから、請求人らが原処分の全部の取消しを求め
た事案です。
　審判所では、次のとおり判断し、請求人らの主張を斥けま
した。
　請求人らは、本件各土地の最有効使用は一体開発した上
で戸建住宅用地として分譲することから、一団の土地として一
体評価すべき旨主張するが、相続開始時の利用状況を前提
に算定されるべきであり、本件各土地は、宅地、畑、貸家

　懲戒処分～契約関係のない脱税相談による「第２債
権放棄通知書」の作成行為～
（令０３－１２－０２　大阪高裁　棄却　Ｚ９９９－２１７６）
　税理士である控訴人は、株式会社Ａの法人税の申告に
当たり、Ａの関与税理士であったＢからＡの所得金額を圧縮
することの相談を受け、Ａの代表取締役であった亡ＣがＡに
対する貸付金債権のうち４億１３００万円について生前に債
権放棄していたにもかかわらず、債権放棄額を３億円に減
額した「債権放棄通知書」を作成し、Ａの債務免除益を減
少させました。この行為は税理士法３６条の脱税相談に当
たるなどとして、処分行政庁から、税理士業務の禁止の処
分を受けた事案です。控訴人とＡとの間に税務上の契約関
係はありませんでした。
　大阪高裁は、次のとおり判断（原審判決引用）し、請
求を棄却しました。
　控訴人は、Ａが法人税の賦課を免れる具体的方法につい

ての相談相手となり、肯定的な回答をしたといえるから、控
訴人の行為は、税理士法３６条の「不正に国税若しくは地
方税の賦課若しくは徴収を免れ、又は不正に国税若しくは
地方税の還付を受けることにつき、‥相談に応じ」に当たる
（原審判決引用）。
　同法４５条は、財務大臣が、税理士が、故意に、真正
の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたと
き、又は同法３６条の規定に違反する行為をしたときは、１
年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処
分をすることができる旨規定しており、税理士が、納税義務
者から具体的に「求め」られた場合に不正な行為をしたとき
とは別に、同法３６条の規定に違反する行為をしたときも処
分の対象としている。
≪検索方法≫ 〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　   　【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｚ９９９－２１７６

（税法データベース編集室：藤原　眞由美）

建付地等と一体として利用されていた事実は認められず、本
件各土地を一団の土地として一体評価するのは相当ではなく、
評価通達の定める評価方法によっては適正な時価を適切に算
定することができない特別の事情があると認められない。
　請求人らは、申告評価額と鑑定評価額との間に大きな乖離
があることからも、評価通達に定める評価方法によっては適正
な時価を適切に算定することのできない特別の事情がある旨主
張する。しかしながら、鑑定評価額は本件各土地全体を「宅
地見込地」として、転換後・造成後の想定更地価格をベー
スに控除方式を適用して算定されており、相続開始時におけ
る時価とは、その前提を異にするものであり、適切な時価を算
定することができない特別の事情があると認められない。
≪検索方法≫ 〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　   【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｆ０－３－８７０

（税法データベース編集室：岩崎　宇多子）

■ＴＡＩＮＳメールニュース      No.650 2023.12.28　

研修判例を読み解くTAINS講座
【必見】TAINS 研修サイトに新しい判例紹介動画を追加いたし
ました。
研修サイト「TAINS MOVIE」に「判例を読み解くTAINS講座」
の新作動画を掲載いたしました。
右上部の「研修サイト」をクリックすると、TAINS 研修サイトに
移動し、オンデマンド研修を受講できます。
また、この研修は税理士会が実施する研修となり、視聴後に受
講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講時間を登録す
ることができます。
いずれも受講時間が３０分以内となっており、通勤時間等を利
用して受講・登録ができます。
今後もコンテンツの充実に取り組んでまいりますので、ますます
進化するTAINSにご期待ください。

（１８）令和５（２０２３）年１０月公開
講師：北陸税理士会 税理士 筏井陽子
　給与所得を有する医師の洋画制作販売から生じた損失～「事業」
の該当性が争点となった事例～
（１９）令和５（２０２３）年１１月公開
講師：北陸税理士会 税理士 木村紀代
 　【小規模宅地等の特例】成年後見人が事業の用に供していた土
地は特定事業用宅地等に該当するか？～生計一要件の該当性～
（２０）令和５（２０２３）年１２月公開
講師：千葉県税理士会 税理士 永井智子
　３棟の貸家が存する敷地の評価～評価単位と共用施設の取扱い～
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・裁決には、非公開裁決3,873件が含まれています。　　・情報公開法に基づき開示された情報数は10,177件です。　　　

2023.12.31現在

2023.12.31現在

2023.12.31現在            

所 得 税 法 人 税 相 続 税 消 費 税 他 国 税 地 方 税 そ の 他 計

判 決

裁 決

通 達

相談事例

その他文書

行政文書

計

6,328

2,376

3,623

1,997

0

84

14,408

3,428

1,740

4,690

4,464

0

202

14,524

1,590

1.265

2,198

3,121

0

0

8,174

363

499

749

2,457

0

19

4,087

786

241

22

127

0

2

1,178

392

47

0

2

85

0

526

882

1

239

397

169

2,195

3,883

13,769

6,169

11,521

12,565

254

2,502

46,780

2 収録期間

重要判決

裁　　決

判決・裁決

判　　決

昭和４０年以前

令和5年11月6日まで

非公開裁決は令和5年3月23日まで

裁決事例集は昭和４５年から

最新判決は令和5年10月4日まで

税務訴訟資料は昭和４１年から
国　税

収　録　期　間

その他

判決・裁決は、原則として、税務訴訟資料及び裁決事例
集により編集しますが、それ以外は、判決書・裁決書・雑
誌・裁判所及び税務大学校のホームページによります。

2日税連税法データベース会員数一覧

会 別

東 京
東 京 地 方
千 葉 県
関 東 信 越
近 畿
北 海 道
東 北
名 古 屋
東 海
北 陸
中 国
四 国
九 州 北 部
南 九 州
沖 縄
小 計
そ の 他
合 計

2,345 
682 
243 
586 

1,247 
223 
343 
484 
350 
171 
339 
177 
323 
267 
71 

7,851 
252 

8,228 

　　　53 
9 
3 
8 
8 
2 
6 
7 
7 
1 
6 
2 
6 
6 
1 
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個人会員 法人会員

■発行日／2024年1月15日（VOL.30 通巻第237号）
■発行所／一般社団法人日税連税法データベース
■編集・発行人／清田　明弘　
■住　所／〒141-0032東京都品川区大崎1-11-8
　　　　　日本税理士会館3F
　　　　　TEL.03-5496-1195　FAX.03-5496-1298
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研修会のお知らせ

TAINS 2024年新年号

名古屋税理士会

　　日　時：令和6年3月19日（火）（収録日）　
　　会　場：研修受講管理システムにて配信予定
　　講　師：未定
     テーマ：未定
　　※収録した映像を後日研修受講管理システムに
　　　て配信いたします。

北陸税理士会

　　日　時：令和6年4月1日（月）
　　　　　　13：30～16：30
　　会　場：北陸税理士会館
　　講　師：守田啓一　中臣　豊　
     テーマ：未定

　 決定次第、TAINSホームページの「お知らせ」
    にてご案内いたします。

3







〒141-0032　東京都品川区大崎1-11-8　日本税理士会館3F

https://www.tains.org
Mail: info@tains.or.jp

税理士新規登録者に対する６か月間の無料制度がスタートしました。詳しくはホームページをご覧ください。
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